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令和９年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領 

 

 令和９年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜(専攻科に係る募集及び選抜を除く。)は、神奈

川県教育委員会が定めた「令和９年度神奈川県立の高等学校の入学者の募集及び選抜要綱」、横浜市教育委

員会が定めた「令和９年度横浜市立高等学校の入学者の募集及び選抜要綱」、川崎市教育委員会が定めた「令

和９年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜要綱」及び横須賀市教育委員会が定めた「令和９年度横

須賀市立横須賀総合高等学校の入学者の募集及び選抜要綱」に基づき定めるこの要領により実施する。 

  

§１ 一般募集(二次募集を除く。) 

 

Ⅰ 志願資格 

１ 全日制の課程 

神奈川県公立高等学校(以下「高等学校」という。)に入学を志願しようとする者(以下「志願者」とい

う。)のうち、全日制の課程への志願者は、平成 24 年４月１日以前に出生した者で、次の(1)から(7)まで

のいずれかに該当する者であって、かつ、本人及び保護者(親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。)

が県内に住所を有する者とする。ただし、神奈川県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)の志願

の承認を必要とする者であって、その承認を受けた者は、県内に住所を有する者とみなす。 

(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下「中学校

等」という｡)を卒業又は修了した者(ただし、国公私立高等学校、中等教育学校の後期課程及び高等専

門学校(以下「高等学校等」という。)に在籍している者を除く。) 

(2) 中学校等を令和９年３月 31 日までに卒業する見込み又は修了する見込みの者 

(3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者又は令和９年３月 31 日までに修了する見

込みの者(ただし、後記§４のⅡの２の(3)により実施する後期募集については、令和９年９月 30 日ま

でに修了見込みの者) 

(4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を 

修了した者又は令和９年３月 31 日までに修了する見込みの者 

(5) 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として文部科学大臣が指定した者 

(6) 就学義務猶予・免除者等に対する中学校卒業程度認定試験により認定証書が授与された者 

(7) 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として高等学校の校長(以下「高等学校長」とい 

う。)が認めた者 

２ 定時制の課程及び通信制の課程 

高等学校の定時制の課程及び通信制の課程への志願者は、平成 24 年４月１日以前に出生した者で、前

記１の(1)から(7)のいずれかに該当する者であって、かつ、県内に住所又は勤務地を有する者とする。た

だし、横浜市立横浜総合高等学校への志願者については、県内に住所を有する者又は横浜市内に勤務地

を有する者とし、川崎市立の高等学校の普通科への志願者については、県内に住所を有する者又は川崎

市内に勤務地を有する者とする。また、志願について県教育長の承認を必要とする者であって、その承認

を受けた者は、県内に住所又は勤務地を有する者(横浜市立横浜総合高等学校の志願者については、県内

に住所を有する者又は横浜市内に勤務地を有する者、川崎市立の高等学校の普通科の志願者については、

県内に住所を有する者又は川崎市内に勤務地を有する者)とみなす。 

 

Ⅱ 募集及び募集期間 

１ 募集 

一般募集の共通選抜は全ての課程で、定通分割選抜は定時制の課程(夜間)、単位制による定時制の課

程(夜間)及び単位制による通信制の課程で実施する。 

募集は、各高等学校の各課程における学科、コース又は部ごとに行う。ただし、県立小田原北高等学校

の定時制の課程における機械科及び電気科に係る募集は、二の学科を一括して行う。 
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 ２ 募集期間 

   募集期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

(1) 共通選抜 

課  程 募 集 期 間 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

定時制の課程(夜間) 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(特別の時間)  

単位制による定時制の課程(多部制)※ 

単位制による定時制の課程(三部制)※ 

単位制による通信制の課程 

【志願情報申請期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から 

１月29日(金)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から 

２月１日(月)正午まで 

※ 単位制による定時制の課程(特別の時間)のうち、県立横浜明朋高等学校及び県立相模向陽館高等 
学校については、単位制による定時制の課程(多部制)、横浜市立横浜総合高等学校については、単 
位制による定時制の課程(三部制)と表記する。 

(2) 定通分割選抜 

課  程 募 集 期 間 受  付  時  間 
定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

令和９年３月４日(木) 

及び３月５日(金) 

３月４日(木)は、午後２時から午後７時まで 

３月５日(金)は、午後２時から午後４時まで 

単位制による通信制の課程 

３月４日(木)は、午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後５時まで 

３月５日(金)は、午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

 

Ⅲ  志願手続 

１ 志願の範囲 

(1) 志願は、募集期間を同じくするものについては、一の募集の区分の一の高等学校の一の課程の一の 

学科、コース又は部に限る。ただし、次のアからオまでに掲げるものについては、この限りでない。 

ア  前記Ⅱの１により、二の学科を一括して募集するものは、それを一の学科とみなす。 

イ  横浜市立戸塚高等学校の単位制による全日制の課程普通科において、同じ学科内の他のコースに 

対し、第２希望として志願することを認める。 

ウ  農業に関する学科の志願者が同じ高等学校の他の農業に関する学科に対し、工業に関する学科の 

志願者が同じ高等学校の同じ課程における他の工業に関する学科に対し、商業に関する学科の志願 

者が同じ高等学校の他の商業に関する学科に対し、水産に関する学科の志願者が他の水産に関する 

学科に対し、第２希望として志願することを認める。 

エ 県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースの志願者が同校の国際科(国際バカロレアコ 

ースを除く。)に対し、第２希望として志願することを認める。また、県立横浜国際高等学校国際科 

(国際バカロレアコースを除く。)の志願者が同校の国際科国際バカロレアコースに対し、第２希望 

として志願することを認める。 

オ 単位制による定時制の課程(多部制及び三部制)の志願者が、同じ高等学校における他の部に対し、 

第２希望として志願することを認める。 

(2) 全日制の課程において、他の都道府県の公立高等学校の全日制の課程に志願した者又は志願予定の 

者の志願は認めない。 

(3) 高等学校等に在籍している者の志願は認めない。 

(4) 令和９年度の入学者選抜において、国立、公立及び私立の高等学校等又は特別支援学校に合格した 

者は、定通分割選抜及び二次募集に志願することは認めない。 

２ 志願の手続 

(1) 共通選抜 

ア 志願者 

志願者は、神奈川県公立高等学校入学者選抜統合型インターネット出願システム(以下「インター 

    ネット出願システム」という。)で志願に必要な情報(以下「志願情報」という。)を登録し、前記Ⅱ 

の２の(1)の志願情報申請期間内に、志願先の高等学校の設置者が別に定める入学検定料、入学選考 

手数料又は入学選考料(以下「受検料」という。)を納付した上で、在籍又は出身中学校等の校長(以 

下「中学校長」という。)の承認を受ける。ただし、通信制の課程の志願者は、受検料の納付を要し 

ない。 

なお、募集期間中は、志願の取消しはできない。 
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志願者は、特色検査(実技検査、自己表現検査及び面接のうち、志願先の高等学校長が定めるもの。 

以下同じ。)を実施する志願先の高等学校において、当該高等学校長が定めた様式による書類の提出 

を求める場合には、これを志願先の高等学校長に提出する。 

提出方法、期間等については、後記４の(1)及び(2)のとおりとする。ただし、特色検査(実技検査) 

を実施する高等学校のうち、当該高等学校長が提出方法、期間等を別に定める場合には、これに従 

う。 

イ 中学校長 

中学校長は、前記Ⅱの２の(1)の中学校長承認期間内に、志願情報に誤りがないこと、志願資格を 

満たしていること及び受検料を納付していることを確認した上で、インターネット出願システムで 

承認を行う。 

ウ 志願先の高等学校長 

志願先の高等学校長は、志願情報について、志願資格を満たしていることを確認した上で、イン 

ターネット出願システムで受理を行う。 

(2) 定通分割選抜 

ア 志願者 

志願者は、紙による入学願書(第１号様式の２又は３)に中学校長の職印の押印を受け、前記Ⅱの 

２の(2)の期間内に志願先の高等学校長に提出する。 

なお、郵送による入学願書の提出は認めない。また、募集期間中は、志願の取消しはできない。 

志願者は、特色検査を実施する志願先の高等学校において、当該高等学校長が定めた様式による 

    書類の提出を求める場合には、これを志願先の高等学校長に併せて提出する。 

定時制の課程の志願者は、志願先の高等学校の設置者が別に定める受検料を次の区分に従い納付 

する。 

なお、通信制の課程の志願者は、受検料の納付を要しない。 

(ｱ) 県立、川崎市立又は横須賀市立の高等学校においては、入学願書に添えて、志願先の高等学校 

で納付する。横浜市立の高等学校においては、原則として事前に横浜市が指定する金融機関等で 

納付し、その収入済証明書等を入学願書に貼付する。 

(ｲ) 共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集、特別募集、中途退学者募集及び別科に志願して合 

格となっていない者が定時制の課程を志願しようとする場合は、定められた受検料を改めて納付 

しなければならない。 

イ 中学校長 

中学校長は、入学願書に記載された内容に誤りがないこと、志願資格を満たしていることを確認 

した上で、入学願書(第１号様式の２)の中学校長の証明・同意・確認欄又は入学願書(第１号様式の 

３)の中学校長の証明・確認欄に職印を、貼付された写真に職印又はシールプレスで割印を押印し、 

入学願書を志願者に交付する。 

ウ 志願先の高等学校長 

志願先の高等学校長は、志願資格を満たしていることを確認し、入学願書の内容を審査するとと 

もに受検料を納付していることを確認(通信制の課程を除く。)し、所要の事項を記入した上で、受 

検票の高等学校受付確認印欄(志願先欄)に職印を押印し、受検票を志願者に交付する。 

(3) 志願について、県教育長の承認を必要とする者は、後記Ⅶに定める。 

(4) 横浜市立の高等学校の全日制の課程及び単位制による全日制の課程の普通科(戸塚高等学校普通科 

音楽コースを除く。)並びに単位制による全日制の課程及び単位制による定時制の課程の総合学科又は 

川崎市立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の普通科への志願者(後記Ⅳの志願変更による 

志願者を含む。)のうち、学区の確認を必要とする者については、後記「令和９年度横浜市立高等学校 

入学志願者に係る学区確認実施要領」又は「令和９年度川崎市立高等学校入学志願者に係る学区確認 

実施要領」(以下「各学区確認実施要領」という。)に定める。 

学区の確認を必要とする者は、各学区確認実施要領に基づき、横浜市教育委員会又は川崎市教育委 

員会の確認を受けなければならない。また、横浜市立横浜総合高等学校又は川崎市立の高等学校の定 

時制の課程の普通科への志願者のうち、学区の確認を必要とする者については、横浜市教育委員会又 

は川崎市教育委員会が委任した当該高等学校長の確認を受けなければならない。 

(5) 海外から移住してきた者及び帰国してきた者(以下「海外からの移住者等」という。)を保護者とする

日本語指導が必要な志願者で受検方法等について県教育長の承認を受けようとする者は、海外からの

移住者等を保護者とする志願者の受検方法等申請書(第５号様式)に中学校長の職印の押印を受け、志

願先の高等学校長に提出しなければならない。 

  なお、受検方法等について、検査時間に係る県教育長の承認を受けることができる者は、令和９年２

月１日現在で移住後又は帰国後６年以内の者に限る。ただし、帰国後６年以内の者については、継続し

て３年以上海外に在住していた者に限る。 
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(6) 障害等のある志願者のうち､受検方法等について県教育長の承認を受けようとする者は、受検方法等 

申請書(第６号様式)に中学校長の職印の押印を受け、志願先の高等学校長に提出しなければならない。 

(7) 長期の欠席について、病気等、特別な事情を有する志願者は、長期の欠席を理由とする選抜方法申 

請書(第７号様式)及び長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い申請書(第９号様式)を志願先の高等 

学校長に提出することができる。(県立相模向陽館高等学校を除く。)この場合、欠席状況証明書(第８ 

号様式)に中学校長の職印の押印を受け、併せて志願先の高等学校長に提出しなければならない。 

３ 学区外の志願 

(1) 横浜市立高等学校通学区域規則による学区外志願 

ア 横浜市立高等学校通学区域規則第４条の規定により、横浜市立の高等学校の全日制の課程及び単 

位制による全日制の課程の普通科(戸塚高等学校普通科音楽コースを除く。)並びに単位制による全 

日制の課程及び単位制による定時制の課程の総合学科へは、学区外から志願することができる。こ 

の場合、入学を許可される者の数は、全日制の課程の普通科の桜丘高等学校並びに単位制による全 

日制の課程の普通科の東高等学校及び戸塚高等学校普通科一般コース並びに単位制による全日制の 

課程及び単位制による定時制の課程の総合学科においては、当該高等学校の学科、コース又は部の 

募集定員の８％以内、全日制の課程の普通科の金沢高等学校においては、募集定員の 30％以内とす 

る。 

イ 横浜市立高等学校通学区域規則第５条の規定による学区外の高等学校への志願者は、志願先の高 

等学校長に他学区志願(第５条)許可申請書(第 26 号様式の１)及び中学校長の他学区志願(第５条) 

許可申請に関する副申書(第 26 号様式の２)を提出し、その許可を受けなければならない。 

(2) 川崎市立高等学校の通学区域に関する規則による学区外志願 

ア 川崎市立高等学校の通学区域に関する規則第４条の規定により、川崎市立の高等学校の全日制の 

課程及び定時制の課程の普通科へは、学区外から志願することができる。この場合、入学を許可さ 

れる者の数は、当該高等学校の学科の募集定員の８％以内とする。 

イ 川崎市立の各高等学校の定時制(昼間部を除く。)の共通選抜における学区外から入学を許可され 

る者の数は、当該高等学校の当該学科の学区外から入学を許可される者の数に、80％(0.8)を乗じ、 

小数点以下を切り捨てた数とする。 

定通分割選抜における学区外から入学を許可される者の数は、当該高等学校の当該学科の学区外 

から入学を許可される者の数から共通選抜における学区外から入学を許可される者の数を減じた数 

とする。ただし、共通選抜の合格者のうち、学区外からの合格者が共通選抜における学区外から入 

学を許可される者の数に満たない場合は、その未充足者数を定通分割選抜における学区外から入学 

を許可される者の数に加えた数とする。 

ウ 川崎市立高等学校の通学区域に関する規則第５条の規定による学区外の高等学校への志願者は、 

志願先の高等学校長に他学区志願(第５条)許可申請書(第 26 号様式の１)及び中学校長の他学区志 

願(第５条)許可申請に関する副申書(第 26 号様式の２)を提出し、その許可を受けなければならな 

い。 

(3) 他学区志願(第５条)許可申請書の提出期間及び受付時間は、横浜市及び川崎市ともに次のとおりと 

する。 

提  出  期  間 受  付  時  間 

令和８年11月30日(月)から令和９年１月15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日、各高等学校の学校閉庁日及び令和８年

12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までを除く。) 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後

４時まで 

４ 中学校長が行う手続 

(1) 中学校長が提出する書類 

中学校長は、別記「令和９年度調査書作成上の注意」に基づいて、志願者の調査書(第 11 号様式)を

作成し、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長に提出する。ただし、18 歳以上

(令和９年４月１日現在)の者については、調査書の提出を要しない。また、共通選抜における前記２

の(1)のア及び(7)並びに後記Ⅳの３の(1)のアで定めた書類の提出は、中学校長が調査書と併せて志願

先(志願変更した場合は、その志願変更先)の高等学校長に提出する。 

なお、定通分割選抜への志願者の調査書については、中学校等で厳封した上で、志願者が持参する

ことも可とする。 
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(2) 調査書等の提出期間及び受付時間 

ア 共通選抜 

提 出 期 間 受  付  時  間 

令和９年２月４日(木)から 

    ２月10日(水)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

   イ 定通分割選抜 

課  程 提  出  期  間 受 付 時 間 

定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(夜間) 
令和９年３月４日(木)から 

３月９日(火)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 

午後２時から午後７時まで 

単位制による通信制の課程 
午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後５時まで 

 (3) 調査書の作成に関する校内組織 

ア 調査書の作成については、中学校等ごとに、調査書作成委員会又は学校管理・運営関係グループ 

等の当該事項を所掌するグループ(以下「グループ」という。)のいずれかにおいて取り扱う。 

イ 公平かつ正確に調査書を作成するため、調査書作成委員会又はグループは、次の手続に沿って調 

査書を作成する。 

(ｱ) 調査書作成委員会が所掌する場合 

調査書作成委員会は、校長、副校長(教頭)、第３学年の学級担任及びその他必要な職員をもっ 

て組織し、調査書を作成する。 

(ｲ) グループが所掌する場合 

グループにおいて調査書を作成する際には、第３学年の学級担任及びその他必要な職員を参加 

させるものとし、調査書を作成した後、校長が主宰する企画会議に諮り、確定するものとする。 

５ 高等学校長が行う措置 

(1) 横浜市立及び川崎市立の高等学校長は、横浜市及び川崎市の各通学区域規則第５条の規定により志 

願者から他学区志願(第５条)許可申請書(第 26 号様式の１及び２)の提出があった場合は、その内容を 

審査し、他学区志願(第５条)許可(不許可)通知書(第 27 号様式)を志願者に交付するとともに、横浜市 

教育委員会又は川崎市教育委員会に報告する。 

(2) 横浜市立及び川崎市立の高等学校長は、学区の確認のため、特に必要と認めたときは、志願者に対 

し、期日を指定して市町村長が発行する住民票記載事項証明書の提出を求めることができる。 

(3) 高等学校長は、共通選抜等及び定通分割選抜において、次の期間に志願者等の数を集計し、公表す 

る。 

   ア 共通選抜等 

課  程 期  間 

全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

定時制の課程(夜間) 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

単位制による通信制の課程 

令和９年２月１日(月)から２月９日(火)まで 

午後４時の時点で受理した志願者数等を公表する。(土曜日及び日

曜日を除く。) 

ただし、２月１日(月)及び２月９日(火)は、県教育委員会の記者発

表後、速やかに公表する。 

     イ 定通分割選抜 

課  程 期  間 

定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

単位制による通信制の課程 

令和９年３月５日(金)及び３月８日(月)は、県教育委員会の記者発

表後、速やかに志願者数等を公表する。 

 

Ⅳ 志願変更 

１ 志願変更の範囲 

共通選抜及び定通分割選抜において、前記Ⅲの２による志願の手続を完了した者は、志願変更の期間 

中１回に限り､志願した高等学校の課程、学科、コース、部にかかわらず、募集期間を同じくする一般 

募集並びに後記§４、§５及び§６の特別募集を実施する他の高等学校の課程、学科、コース若しくは 
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部又は同一の高等学校の他の課程、学科、コース若しくは部に志願変更することができる。ただし、そ 

れぞれの募集に係る志願資格を満たしている者に限る。また、前記Ⅲの１の(1)のイからオによる第２希 

望については、志願時に第２希望の志願をしていない場合であっても、志願変更時に志願することを認 

める。 

２ 志願変更の期間 

志願変更の期間、期日及び受付時間は、次のとおりとする。  

(1) 共通選抜 

課  程 志 願 変 更 の 期 間 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

定時制の課程(夜間) 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

単位制による通信制の課程 

【志願変更情報申請期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月８日(月)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月９日(火)正午まで 

(2) 定通分割選抜 

課  程 志 願 変 更 の 期 日 受 付 時 間 
定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

単位制による通信制の課程 

令和９年３月８日(月) 
午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

３ 志願変更の手続 

(1) 共通選抜 

ア 志願変更を行おうとする者(以下「志願変更者」という。) 

志願変更者は、インターネット出願システムで志願変更に必要な情報(以下「志願変更情報」とい 

う。)を登録し、中学校長の承認を受ける。 

志願変更者は、特色検査及び特別募集における面接を実施する志願変更先の高等学校において、 

当該高等学校長が定めた様式による書類の提出を求める場合には、これを志願変更先の高等学校長 

に提出する。 

なお、海外帰国生徒特別募集又は在県外国人等特別募集への志願変更者は、前記２の(1)の志願変 

更情報申請期間内において、志願変更情報の登録前に、後記§４のⅢの２の(1)のア又は§５のⅢの 

２の(1)に定める志願資格を証明する書類を志願変更先の高等学校長に提示する。また、インクルー 

シブ教育実践推進校特別募集への志願変更者は、後記§６のⅢの２の(1)に定める書類を志願変更先 

の高等学校長に提出する。提出方法及び期間等は、前記Ⅲの４の(1)及び(2)のアの規定を準用する。 

イ 中学校長 

中学校長は、前記２の(1)の中学校長承認期間内に、志願変更情報に誤りがないこと、志願資格を 

満たしていること並びに後記(3)及び(4)に定める受検料を納付していることを確認した上で、イン 

ターネット出願システムで承認を行う。 

ウ 志願変更先の高等学校長 

志願変更先の高等学校長は、志願変更情報について、志願資格を満たしていることを確認した上 

で、インターネット出願システムで受理を行う。 

   エ 高等学校長が行う措置 

志願者等の数の公表は、前記Ⅲの５の(3)のアの規定を準用する。 

(2) 定通分割選抜 

ア 志願変更者は、志願変更願(第 13 号様式)に中学校長の職印の押印を受け、受検票と併せて前記２ 

の(2)の期日に志願先の高等学校長に提出する。志願変更者は、志願先の高等学校長から入学願書等 

の書類の返還を受け、入学願書及び受検票の志願先欄に記入した事項を抹消し、志願変更先欄(異な 

る課程への志願変更者は、新たに志願をする課程の入学願書)に志願変更の内容に適するよう必要事 

項を記入する。 

イ 志願変更者は、必要事項を記入した入学願書、その他の返還された書類及び受検票を、前記２の 

(2)の期日に志願変更先の高等学校長に提出する。 

なお、特色検査を実施する志願変更先の高等学校において、当該高等学校長が定めた様式による 

書類の提出を求める場合には、これを併せて提出する。 

ウ 志願変更先の高等学校長は、志願資格を満たしていることを確認し、入学願書の内容を審査する 



 

 

- 9 - 

とともに受検料を納付していることを確認(通信制の課程を除く。)し、所要の事項を記入した上で、 

受検票の高等学校受付確認印欄(志願変更先欄)に職印を押印し、受検票を志願変更者に交付する。 

エ 高等学校長が行う措置 

(ｱ) 高等学校長は、志願変更によって欠けた者の受検番号を欠番とする。 

(ｲ) その他の措置については、前記Ⅲの５の(3)のイの規定を準用する。 

(3) 設置者の異なる高等学校間における志願変更にあっては、志願変更者は志願変更先の高等学校の設 

置者が別に定める受検料を、共通選抜については、前記２の(1)の志願変更情報申請期間内に、定通分 

割選抜については、入学願書を提出する際に納付しなければならない。 

(4) 志願変更者は、同一設置者の高等学校間における定時制の課程から全日制の課程の高等学校への志 

願変更にあっては差額を、通信制の課程から全日制の課程又は定時制の課程の高等学校への志願変更 

にあっては各課程に係る受検料を、共通選抜については、前記２の(1)の志願変更情報申請期間内に、 

定通分割選抜については、入学願書を提出する際に納付しなければならない。 

なお、同一設置者の高等学校間における全日制の課程から定時制の課程の高等学校への志願変更及 

び全日制の課程又は定時制の課程から通信制の課程の高等学校への志願変更にあっては受検料又は差 

額は返還しない。 

(5) 前記Ⅲの１の(1)のイからオによる第２希望に、新たに志願する際の手続は、前記(1)及び(2)に準じ 

て行う。 

 

Ⅴ 共通選抜の方法 

１ 検査の内容 

(1) 全日制の課程 

共通の検査として学力検査を実施する。ただし、クリエイティブスクールにおいては、学力検査は 

行わず、共通の検査として特色検査(面接)を実施する。 

なお、高等学校長は、必要に応じて特色検査を実施できるものとする。 

学力検査は、国語、社会、数学、理科及び外国語(英語)の５教科とする。また、特色検査を実施す 

   る場合、学力検査を３教科にまで減じることができるものとする。 

特色検査は、実技検査、自己表現検査及び面接のうち、高等学校長が定めるものとする。 

(2) 定時制の課程 

共通の検査として学力検査を実施する。ただし、高等学校長は、18 歳以上(令和９年４月１日現在) 

の志願者について、作文をもって学力検査に代えることができる。 

なお、高等学校長は、必要に応じて特色検査を実施できるものとする。 

学力検査は、国語、数学及び外国語(英語)の３教科とする。 

特色検査は、実技検査、自己表現検査及び面接のうち、高等学校長が定めるものとする。 

(3) 通信制の課程 

  作文を実施する。 

なお、高等学校長は、必要に応じて特色検査を実施できるものとする。 

特色検査は、実技検査、自己表現検査及び面接のうち、高等学校長が定めるものとする。 

２ 検査の期日 

検査の期日は、次のとおりとする。 

(1) 全日制の課程(クリエイティブスクールを除く。)及び定時制の課程 

学力検査の期日 特 色 検 査 の 期 日 

令和９年２月 16 日(火) 

令和９年２月 16 日(火)、２月 17 日(水)及び２月 18 日(木)のうち、 

当該高等学校長が指定する期日 

ただし、学力検査を５教科実施する場合は、２月 16 日(火)には実施しない。 

(2) 全日制の課程(クリエイティブスクール) 

検 査 の 期 日 

令和９年２月 16 日(火) 、２月 17 日(水)及び２月 18 日(木)のうち、当該高等学校長が指定する期日 

(3) 通信制の課程 

検 査 の 期 日 

令和９年２月 16 日(火) 、２月 17 日(水)及び２月 18 日(木)のうち、当該高等学校長が指定する期日 

※ 高等学校長は、検査を実施する上で、上記の期日だけで実施が困難な場合は、県教育長、横浜 

市教育委員会教育長、川崎市教育委員会教育長及び横須賀市教育委員会教育長(以下「各教育長」 

という。)への申請により、令和９年２月 19 日(金)に特色検査を実施することができる。 
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３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。ただし、施設の状 

  況等により会場を追加・変更する場合がある。 

４ 検査の時間 

(1) 全日制の課程(クリエイティブスクールを除く。)及び定時制の課程 

ア 学力検査 

学力検査の教科等の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備      考 

 8:50～ 9:10 検査についての注意 20分 

１ 検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前 

までに検査会場に集合させること。 

２ 外国語(英語)は、リスニングテストを含む。 

３ 当該高等学校において、志願者によって受検しな 

い検査が生じ、待機が必要となる場合は、検査監督 

者は､受検者が受検する教科以外の時間について、指 

定された場所で待機するよう事前に周知するなど、 

混乱がないように注意すること。 

 9:20～10:10 外国語(英語) 50分 

10:25 (予鈴)  

10:30～11:20 国   語 50分 

11:35 (予鈴)  

11:40～12:30 数   学 50分 

12:30～13:15 (昼 食)  

13:15 (予鈴)  

13:20～14:10 理   科 50分 

14:25 (予鈴)  

14:30～15:20 社   会 50分 

なお、定時制の課程において、作文をもって学力検査に代える受検の時間割は、次のとおりとす 

る。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備        考 

11:20～11:35 検査についての注意 15分 検査監督者は、受検者を検査の開始時刻５分前までに検

査会場に集合させること。 11:40～12:30 作   文 50分 

イ 特色検査 

検査の時間は、当該高等学校長が定め、別途、志願者に指示する。 

(2) 全日制の課程(クリエイティブスクール) 

検査の時間は、当該高等学校長が定め、別途、志願者に指示する。 

(3) 通信制の課程 

検査の時間は、当該高等学校長が定め、別途、志願者に指示する。 

５ 検査を受検しなかった者の取扱い 

(1) 追検査(県立相模向陽館高等学校及びクリエイティブスクールを除く。) 

共通選抜を志願する者のうち、インフルエンザ等の感染症に罹患した場合、月経随伴症状等の体調

不良等の本人に帰責されない身体・健康上の理由に該当する場合、自然災害や検査会場に向かう途中

の事故・事件に巻き込まれた場合及び痴漢の被害にあった場合等、やむを得ない事情により学力検査

又は作文(定時制の課程において、作文をもって学力検査に代える場合に限る。)の全てを受検できな

かった志願者の中で、追検査の受検を希望する者を対象として次により実施する。 

ア 受検の手続 

追検査の受検を希望する者の中学校長は、必要事項を記入した追検査受検願(第 28 号様式)に職印

を押印し、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長に提出する。 

なお、提出期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

提  出  期  間 受  付  時  間 

令和９年２月16日(火)及び２月17日(水) 
２月16日(火)は、午後１時から午後４時まで 
２月17日(水)は、午前９時から正午まで 

イ 追検査の内容 

学力検査又は作文(定時制の課程において、作文をもって学力検査に代える場合に限る。)を実施す 

る。 

ウ 追検査の期日 

追検査の期日は、次のとおりとする。 

追 検 査 の 期 日 

令和９年２月22日(月) 
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エ 追検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。ただし、施設 

の状況等により会場を追加・変更する場合がある。 

オ 追検査の時間 

全日制の課程及び定時制の課程における学力検査の教科等の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備      考 

 9:20～ 9:40 検査についての注意 20分 

１ 検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前 

までに検査会場に集合させること。 

２ 外国語(英語)は、リスニングテストを含む。 

３ 当該高等学校において、志願者によって受検しな 

い検査が生じ、待機が必要となる場合は、検査監督 

者は､受検者が受検する教科以外の時間について指 

定された場所で待機するよう事前に周知するなど、 

混乱がないように注意すること。 

 9:50～10:40 外国語(英語) 50分 
10:55 (予鈴)  

11:00～11:50 国   語 50分 
12:05 (予鈴)  

12:10～13:00 数   学 50分 
13:00～13:45 (昼 食)  

13:45 (予鈴)  

13:50～14:40 理   科 50分 
14:55 (予鈴)  

15:00～15:50 社   会 50分 

なお、定時制の課程において、作文をもって学力検査に代える受検の時間割は、次のとおりとす

る。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備        考 
11:50～12:05 検査についての注意 15分 検査監督者は、受検者を検査の開始時刻５分前までに検

査会場に集合させること。 12:10～13:00 作   文 50分 

(2) 追検査(県立相模向陽館高等学校) 

共通選抜を志願する者のうち、インフルエンザ等の感染症に罹患した場合、月経随伴症状等の体調不

良等の本人に帰責されない身体・健康上の理由に該当する場合、自然災害や検査会場に向かう途中の事

故・事件に巻き込まれた場合及び痴漢の被害にあった場合等、やむを得ない事情により学力検査若しく

は作文(作文をもって学力検査に代える場合に限る。)の全て又は特色検査を受検できなかった志願者

の中で、追検査の受検を希望する者を対象として次により実施する。 

ア 受検の手続 

追検査の受検を希望する者の中学校長は、必要事項を記入した追検査受検願(第 28 号様式)に職印

を押印し、県立相模向陽館高等学校長に提出する。 

なお、提出期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

検 査 の 内 容 提 出 期 間 受  付  時  間 
学力検査又は作文(作文を

もって学力検査に代える場

合に限る。) 

令和９年２月16日(火)及び

２月17日(水) 

２月16日(火)は、午後１時から午後４時まで 

２月17日(水)は、午前９時から正午まで 

特色検査 
令和９年２月16日(火)から

２月19日(金)まで 

２月16日(火)は、午後１時から午後４時まで 

２月17日(水)及び２月18日(木)は、午前９時から

正午まで及び午後１時から午後４時まで 

２月19日(金)は、午前９時から正午まで 

イ 追検査の内容 

学力検査又は作文(作文をもって学力検査に代える場合に限る。)を実施する。また、特色検査を実 

施する。 

ウ 追検査の期日 

追検査の期日は、次のとおりとする。 

追 検 査 の 期 日 

令和９年２月22日(月) 

エ 追検査の会場 

検査の会場は、県立相模向陽館高等学校とする。 
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オ 追検査の時間 

 (ｱ) 学力検査 

学力検査の教科等の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備      考 

 9:20～ 9:40 検査についての注意 20分 

１ 検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前 

までに検査会場に集合させること。 

２ 外国語(英語)は、リスニングテストを含む。 
 

 9:50～10:40 外国語(英語) 50分 
10:55 (予鈴)  

11:00～11:50 国   語 50分 
12:05 (予鈴)  

12:10～13:00 数   学 50分 

なお、作文をもって学力検査に代える受検の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備        考 
11:50～12:05 検査についての注意 15分 検査監督者は、受検者を検査の開始時刻５分前までに検

査会場に集合させること。 12:10～13:00 作   文 50分 

(ｲ) 特色検査 

特色検査の時間は、県立相模向陽館高等学校長が定め、別途、追検査受検予定者に指示する。 

(3) 追検査(クリエイティブスクール) 

共通選抜を志願する者のうち、インフルエンザ等の感染症に罹患した場合、月経随伴症状等の体調 

不良等の本人に帰責されない身体・健康上の理由に該当する場合、自然災害や検査会場に向かう途中 

の事故・事件に巻き込まれた場合及び痴漢の被害にあった場合等、やむを得ない事情により特色検査 

(面接)を受検できなかった志願者の中で、追検査の受検を希望する者を対象として次により実施する。 

ア 受検の手続 

追検査の受検を希望する者の中学校長は、必要事項を記入した追検査受検願(第 28 号様式)に職  

印を押印し、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長に提出する。 

なお、提出期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

提  出  期  間 受  付  時  間 

令和９年２月16日(火)から２月18日(木)まで 

２月16日(火)は、午後１時から午後４時まで 
２月17日(水)及び２月18日(木)は、午前９時から正午
まで及び午後１時から午後４時まで 

イ 追検査の内容 

特色検査(面接)とする。 

ウ 追検査の期日 

追検査の期日は、次のとおりとする。 

追 検 査 の 期 日 

令和９年２月 22 日(月)  

エ 追検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。ただし、施設 

の状況等により会場を追加・変更する場合がある。 

オ 追検査の時間 

検査の時間は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長が定め、別途、追検 

査受検予定者に指示する。 

(4) その他 

前記(1)から(3)以外の対応に係る取扱いについては、県、横浜市、川崎市及び横須賀市の各教育委 

員会(以下「各教育委員会」という。)が別に定める。 

６ 選抜の方法 

(1) 共通選抜の募集人員 

ア 全日制の課程、単位制による全日制の課程、定時制の課程(昼間部)、単位制による定時制の課程 

(特別の時間、多部制及び三部制) 

各教育委員会が定める当該高等学校の各学科等における募集定員の 100％とする。 

イ  定時制の課程(夜間)、単位制による定時制の課程(夜間)及び単位制による通信制の課程 

各教育委員会が定める当該高等学校の各学科等における募集定員の 80％とする。この場合におい 

て、募集定員の 80％とは、募集定員に 0.8 を乗じ、小数点以下を切り捨てた数値とする。 

(2) 選考の方法 

ア 全日制の課程(クリエイティブスクール及び県立横浜国際高等学校を除く。)及び定時制の課程(県 
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立横浜明朋高等学校及び県立相模向陽館高等学校を除く。)  

選考にあたって、当該高等学校長は、調査書における学習の記録及び学力検査(追検査を含む。) 

の結果を資料として、次に示す方法により選考を行う。当該高等学校が必要に応じて特色検査を実 

施した場合は、その結果も選考の資料とする。 

(ｱ) 数値の扱い 

選考にあたっては、次の方法により数値を算出する。 

① 調査書の学習の記録における評定については、次の式により算出された数値をＡの値とする。 

Ａ＝(第２学年の９教科の評定の合計)＋(第３学年の９教科の評定の合計)×２ 

ただし、高等学校長は、第２学年の評定に第３学年の評定の２倍を加算した各教科の評定合計 

値のうち、３教科以内の評定合計値に、１を超え２以下の係数を乗じることができる。この場 

合、係数を乗じた教科の数値と係数を乗じない教科の評定合計値の合計をＡの値とする。 

なお、係数は小数第１位までの数値を用いるものとする。 

② 学力検査(追検査を含む。)については、学力検査実施教科の得点合計をＢの値とする。ただ 

し、高等学校長は、学力検査(追検査を含む。)を実施した各教科の得点のうち、２教科以内の 

得点に、１を超え２以下の係数を乗じることができる。この場合、係数を乗じた教科の数値と 

係数を乗じない教科の得点の合計をＢの値とする。 

なお、係数は小数第１位までの数値を用いるものとする。 

③ 調査書の学習の記録における観点別学習状況の評価については、各教科における第３学年の 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価を、評価Ａは３、評価Ｂは２、評価Ｃは１に換算し、 

その合計をＣの値とする。ただし、高等学校長は、各教科における第３学年の「主体的に学習 

に取り組む態度」の評価を換算した数値のうち、３教科以内の評価を換算した数値に、１を超 

え２以下の係数を乗じることができる。この場合、係数を乗じた教科の評価を換算した数値と 

係数を乗じない教科の評価を換算した数値の合計をＣの値とする。 

なお、係数は小数第１位までの数値を用いるものとする。 

④ 特色検査については、当該高等学校長が定めた観点ごとに評価し点数化した得点をＤの値と 

する。 

⑤ 各受検者について算定したＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの値ごとに 100 点満点に換算した数値をそれぞれ   

ａ、ｂ、ｃ、ｄとする。ａ、ｂ、ｃ、ｄの値を得る際には、小数第３位を四捨五入して算出す 

る。また、ａに乗じる係数をｆ、ｂに乗じる係数をｇ、ｃに乗じる係数をｈ、ｄに乗じる係数 

をｉとする。 

(ｲ) 第１次選考 

不正行為又は妨害行為を行った者及び資料の整わない者を除き、次の式に基づくＳ１の上位か 

ら、共通選抜募集人員の 90％まで合格者を決定する。式に用いる係数ｆ、ｇは、それぞれｆ＋ｇ 

＝10 を満たす２以上の整数とし、ｉは１以上５以下の整数とする。 

       Ｓ１＝ａ×ｆ＋ｂ×ｇ  

ただし、特色検査を実施した場合は、 Ｓ１＝ａ×ｆ＋ｂ×ｇ＋ｄ×ｉ とする。 

共通選抜募集人員の 90％とは、共通選抜募集人員に 0.9 を乗じ、小数点以下を切り捨てた数値 

とする。ただし、資料の整わない者と調査書の各教科における第３学年の「主体的に学習に取り 

組む態度」の評価のみを欠く者(以下「評価のみを欠く者」という。)を合わせた数が、共通選抜 

募集人員から共通選抜募集人員の 90％を減じた数以上の場合には、共通選抜募集人員から「資料 

の整わない者と評価のみを欠く者を合わせた数＋１」を減じた数とする。 

なお、評価のみを欠く者の中で第１次選考における合格者となる者がいる場合、その者の数を 

加えた数とする。 

(ｳ) 資料の整わない者の選考 

資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、前記(ｲ) 

の合格者に相当する者であるか判断し、合格者を決定する。 

(ｴ) 第２次選考 

前記(ｲ)及び(ｳ)において合格者となっていない者を対象とし、不正行為又は妨害行為を行った 

者を除き、次の式に基づくＳ２の上位から共通選抜募集人員まで、合格者を決定する。式に用いる 

係数ｇ、ｈは、それぞれｇ＋ｈ＝10 を満たす２以上の整数とし、ｉは１以上５以下の整数とする。 

 Ｓ２＝ｂ×ｇ＋ｃ×ｈ  

ただし、特色検査を実施した場合は、 Ｓ２＝ｂ×ｇ＋ｃ×ｈ＋ｄ×ｉ とする。 

なお、県立光陵高等学校における連携型中高一貫教育校連携募集において欠員を生じた場合は、 

その欠員分を加えて合格者を決定する。 

また、調査書の各教科における第３学年の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を欠く者に 

ついては、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格者を決定する。 
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(ｵ) 普通科音楽コース並びに農業、工業、商業及び水産に関する学科を置く高等学校並びに定時制 

の課程(横浜市立横浜総合高等学校)における第２希望の選考 

第１希望の志願者の選抜の結果、欠員を生じた学科・コース・部においては、他の学科・コー 

ス・部を第１希望としていながら合格者とならず、かつ、当該学科・コース・部を第２希望とす 

る志願者の中から前記(ｴ)に従って合格者を決定する。ただし、特色検査については、選考資料と 

しない場合がある。 

イ 全日制の課程(クリエイティブスクールに限る。) 

選考にあたって、当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為 

を行った者を除き、調査書における観点別学習状況及び特色検査(面接(追検査を含む。))の結果を

資料として、総合的に選考し、共通選抜募集人員まで合格者を決定する。当該高等学校が必要に応

じて他の特色検査を実施した場合は、その結果も選考の資料とする。また、資料の整わない者につ

いては、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格者を決定する。 

ウ 全日制の課程(県立横浜国際高等学校に限る。) 

(ｱ) 選考にあたって、県立横浜国際高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又 

は妨害行為を行った者を除き、調査書における学習の記録、学力検査(追検査を含む。)及び特色 

検査の結果を資料として、総合的に選考し、共通選抜募集人員まで合格者を決定する。また、資 

料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格者を決 

定する。 

なお、第１希望の志願者の選抜について、海外帰国生徒特別募集における国際科国際バカロレ 

アコースにおいて欠員を生じた場合は、その欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決定す 

る。 

(ｲ) 前記(ｱ)に従って合格者を決定した上で、国際科国際バカロレアコースの選考において欠員を 

 生じた場合、国際科(国際バカロレアコースを除く。)を第１希望としていながら合格者とならず、 

かつ、国際科国際バカロレアコースを第２希望とする者の中から、事前に公表する国際科(国際バ 

カロレアコースを除く。)の選考基準の数値の算出方法を用い、総合的に選考し、合格者を決定す 

る。 

(ｳ) 前記(ｲ)に従って合格者を決定した上で、さらに海外帰国生徒特別募集における国際科国際バ 

 カロレアコースにおいて欠員がある場合は、その欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決 

定する。 

エ 定時制の課程(県立横浜明朋高等学校及び県立相模向陽館高等学校に限る。) 

(ｱ) 選考にあたって、当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行 

為を行った者を除き、調査書における観点別学習状況及び学力検査(追検査を含む。)の結果を資 

料として、総合的に選考し、共通選抜募集人員まで、合格者を決定する。ただし、共通選抜募集 

人員の一部について、調査書における観点別学習状況及び学力検査(追検査を含む。)の結果を資 

料としない選考を行うことができる。当該高等学校が必要に応じて特色検査(県立相模向陽館高等 

学校においては、追検査を含む。)を実施した場合は、その結果も選考の資料とする。また、資料 

の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格者を決定 

する。 

(ｲ) 第１希望の志願者の選抜の結果、欠員を生じた部においては、他の部を第１希望としていなが 

ら合格者とならず、かつ、当該部を第２希望とする志願者の中から前記(ｱ)に従って合格者を決定 

する。 

オ 通信制の課程 

選考にあたって、当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為 

を行った者を除き、調査書及び作文の結果を資料として総合的に選考し、共通選抜募集人員まで、 

合格者を決定する。また、当該高等学校が必要に応じて特色検査を実施した場合は、その結果も選 

考の資料とする。 

なお、資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合 

格者を決定する。 

７ 海外からの移住者等を保護者とする受検者についての受検方法等の取扱い 

検査の実施にあたっては、通常の受検者と同一の取扱いとする。ただし、学力検査(追検査を含む。)、 

作文(定時制の課程において、作文をもって学力検査に代える場合の追検査を含む。)及び当該高等学校 

における特色検査(追検査を含む。)の実施に際し、海外からの移住者等を保護者とする志願者の受検方 

法等申請書(第５号様式)を提出した者のうち、県教育長が通常の方法では受検が困難と認める者につい 

ては、検査の程度を変えない範囲で、検査方法、検査時間及び検査会場について適切な取扱いを講じる 

ものとする。 
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８ 障害等のある受検者についての受検方法等の取扱い 

検査の実施にあたっては、通常の受検者と同一の取扱いとする。ただし、学力検査(追検査を含む。)、 

作文(定時制の課程において、作文をもって学力検査に代える場合の追検査を含む。)及び当該高等学校 

における特色検査(追検査を含む。)の実施に際し、受検方法等申請書(第６号様式)を提出した者のうち、 

県教育長が通常の方法では受検が困難と認める者については、検査の程度を変えない範囲で、検査方法、 

検査時間及び検査会場について適切な取扱いを講じるものとする。 

９ 長期の欠席について病気など特別な事情を有する志願者の取扱い 

長期の欠席を理由とする選抜方法申請書(第７号様式)及び長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い 

申請書(第９号様式)を提出した者のうち、当該高等学校長が長期欠席者であると認める者については、 

提出された長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い申請書(第９号様式)の記載内容に基づき、資料の 

整わない者(前記６の(2)のアの(ｴ)の第２次選考にあたっては、調査書の各教科における第３学年の「主 

体的に学習に取り組む態度」の評価を欠く者)として取り扱うこととし、選考にあたっては、調査書の学 

習の記録の記載内容については、提出された長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い申請書(第９号様 

式)の記載内容に基づき取り扱うこととする。 

10 合格者の発表 

合格者の発表の日時・方法及び合格通知書の交付の日時・場所は、次のとおりとする。また、当該高 

  等学校長は、合格者に対して、合格通知書を交付する。 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 定通分割選抜の方法 

１ 検査の内容 

(1) 定時制の課程(夜間)及び単位制による定時制の課程(夜間) 

共通の検査として学力検査を実施する。ただし、高等学校長は、18 歳以上(令和９年４月１日現在) 

の志願者について、作文をもって学力検査に代えることができる。 

なお、高等学校長は、必要に応じて特色検査を実施できるものとする。 

学力検査は、国語、数学及び外国語(英語)の３教科とする。 

特色検査は、実技検査、自己表現検査及び面接のうち、高等学校長が定めるものとする。 

(2) 通信制の課程 

作文を実施する。 

なお、高等学校長は、必要に応じて特色検査を実施できるものとする。 

特色検査は、実技検査、自己表現検査及び面接のうち、高等学校長が定めるものとする。 

２  検査の期日 

検査の期日は、次のとおりとする。 

(1) 定時制の課程(夜間)及び単位制による定時制の課程(夜間) 

学 力 検 査 の 期 日 特色検査の期日 

令和９年３月15日(月) 
令和９年３月15日(月)及び３月16日(火)のうち、当該高等学校長が 

指定する期日 

(2) 通信制の課程 

検 査 の 期 日 

令和９年３月15日(月)及び３月16日(火)のうち、当該高等学校長が指定する期日 

３  検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格者の発表の日時・方法 合格通知書の交付日時 合格通知書の交付場所 

令和９年２月26日(金)午前９時 

インターネット出願システム上で

確認する。 

令和９年２月26日(金) 

志願先(志願変更したときは、その志願

変更先)の高等学校長が指定する時間 

志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その志願変

更先)  
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４ 検査の時間 

(1) 定時制の課程(夜間)及び単位制による定時制の課程(夜間) 

ア 学力検査 

学力検査の教科等の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備     考 

13:00～13:10 検査についての注意 10分 

検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前までに

検査会場に集合させること。 

13:20～13:50 外国語(英語) 30分 

14:00 (予鈴)  

14:05～14:35 国   語 30分 

14:45 (予鈴)  

14:50～15:20 数   学 30分 

なお、作文をもって学力検査に代える受検の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備     考 

14:15～14:25 検査についての注意 10分 検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前までに

検査会場に集合させること。 14:30～15:20 作   文 50分 

イ 特色検査 

検査の時間は、当該高等学校長が定め、受検票等により、志願者に指示する。 

(2) 通信制の課程 

検査の時間は、当該高等学校長が定め、受検票等により、志願者に指示する。 

５ 選抜の方法 

(1) 募集人員 

定通分割選抜の募集人員は、当該高等学校の募集定員から共通選抜の募集人員を減じた数とするが、 

これに、共通選抜において合格者の数が共通選抜の募集人員に満たない高等学校にあっては、その不 

足数、さらに、令和９年３月３日(水)までの共通選抜入学辞退者による欠員がある場合は、その数を 

含めた数を定通分割選抜の募集人員とする。 

(2) 選考の方法 

ア 定時制の課程(夜間)及び単位制による定時制の課程(夜間) 

(ｱ) 数値の扱い 

前記Ⅴの６の(2)のアの(ｱ)の規定を準用する。 

(ｲ) 選考 

① 不正行為又は妨害行為を行った者を除き、定通分割選抜の募集人員に定通分割選抜の募集人 

員に含めることができなかった共通選抜入学辞退者による欠員分を加えた数まで、合格者を決 

定する。合格者の決定にあたっては、次の式に基づくＳをもとに選考する。式に用いる係数ｆ、 

ｇは、それぞれｆ＋ｇ＝10 を満たす２以上の整数とし、ｉは１以上５以下の整数とする。 

         Ｓ＝ａ×ｆ＋ｂ×ｇ  

            ただし、特色検査を実施した場合は、 Ｓ＝ａ×ｆ＋ｂ×ｇ＋ｄ×ｉ とする。 

       なお、資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、 

      合格者を決定する。 

② 県立神奈川工業高等学校の工業に関する学科における第２希望の選考 

第１希望の志願者の選抜の結果、欠員を生じた学科においては、他の学科を第１希望として 

いながら合格者とならず、かつ、当該学科を第２希望とする志願者の中から前記①に従って合 

格者を決定する。 

イ 単位制による通信制の課程 

選考にあたっては、当該高等学校長が事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為を 

行った者を除き、調査書及び作文の結果を資料として総合的に選考し、定通分割選抜の募集人員に定 

通分割選抜の募集人員に含めることができなかった共通選抜入学辞退者による欠員分を加えた数ま

で、合格者を決定する。また、当該高等学校が必要に応じて特色検査を実施した場合は、その結果も

選考の資料とする。 

なお、資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格 

者を決定する。 

(3) その他 

前記Ⅴの７から９までの規定を準用する。 
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６ 合格者の発表 

合格者の発表の日時及び場所は、次のとおりとする。当該高等学校長は、受検票で受検番号等を確認 

し、受検者に対して合否結果通知書の入った封筒を手渡すものとする。さらに、合格者に対しては、合 

格通知書を交付する。 

課   程 合格者の発表の日時 場   所 

定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(夜間) 
令和９年３月19日(金) 

午後３時から午後６時まで 
志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その志願変更先) 
単位制による通信制の課程 

令和９年３月19日(金) 

午前10時から正午まで及び 

午後１時から午後３時まで 

 

Ⅶ 県教育長の志願の承認 

県教育長の志願の承認については、次のとおりとする。 

１ 県教育長の志願の承認を必要とする者 

(1) 全日制の課程 

ア 県外から本県に転居予定の者(保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和９年４月１日まで 

に県内に居住する予定の者(一時的な県内への転居を除く。)) 

イ 山梨、静岡両県の本県に隣接する特定の地域に居住しており、通学の便宜上、本県の最寄りの高 

等学校へ志願することが妥当と認められる者 

ウ 県外から県立海洋科学高等学校を志願する者で、船舶職員養成施設に指定された水産に関する学 

科を置く公立高等学校のない都道府県に居住する者 

エ その他特別な事情がある者 

(2) 定時制の課程及び通信制の課程 

ア  令和９年４月１日までに県外から本県に転居予定の者(一時的な県内への転居を除く。) 

イ  県外居住であって、令和９年４月１日までに本県での勤務を予定する者(ただし、横浜市立横浜総 

合高等学校を志願する場合は横浜市内に勤務を予定する者、川崎市立の高等学校の普通科を志願す 

る場合は川崎市内に勤務を予定する者) 

ウ その他特別な事情がある者 

２  手続 

(1) 承認を受けようとする者は、神奈川県公立高等学校入学志願資格承認申請書(第 15 号様式)に、中学 

校長の副申を添え、かつ、中学校長の職印の押印を受け、県教育長に提出しなければならない。また、 

申請内容に応じて、次に掲げる書類を提示又は提出する。ただし、前記Ⅰの１の(3)及び(5)から(7)に 

該当する者については、中学校長の副申及び職印の押印は要しない。 

なお、郵送による書類の提出は認めない。 

ア  前記１の(1)のア又は(2)のアに該当する者 

(ｱ) 転居予定先の住所を確認できる次のａからｅまでのいずれかの書類 

ａ 家屋の登記簿謄本又は登記事項証明書(いずれも発行後、６か月以内のもの) 

ｂ 建築確認通知書、建築計画確認書、入居決定通知書、売買契約書のいずれか(転居先の建物が 

建築中の場合等) 

ｃ 公団住宅、公舎、社宅へ入居する場合は、その管理者の証明書 

ｄ 家主との契約書(契約予定を含む。) 

ｅ その他、転居予定の事実を証明できるもの 

(ｲ) 転居取りやめの時には入学を辞退する旨の念書(第 19 号様式)  

(ｳ) 前記(ｱ)の書類に記載の転居予定先となっている建物の所有者名義又は賃借人名義が志願者本 

人又はその保護者でない場合は、名義人による同居同意書(第 20 号様式)  

イ  前記１の(1)のイに該当する者 

志願者本人及び同居している保護者の住民票の写し等 

ウ 前記１の(1)のウに該当する者 

志願者本人が船舶職員養成施設に指定された水産に関する学科を置く公立高等学校のない都道府 

県に居住することを証明するもの(住民票の写し等)  

エ 前記１の(1)のエ及び(2)のウに該当する者 

その事実を証明できるもの 

オ  前記１の(2)のイに該当する者 

勤務予定先の所在地及び雇用を証明する書類 

カ 前記アからオ以外については、別表「神奈川県公立高等学校の志願資格承認申請及び横浜市立・ 
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川崎市立高等学校に係る学区確認申請の事務手続について」を参照するものとする。 

(2) 承認申請期間、受付時間及び提出先は、次のとおりとする。 

 ア 窓口での申請 

 承 認 申 請 期 間 受 付 時 間 提 出 先 
令和８年11月28日(土)及び 

令和８年11月30日(月)から令和９年１月15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び令和８年12月29日(火)から

令和９年１月３日(日)までを除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

県教育委員会 

教育局指導部 

高校教育課 

※ 令和８年 11 月 28 日(土)の受付時間等は、別途案内する。ただし、前記§１のⅠの１の(3)に該

当する者に限る。 

なお、県教育長は、やむを得ないと認める場合には、上記の申請期間以降であっても、志願の承 

認申請を受け付けることができる。 

   イ e-kanagawa 電子申請システムによる申請 

 承 認 申 請 期 間 申 請 先 

令和８年11月28日(土)午前０時から令和８年12月28日(月)午後４時まで 
県教育委員会ホームページに掲載

し、別途案内 

     なお、前記(1)の必要書類については、電子データをアップロードすることにより提出する。 

(3) 県教育長は、申請の事由が適当であると認めた者に対して、次のとおり措置する。 

ア 一般募集(共通選抜(二次募集を除く。))、連携型中高一貫教育校連携募集、特別募集(インクルー 

シブ教育実践推進校特別募集(二次募集)及び後期募集を除く。)、中途退学者募集及び別科の志願者 

については、インターネット出願システムに承認情報を登録する。 

イ 一般募集(共通選抜(二次募集)及び定通分割選抜)及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集 

(二次募集)の志願者については、神奈川県公立高等学校入学志願資格承認書(第 17 号様式の１又は 

２)を交付する。 

なお、承認書の交付期間、受付時間及び交付場所は、次のとおりとする。 

交  付  期  間 受 付 時 間 交 付 場 所 
令和９年２月26日(金)から３月５日(金) 

(土曜日及び日曜日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

県教育委員会教育局 

指導部高校教育課 

(4) 前記１の者であって、定時制の課程又は通信制の課程に志願をする者のうち、全日制の課程に志願 

をしない場合は、神奈川県公立高等学校(定時制・通信制の課程､別科)入学志願資格承認申請書(第 18 

号様式)に転居予定先の住所又は勤務予定先の所在地及び雇用を証明する書類等、前記(1)の規定に準 

ずる書類を提示又は添付した上で、志願予定先の高等学校長に提出し、県教育長の承認を受けること 

ができる。承認申請期間、受付時間及び提出先は、次のとおりとする。 

課   程 承 認 申 請 期 間 受 付 時 間 提 出 先 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

単位制による通信制の課程 

令和９年１月６日(水)から 

１月15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び

各高等学校の学校閉庁日を

除く。) 

午前９時から正午

まで及び午後１時

から午後４時まで 志願予定先の高等

学校 

 

定時制の課程(夜間) 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

午後２時から午後

７時まで 

なお、県教育長は、やむを得ないと認める場合には、上記の申請期間以降であっても、志願の承認 

申請を受け付けることができる。また、定通分割選抜の志願者については、入学願書とともに志願先 

の高等学校長に提出し、県教育長の承認を受けることができる。 

３  高等学校長への委任 

前記２の(4)における県教育長の志願の承認に関する事項については、志願予定先の高等学校長に委任す 

る。 

４  県教育長の志願の承認を受けた者の手続 

県教育長の志願の承認を受けた者のうち、前記Ⅰの１の(3)及び(5)から(7)に該当する者については、 

前記Ⅲ、Ⅳ及びⅤ並びに後記Ⅷ及びⅨの中学校長に係る承認及び手続を要しない。ただし、前記Ⅲの２ 

の(1)のアの提出方法について、志願者が志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長に 

提出するものとする。 
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Ⅷ 入学の許可及び入学手続 

１ 入学の許可 

入学の許可は、合格者に高等学校長が合格通知書を交付することによって行う。 

２ 入学許可の取消し 

高等学校長は、志願又は選抜のための検査等の際に不正行為又は妨害行為のあった者に対しては、入

学を許可しないものとし、入学の許可後に不正行為又は妨害行為が判明した者に対しては、入学の許可

を取り消すものとする。 

３ 入学手続 

全日制の課程及び定時制の課程の合格者は、合格通知書の交付を受けた後、当該高等学校長が指定す

る期日までに入学料又は入学金を納付し、誓約書を提出しなければならない。また、通信制の課程の合格

者は、合格通知書の交付を受けた後、当該高等学校長が指定する期日までに、誓約書を提出しなければな

らない。 

４ 入学手続未了者の入学の許可の取消し 

高等学校長は、前記３の手続を行わない者に対しては、入学の許可を取り消すことができる。 

５ 入学辞退の手続 

合格発表後、入学を辞退する場合、合格者は入学辞退届(第 21 号様式)に中学校長の職印の押印を受け、

合格した高等学校長へ提出するものとする。 

 

Ⅸ その他 

１ 志願取消の手続 

志願者が合格発表前に志願又は前記Ⅲの１の(1)のイからオによる第２希望の志願を取り消す場合、次

のとおり取り扱う。 

なお、前記Ⅲの１の(1)のイからオによる第２希望の志願をした者は、第１希望の志願のみを取り消す

ことはできない。 

(1) 共通選抜 

ア 志願取消を行おうとする者(以下「志願取消者」という。) 

志願取消者は、インターネット出願システムで志願取消に必要な情報(以下「志願取消情報」とい 

う。)を登録し、中学校長の承認を受ける。 

イ 中学校長 

中学校長は、志願取消情報に誤りがないことを確認した上で、インターネット出願システムで承 

認を行う。また、速やかに当該志願者の志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校 

長に連絡しなければならない。 

ウ 志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長 

志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長は、インターネット出願システムで 

志願取消情報を確認した時点において、当該志願を取り消すものとする。 

(2) 定通分割選抜 

ア 志願取消者 

志願取消者は、志願取消届(第 12 号様式)に中学校長の職印の押印を受け、受検票と併せて、速や 

かに志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長に提出する。 

イ 中学校長 

中学校長は、志願取消者が出た場合、速やかに当該志願者の志願先(志願変更したときは、その志 

願変更先)の高等学校長に連絡しなければならない。 

ウ 志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長 

志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長は、志願取消届(第 12 号様式)を受理 

した時点において、当該志願を取り消すものとする。 

２ 検査の結果の開示 

検査の結果については、｢個人情報の保護に関する法律｣に基づいて、保有個人情報の開示を行う。 

なお、通信制の課程における作文の得点については、個人情報の保護に関する法律に基づき、受検者本

人に限り、次の方法で閲覧することができる。 

(1) 閲覧の場所 志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校 

(2) 閲覧の方法 採点結果一覧表等のうち本人の検査の得点が書かれた部分を閲覧する。 

(3) 本人確認の方法 受検票の提示 

(4) 閲覧の期間 合格発表日の翌日より１か月間(ただし、金曜日、土曜日、休日及び志願先(志願変更 

したときは、その志願変更先)の高等学校の学校閉庁日を除く。) 

３ 志願状況等の問合せ対応 

高等学校長は、各教育委員会が別に定める場合のほか、志願者数、志願変更者数、合格者名等につい 

ての電話等による問合せには応じないものとする。 



 

 

- 20 - 

４ 不測の事態の発生対応 

天変地異等の不測の事態の発生により、この実施要領に基づく選抜が実施できない場合の対応につい 

ては、各教育長が別に定める。 
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§２ 一般募集(二次募集) 
 

全日制の課程(インクルーシブ教育実践推進校特別募集を除く。)及び定時制の課程(夜間を除く。)につ

いては、各教育長が必要と認める場合、次のとおり、二次募集を行う。 

 

Ⅰ  志願資格 

前記§１のⅠに定める志願資格を有する者であって、かつ、志願時において、令和９年度入学者選抜に 

おける国立、公立及び私立の高等学校等又は特別支援学校の合格者になっていない者とする。 

 

Ⅱ 募集及び募集期間 

１ 募集 

二次募集を行う高等学校の学科等及び募集人員については、各教育長が別に定める。 

２ 募集期間 

募集期間及び入学願書(第１号様式の１又は２)の受付時間は、次のとおりとする。 

課  程 募 集 期 間 受  付  時  間 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

令和９年 

３月２日(火)及び 

３月３日(水) 

３月２日(火)は、午前９時から正午まで及び 

        午後１時から午後４時まで 

３月３日(水)は、午前９時から正午まで 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

３月２日(火)は、午後２時から午後７時まで 

３月３日(水)は、午後２時から午後４時まで 
※ 定時制の課程(夜間)、単位制による定時制の課程(夜間)及び単位制による通信制の課程におい 

て、二次募集は実施しない。 

 

Ⅲ 志願手続 

１ 志願の範囲 

志願の範囲は、前記§１のⅢの１の規定を準用する。 

２ 志願の手続 

(1) ア 志願者 

志願者は、紙による入学願書(第１号様式の１又は２)に中学校長の職印の押印を受け、前記Ⅱ 

の２の期間内に志願先の高等学校長に提出する。 

なお、郵送による入学願書の提出は認めない。また、募集期間中は、志願の取消しはできない。 

志願者は、特色検査(面接)を実施する志願先の高等学校において、当該高等学校長が定めた様 

式による書類の提出を求める場合には、これを志願先の高等学校長に併せて提出する。 

志願者は、志願先の高等学校の設置者が別に定める受検料を次の区分に従い納付する。 

(ｱ) 入学願書に添えて、志願先の高等学校で納付する。 

(ｲ) 一般募集(共通選抜)、連携型中高一貫教育校連携募集、特別募集、中途退学者募集及び別科 

に志願して合格となっていない者が志願しようとする場合は、定められた受検料を改めて納付 

しなければならない。 

イ 中学校長 

中学校長は、入学願書に記載された内容に誤りがないこと、志願資格を満たしていることを確 

認した上で、入学願書(第１号様式の１)の中学校長の証明・確認欄又は入学願書(第１号様式の２) 

の中学校長の証明・同意・確認欄に職印を、貼付された写真に職印又はシールプレスで割印を押 

印し、入学願書を志願者に交付する。 

ウ 志願先の高等学校長 

志願先の高等学校長は、志願資格を満たしていることを確認し、入学願書の内容を審査すると 

ともに受検料を納付していることを確認し、所要の事項を記入した上で、受検票の高等学校受付 

確認印欄(志願先欄)に職印を押印し、受検票を志願者に交付する。 

(2) 志願について、県教育長の承認を必要とする者は、後記Ⅵに定める。 

(3) その他の手続については、前記§１のⅢの２の(4)から(7)の規定を準用する。 

３ 通学区域 

(1) 二次募集における横浜市立の高等学校の全日制の課程及び単位制による全日制の課程の普通科(戸 

塚高等学校普通科音楽コースを除く。)並びに単位制による全日制の課程及び単位制による定時制の課 

程の総合学科に係る通学区域は、横浜市教育委員会教育長が別に定める。 

(2) 二次募集における川崎市立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の普通科に係る通学区域 

は、川崎市教育委員会教育長が別に定める。 
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４ 中学校長が行う手続 

(1) 中学校長が提出する書類 

中学校長は、別記「令和９年度調査書作成上の注意」に基づいて、志願者の調査書(第 11 号様式) 

を作成し、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長に提出する。ただし、18 歳以 

上(令和９年４月１日現在)の者については、調査書の提出を要しない。 

なお、二次募集の志願者の調査書については、中学校等で厳封した上で、志願者が持参することも 

可とする。 

(2) 調査書の提出期間及び受付時間 

課  程 提 出 期 間 受 付 時 間 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

令和９年３月２日(火)から 

３月８日(月)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 
午後２時から午後７時まで 

(3) 中学校長が行うその他の手続は、前記§１のⅢの４の(3)の規定を準用する。 

５ 高等学校長が行う措置 

高等学校長は、次の期間に志願者数等の数を集計し、公表する。 

課  程 期  間 

全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

令和９年３月３日(水)から３月５日(金)まで 

受付時間の終了後、速やかに志願者数等を公表する。 

ただし、３月３日(水)及び３月５日(金)は、県教育委員会の記者発表

後、速やかに公表する。 

 

Ⅳ 志願変更 

１ 志願変更の範囲 

前記Ⅲの２による志願の手続を完了した者は、志願変更の期間中１回に限り、一般募集(共通選抜)及 

びインクルーシブ教育実践推進校特別募集において、二次募集を実施する他の高等学校の課程、学科、 

コース若しくは部又は同一の高等学校の他の課程、学科、コース若しくは部に志願変更することができ 

る。ただし、それぞれの募集に係る志願資格を満たしている者に限る。また、二次募集を実施する前記 

§１のⅢの１の(1)のイからオによる第２希望については、志願時に第２希望の志願をしていない場合で 

あっても、志願変更時に志願することを認める。 

２ 志願変更の期間 

    志願変更の期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

課  程 志願変更の期間 受  付  時  間 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 
令和９年３月４日(木) 

及び３月５日(金) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

３月４日(木)は、午後２時から午後７時まで 

３月５日(金)は、午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

３ 志願変更の手続 

(1) 一般募集に志願変更する場合の手続は、前記§１のⅣの３の(2)の規定を準用する。 

(2) インクルーシブ教育実践推進校特別募集に志願変更する場合の手続は、次のとおりとする。 

ア 志願変更者は、志願変更願(第 13 号様式)に中学校長の職印の押印を受け、受検票と併せて、前記 

２の期間内に志願先の高等学校長に提出する。志願変更者は、志願先の高等学校長から入学願書等 

の書類の返還を受け、入学願書及び受検票の志願先欄に記入した事項を抹消する。 

イ 志願変更者は、紙による入学願書(第２号様式の３)及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集 

志願資格確認書(第 34 号様式)に中学校長の職印の押印を受け、インクルーシブ教育実践推進校特別 

募集用面接シート(第 33 号様式)、返還を受けた入学願書、その他の返還された書類及び受検票と併 

せて、前記２の期間内に志願変更先の高等学校長に提出する。 

ウ 志願変更先の高等学校長は、志願資格を満たしていることを確認し、入学願書の内容を審査する 
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とともに受検料を納付していることを確認し、所要の事項を記入した上で、受検票の高等学校受付 

確認印欄(志願変更先欄)に職印を押印し、受検票を志願変更者に交付する。 

(3) その他の志願変更の手続は、前記§１のⅣの３の(3)から(5)の規定を準用する。 

 

Ⅴ 選抜の方法 

１ 検査の内容 

全日制の課程(クリエイティブスクールを除く。)、単位制による全日制の課程(クリエイティブスクー

ルを除く。)、定時制の課程(昼間部)、単位制による定時制の課程(特別の時間、多部制及び三部制)にお

いては、国語、数学及び外国語(英語)の３教科の学力検査を実施する。ただし、定時制の課程(昼間部)、

単位制による定時制の課程(特別の時間、多部制及び三部制)にあっては、当該高等学校長は、18 歳以上

(令和９年４月１日現在)の志願者について、作文をもって学力検査に代えることができる。なお、高等

学校長は、必要に応じて特色検査(面接)を実施できるものとする。 

全日制の課程(クリエイティブスクール)及び単位制による全日制の課程(クリエイティブスクール)に

おいては、特色検査(面接)を実施する。 

２ 検査の期日 

検査の期日は、次のとおりとする。 

課   程 検 査 の 期 日 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

令和９年３月９日(火) 

３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。ただし、施設の状況

等により会場を追加・変更する場合がある。 

４ 検査の時間 

(1) 全日制の課程(クリエイティブスクールを除く。)、単位制による全日制の課程(クリエイティブスク

ールを除く。)、定時制の課程(昼間部)、単位制による定時制の課程(特別の時間、多部制及び三部制)   

ア 学力検査 

学力検査の教科等の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備    考 

 9:00～ 9:10 検査についての注意 10分 

検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前までに検

査会場に集合させること。 

 9:20～ 9:50 外国語(英語) 30分 
10:05 (予鈴)  
10:10～10:40 国   語 30分 

10:55 (予鈴)  
11:00～11:30 数   学 30分 

なお、定時制の課程(昼間部)及び単位制による定時制の課程(特別の時間、多部制及び三部制)に 

おいて、作文をもって学力検査に代える受検の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備    考 

10:25～10:35 検査についての注意 10分 検査監督者は、受検者を検査の開始時刻５分前までに検査

会場に集合させること。 10:40～11:30 作   文 50分 
 
イ 特色検査(面接) 

特色検査(面接)の時間は、当該高等学校長が定め、受検票等により、志願者に指示する。 

(2) 全日制の課程(クリエイティブスクール)及び単位制による全日制の課程(クリエイティブスクール) 

特色検査(面接)の時間は、当該高等学校長が定め、受検票等により、志願者に指示する。 

５ 選考の方法 

(1)  全日制の課程、単位制による全日制の課程、定時制の課程(昼間部)、単位制による定時制の課程(特 

別の時間、多部制及び三部制) 

不正行為又は妨害行為を行った者を除き、調査書における学習の記録(クリエイティブスクール、県 

立横浜明朋高等学校及び県立相模向陽館高等学校においては、評定を除く。)及び学力検査(クリエイ 

ティブスクールにおいては、特色検査(面接))の結果を資料として総合的に選考し、二次募集の募集人 

員に二次募集の募集人員に含めることができなかった共通選抜入学辞退者による欠員分を加えた数ま 



 

 

- 24 - 

で、合格者を決定する。当該高等学校が、特色検査(面接)を実施した場合は、特色検査(面接)の結果 

も選考の資料とする。 

なお、県立横浜国際高等学校においては、国際科国際バカロレアコースにおける海外帰国生徒特別 

募集において欠員を生じた場合は、その欠員分を加えた数まで合格者を決定する。 

(2) その他 

資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格者を決 

定する。 

その他の選考の方法については、前記§１のⅤの６の(2)のアの(ｵ)及び７から９の規定を準用する。 

６ 合格者の発表 

合格者の発表の日時及び場所は、次のとおりとする。当該高等学校長は、受検票で受検番号等を確認 

し、受検者に対して合否結果通知書の入った封筒を手渡すものとする。さらに、合格者に対しては、合 

格通知書を交付する。 

課   程 合 格 者 の 発 表 の 日 時 場 所 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

単位制による定時制の課程(多部制) 

単位制による定時制の課程(三部制) 

令和９年３月12日(金) 

午前10時から正午まで 
志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その

志願変更先) 
定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

令和９年３月12日(金) 

午後３時から午後６時まで 

 

Ⅵ 県教育長の志願の承認 

県教育長の志願の承認のうち、次に記載する以外の内容については、前記§１のⅦの規定による。 

課   程 承 認 申 請 期 間 受 付 時 間 提 出 先 

全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

令和９年２月26日(金)から 

３月３日(水)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

ただし、３月３日(水)は 

午前９時から正午まで 

県教育委員会  

教育局指導部 

高校教育課 

単位制による定時制の課程(多部制) 

令和９年３月２日(火) 

及び３月３日(水) 

願書提出時 

に、志願先 

の高等学校 

単位制による定時制の課程(三部制) 

定時制の課程(昼間部) 

単位制による定時制の課程(特別の

時間) 

３月２日(火)は午後２時か

ら午後７時まで 

３月３日(水)は午後２時か

ら午後４時まで 

 

Ⅶ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの規定を準用する。 

 

Ⅷ その他 

前記§１のⅨの１の(2)及び２から４の規定を準用する。 
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§３ 連携型中高一貫教育校連携募集 
 

Ⅰ 志願資格 

連携型中高一貫教育校連携募集への志願者は、前記§１のⅠの１に該当する者であって、かつ、在籍す 

る連携型中学校の校長の推薦を得た者とする。 

 

Ⅱ 募集及び募集期間 

１ 募集 

連携型中高一貫教育校連携募集を行う高等学校は、県立光陵高等学校及び県立愛川高等学校とし、連

携型中学校は、県立光陵高等学校においては横浜国立大学附属横浜中学校、県立愛川高等学校において

は愛川町立の各中学校とする。 

 ２ 募集期間 

募集期間は、次のとおりとする。 

募 集 期 間 

【志願情報申請期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から１月29日(金)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から２月１日(月)正午まで 

 

Ⅲ 志願手続 

１ 志願の範囲 

(1) 他の都道府県の公立高等学校の全日制の課程に志願した者又は志願予定の者の志願は認めない。 

(2) 連携型中高一貫教育校連携募集に志願した者は、それ以外の募集に同時に志願することは認めない。 

２ 志願の手続 

(1) 志願者は、推薦書(第 10 号様式)に中学校長の職印の押印を受け、当該高等学校長が指定する用紙 

 と併せて志願先の高等学校長に提出する。また、募集期間中は、志願の取消しはできない。提出方法、 

期間等は、前記§１のⅢの４の(1)及び(2)のアの規定を準用する。 

(2) その他の手続については、前記§１のⅢの２の(1)、(3)、(5)及び(6)の規定を準用する。 

３ 中学校長が行う措置 

中学校長が行う措置は、前記§１のⅢの４の(1)、(2)のア及び(3)の規定を準用する。 

４ 高等学校長が行う措置 

高等学校長が行う措置は、前記§１のⅢの５の(3)のアの規定を準用する。 

 
Ⅳ 志願変更 

連携型中高一貫教育校連携募集においては、志願変更は認めない。 

 

Ⅴ 選抜の方法 

１ 検査の内容 

県立光陵高等学校においては面接及びプレゼンテーション、県立愛川高等学校においては面接とする。 

２ 検査の期日 

  検査の期日は、次のとおりとする。 

検 査 の 期 日 

令和９年２月 17 日(水) 

３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先の高等学校とする。 

４ 検査の時間 

検査の時間は、志願先の高等学校長が定め、別途、志願者に指示する。 

５ 検査を受検しなかった者の取扱い 

(1) 追検査 

県立愛川高等学校における連携型中高一貫教育校連携募集を志願する者のうち、インフルエンザ等 

の感染症に罹患した場合、月経随伴症状等の体調不良等の本人に帰責されない身体・健康上の理由に 

該当する場合、自然災害や検査会場に向かう途中の事故・事件に巻き込まれた場合及び痴漢の被害に 

あった場合等、やむを得ない事情により面接を受検できなかった志願者の中で、追検査の受検を希望 

する者を対象として次により実施する。  
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ア 受検の手続 

追検査の受検を希望する者の中学校長は、必要事項を記入した追検査受検願(第 28 号様式)に職印 

を押印し、県立愛川高等学校長に提出する。 

なお、提出期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

提  出  期  間 受  付  時  間 

令和９年２月17日(水)及び２月18日(木) 
２月17日(水)は、午後１時から午後４時まで 
２月18日(木)は、午前９時から正午まで 

イ 追検査の内容 

面接とする。 

ウ 追検査の期日 

追検査の期日は、次のとおりとする。 

追 検 査 の 期 日 

令和９年２月22日(月) 

エ 追検査の会場 

検査の会場は、県立愛川高等学校とする。 

オ 追検査の時間 

検査の時間は、県立愛川高等学校長が定め、別途、追検査受検予定者に指示する。 

(2) その他 

前記(1)以外の対応に係る取扱いについては、県教育委員会が別に定める。 

６ 選考の方法 

(1) 募集定員 

募集定員については、県教育長が別に定めるものとする。 

(2) 選考 

選考にあたって当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為を行 

った者を除き、総合的に選考し、合格者を決定する。また、県立光陵高等学校の選考において、資料 

の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格者を決定する。 

(3) その他 

前記§１のⅤの７及び８の規定を準用する。 

７ 合格者の発表 
合格者の発表の日時・方法及び合格通知書の交付の日時・場所は、次のとおりとする。また、当該高 

  等学校長は、合格者に対して、合格通知書を交付する。 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの１から３の規定を準用する。 

 

Ⅶ その他 

１ 前記§１のⅨの２から４の規定を準用する。 

２ 二次募集は実施しない。 

合格者の発表の日時・方法 合格通知書の交付日時 合格通知書の交付場所 

令和９年２月26日(金)午前９時 

インターネット出願システム上で

確認する。 

令和９年２月26日(金) 

志願先の高等学校長が指定する時間 
志願先の高等学校 
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§４ 特別募集 [海外帰国生徒特別募集] 

 

Ⅰ 志願資格 

海外帰国生徒特別募集への志願者は、前記§１のⅠの１に該当する者であって、かつ、日本国籍を有し、

保護者に伴って、継続して２年以上外国に在住して帰国した日が令和６年３月１日以降の者とする。また、

県立神奈川総合高等学校において後記Ⅱの２の(3)により実施する後期募集の志願者については、前記§１

のⅠの１に該当する者であって、かつ、日本国籍を有し、継続して２年以上外国に在住して帰国した日が

令和６年９月１日以降の者とする。 

 

Ⅱ 募集、志願資格確認期間及び募集期間 

１ 募集 

海外帰国生徒特別募集を行う高等学校は、次のとおりとする。 

高 等 学 校 名 課 程 ・ 学 科 等 

県立神奈川総合高等学校 単位制による全日制の課程 普通科国際文化コース 

県立横浜国際高等学校 
単位制による全日制の課程 国際科(国際バカロレアコースを除く。) 

単位制による全日制の課程 国際科国際バカロレアコース 

県立新城高等学校 全日制の課程 普通科 

県立相模原弥栄高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

県立西湘高等学校 全日制の課程 普通科 

県立鶴嶺高等学校 全日制の課程 普通科 

県立伊志田高等学校 全日制の課程 普通科 

横浜市立東高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

２ 志願資格確認期間及び募集期間 

(1) 志願資格確認期間、受付時間及び場所は、次のとおりとする。 

確  認  期  間 受 付 時 間 場   所 
令和９年１月６日(水)から15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び各高等学校の

学校閉庁日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 志願予定先の高等学校 

(2) 募集期間は、次のとおりとする。 

募 集 期 間 

【志願情報申請期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から１月29日(金)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から２月１日(月)正午まで 

(3) 県立神奈川総合高等学校における後期募集の募集期間及び入学願書(第２号様式の１)の受付時間 

は、次のとおりとする。 

募  集  期  間 受 付 時 間 

令和９年７月 23 日(金)から７月 27 日(火)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

ただし、７月27日(火)は、午前９時から正午まで 

 

Ⅲ 志願手続 

１ 志願の範囲 

(1) 志願は、一の高等学校に限る。 

(2) 他の都道府県の公立高等学校の全日制の課程に志願した者又は志願予定の者の志願は認めない。 

(3) 高等学校等に在籍している者の志願は認めない。 

(4) 海外帰国生徒特別募集に志願した者は、それ以外の募集に同時に志願することは認めない。 

    なお、令和９年度神奈川県公立高等学校入学者選抜 (前記Ⅱの２の(3)の県立神奈川総合高等学校に 

おける後期募集を除く。)に志願した者は、前記Ⅱの２の(3)の後期募集に志願することは認めない。 

(5) 県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースの志願者が同校の国際科(国際バカロレアコース 
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を除く。)に対し、第２希望として志願することを認める。また、県立横浜国際高等学校国際科(国際バ 

カロレアコースを除く。)の志願者が同校の国際科国際バカロレアコースに対し、第２希望として志願す 

ることを認める。 

２ 志願の手続 

(1) 志願の手続(県立神奈川総合高等学校における後期募集を除く。) 

ア 志願者は、志願資格確認期間内に、志願予定先の高等学校長に次の書類を提示する。 

(ｱ) 原則として、継続して２年以上外国に在住していたことを証明する書類 

(ｲ) 令和６年３月１日以降に帰国したことを証明する書類 

イ 志願予定先の高等学校長は、前記アに規定する書類の提示を受け、志願資格を確認した志願者に 

ついて、インターネット出願システムに確認情報を登録する。 

ウ 志願者は、特別募集における面接を実施する志願先の高等学校において、当該高等学校長が定め 

た様式による書類の提出を求める場合には、これを志願先の高等学校長に提出する。提出方法、期 

間等は、前記§１のⅢの４の(1)及び(2)のアの規定を準用する。 

エ その他の手続については、前記§１のⅢの２の(1)、(3)及び(5)から(7)の規定を準用する。ただ 

し、前記§１のⅢの２の(5)については、検査時間に係る県教育長の承認を受けることはできない。 

(2) 県立神奈川総合高等学校における後期募集の志願の手続 

ア 志願者は､入学願書(第２号様式の１)を県立神奈川総合高等学校長に提出する。 

なお、郵送による入学願書の提出は認めない。また、募集期間中は、志願の取消しはできない。 

志願者は、県立神奈川総合高等学校長が面接の際に参考とする面接シートの提出を求める場合に 

は、これを併せて提出する。 

イ 志願者は、入学願書(第２号様式の１)提出の際、次の書類を提示する。 

(ｱ) 原則として、継続して２年以上外国に在住していたことを証明する書類 

(ｲ) 令和６年９月１日以降に帰国したことを証明する書類 

ウ 志願について、県教育長の承認を必要とする者は、後記Ⅵに定める。 

エ その他の手続については、前記§１のⅢの２の(5)から(7)及び前記§２のⅢの２の(1)の規定を準 

用する。ただし、前記§１のⅢの２の(5)については、検査時間に係る県教育長の承認を受けること 

はできない。 

３ 中学校長が行う手続 

中学校長が行う手続は、前記§１のⅢの４の(1)、(2)のア及び(3)の規定を準用する。 

なお、前記Ⅱの２の(3)の県立神奈川総合高等学校における後期募集の志願者について、調査書の提出 

期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

提  出  期  間 受 付 時 間 

令和９年７月 23 日(金)から７月 27 日(火)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 
午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

４ 高等学校長が行う措置 

高等学校長が行う措置は、前記§１のⅢの５の(3)のアの規定を準用する。(県立神奈川総合高等学校

の後期募集を除く。) 

 

Ⅳ 志願変更 

１ 志願変更の範囲 

前記Ⅲの２による志願の手続を完了した者は、志願変更の期間中１回に限り、志願した高等学校の課 

程、学科、コースにかかわらず、募集期間を同じくする一般募集及び特別募集を実施する他の高等学校の

課程、学科、コース若しくは部又は同一の高等学校の他の学科若しくはコースに志願変更することがで

きる。ただし、それぞれの募集に係る志願資格を満たしている者に限る。また、前記Ⅲの１の(5)による

第２希望については、志願時に第２希望の志願をしていない場合であっても、志願変更時に志願するこ

とを認める。 

なお、前記Ⅱの２の(3)の県立神奈川総合高等学校における後期募集においては、志願変更は認めな 

い。 

２ 志願変更の期間 

志願変更の期間は、次のとおりとする。 

志 願 変 更 の 期 間 

【志願変更情報申請期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月８日(月)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月９日(火)正午まで 
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３ 志願変更の手続 

志願変更の手続については、前記§１のⅣの３の(1)及び(3)から(5)の規定を準用する。 

 

Ⅴ 選抜の方法 

１ 検査の内容 

学力検査、作文(日本語による。)及び面接とする。学力検査は、国語、数学及び外国語(英語)とする。

ただし、県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースは、これに加えて特色検査を行う。 

２ 検査の期日 

検査の期日は、次のとおりとする。 

検 査 の 期 日 

令和９年２月 16 日(火)   

ただし、県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースにおける特色検査の期日は、２月 17 日(水) 

  なお、前記Ⅱの２の(3)の県立神奈川総合高等学校における後期募集の検査の期日は、次のとおりとす

る。 

検 査 の 期 日 

令和９年７月 29 日(木) 

３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。 

４ 検査の時間 

学力検査の教科等の時間割は、前記Ⅱの２の(3)の県立神奈川総合高等学校における後期募集も含め、

次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備     考 

 8:50～ 9:10 検査についての注意 20分 

１ 検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前までに

検査会場に集合させること。 

２ 外国語(英語)は、リスニングテストを含む。 

 9:20～10:10 外国語(英語) 50分 

10:25 (予鈴)  

10:30～11:20 国   語 50分 

11:35 (予鈴)  

11:40～12:30 数   学 50分 

12:30～13:15 (昼 食)  

13:15 (予鈴)  

13:20～14:10 作   文 50分 

14:20～ 面   接  

なお、県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースにおける特色検査の時間は、同校の校長が

定め、別途、志願者に指示する。 

５ 検査を受検しなかった者の取扱い 

  前記§１のⅤの５の規定を準用する。(県立神奈川総合高等学校における後期募集を除く。) 

６ 選考の方法 

(1) 県立横浜国際高等学校を除く高等学校 

選考にあたって当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為を行 

った者を除き、調査書、学力検査(追検査を含む。)の結果、作文及び面接の結果を資料として総合的 

に選考し、合格者を決定する。また、資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正 

に選考することとし、合格者を決定する。 

(2) 県立横浜国際高等学校 

ア 選考にあたって県立横浜国際高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨 

害行為を行った者を除き、調査書、学力検査(追検査を含む。)の結果、作文、面接及び特色検査(国 

際科国際バカロレアコースのみ)の結果を資料として、総合的に選考し、合格者を決定する。また、 

資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考することとし、合格者を決 

定する。 

なお、第１希望の志願者の選抜について、一般募集における国際科国際バカロレアコースにおい 

    て欠員を生じた場合は、その欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決定する。 

イ 前記アに従って合格者を決定した上で、国際科国際バカロレアコースの選考において欠員を生じ 
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た場合、国際科(国際バカロレアコースを除く。)を第１希望としていながら合格者とならず、かつ、 

国際科国際バカロレアコースを第２希望とする者の中から、事前に公表する国際科(国際バカロレア 

コースを除く。)の選考基準の数値の算出方法を用い、総合的に選考し、合格者を決定する。 

ウ 前記イに従って合格者を決定した上で、さらに一般募集における国際科国際バカロレアコースに 

おいて欠員がある場合は、その欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決定する。 

(3) その他 

前記§１のⅤの７から９の規定を準用する。 

７ 合格者の発表 

合格者の発表の日時・方法及び合格通知書の交付の日時・場所は、次のとおりとする。また、当該高 

  等学校長は、合格者に対して、合格通知書を交付する。 

 

 

 

 

 

なお、前記Ⅱの２の(3)の県立神奈川総合高等学校における後期募集の合格者の発表の日時及び場所

は、次のとおりとする。県立神奈川総合高等学校長は、受検票で受検番号等を確認し、受検者に対して合

否結果通知書の入った封筒を手渡すものとする。さらに、合格者に対しては、合格通知書を交付する。 

 

 

 

 

Ⅵ 県教育長の志願の承認 

前記§１のⅦの規定を準用する。ただし、県立神奈川総合高等学校が実施する海外帰国生徒特別募集の 

前記Ⅱの２の(3)の後期募集に係る県教育長の志願の承認に関する事項については、次のとおりとし、県立

神奈川総合高等学校長に委任する。 

１ 県教育長の志願の承認を必要とする者 

 (1) 県外から本県に転居予定の者(保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和９年 10 月１日まで 

に県内に居住する予定の者(一時的な県内への転居を除く。)) 

(2) その他特別な事情がある者 

 ２ 手続 

   承認を受けようとする者は、次に掲げる書類を前記Ⅱの２の(3)の期間内に、県立神奈川総合高等学校 

長に提示する。 

(1) 前記１の(1)に該当する者 

  前記§１のⅦの２の(1)のアの(ｱ)の規定を準用する。 

(2) 前記１の(2)に該当する者 

  その事実を証明できるもの 

 

Ⅶ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの規定を準用する。 

 

Ⅷ その他 

１ 志願取消の手続 

(1) 海外帰国生徒特別募集(県立神奈川総合高等学校における後期募集を除く。)においては、前記§１ 

のⅨの１の(1)及び２から４の規定を準用する。 

(2) 県立神奈川総合高等学校における後期募集においては、前記§１のⅨの１の(2)及び２から４の規定 

を準用する。 

 ２ 二次募集は実施しない。 

合格者の発表の日時・方法 合格通知書の交付日時 合格通知書の交付場所 

令和９年２月26日(金)午前９時 

インターネット出願システム上で

確認する。 

令和９年２月26日(金) 

志願先(志願変更したときは、その志願

変更先)の高等学校長が指定する時間 

志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その志願変

更先) 

合 格 者 の 発 表 の 日 時 場   所 

令和９年８月３日(火)午前10時から正午まで 県立神奈川総合高等学校 
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§５ 特別募集 [在県外国人等特別募集] 

 

Ⅰ 志願資格 

在県外国人等特別募集への志願者は、前記§１のⅠに該当する者であって、かつ、外国の国籍を有する 

者(難民として認定された者を含む。)で、入国後の在留期間が通算で６年以内の者(令和９年２月１日現在) 

とする。 

なお、日本国籍を取得して６年以内の者(令和９年２月１日現在)は、外国の国籍を有する者とみなす。 
 

Ⅱ 募集、志願資格確認期間及び募集期間 

１ 募集 

在県外国人等特別募集を行う高等学校は、次のとおりとする。 

高  等 学 校 名 課 程 ・ 学 科 等 

県立鶴見総合高等学校 単位制による全日制の課程  総合学科 

県立横浜清陵高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

県立磯子工業高等学校 全日制の課程 機械科・電気科・建設科・化学科 

県立新栄高等学校 全日制の課程 普通科 

県立川崎高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

県立大師高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

県立橋本高等学校 全日制の課程 普通科 

県立相模原弥栄高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

県立高浜高等学校 全日制の課程 普通科 

県立藤沢総合高等学校 単位制による全日制の課程  総合学科 

県立大和南高等学校 全日制の課程 普通科 

県立伊勢原高等学校 全日制の課程 普通科 

県立座間総合高等学校 単位制による全日制の課程  総合学科 

県立愛川高等学校 全日制の課程 普通科 

県立横浜明朋高等学校 単位制による定時制の課程 普通科午前部・午後部 

県立相模向陽館高等学校 単位制による定時制の課程 普通科午前部・午後部 

横浜市立みなと総合高等学校 単位制による全日制の課程 総合学科 

横浜市立横浜商業高等学校 全日制の課程 国際学科 

横浜市立横浜総合高等学校 単位制による定時制の課程 総合学科Ⅱ部 

川崎市立川崎高等学校 

 

定時制の課程 普通科昼間部 

２ 志願資格確認期間及び募集期間 

(1) 志願資格確認期間、受付時間及び場所は、次のとおりとする。 

確  認  期  間 受 付 時 間 場 所 
令和９年１月６日(水)から15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び各高等学校の

学校閉庁日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 志願予定先の高等学校 

(2) 募集期間は、次のとおりとする。 

募 集 期 間 
【志願情報申請期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から１月29日(金)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から２月１日(月)正午まで 

 

Ⅲ 志願手続 

１ 志願の範囲 

(1) 志願は、一の高等学校に限る。 

(2) 他の都道府県の公立高等学校の全日制の課程に志願した者又は志願予定の者の志願は認めない。 

(定時制の課程(昼間部)及び単位制による定時制の課程(多部制及び三部制)を除く。) 

(3) 高等学校等に在籍している者の志願は認めない。 
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(4) 在県外国人等特別募集に志願した者は、それ以外の募集に同時に志願することは認めない。 

(5) 県立磯子工業高等学校の志願者が、同じ高等学校における他の工業に関する学科に対し、第２希望 

として志願することを認める。 

(6) 県立横浜明朋高等学校及び県立相模向陽館高等学校の志願者が、同じ高等学校における他の部に対 

し、第２希望として志願することを認める。 

２ 志願の手続 

(1) 志願者は、志願資格確認期間内に、志願予定先の高等学校長に次のアとイの書類又はイとウの書類 

を提示する。 

ア 外国の国籍を有していること又は難民として認定されたことを証明する書類 

イ 入国後の在留期間が通算で６年以内(令和９年２月１日現在)であることを証明する書類 

ウ 日本国籍を取得してから６年以内(令和９年２月１日現在)であることを証明する書類 

(2) 志願予定先の高等学校長は、前記(1)に規定する書類の提示を受け、志願資格を確認した志願者につ 

いて、インターネット出願システムに確認情報を登録する。 

(3) その他の手続については、前記§１のⅢの２の(1)、(3)、(6)、(7)及び§４のⅢの２の(1)のウの規 

定を準用する。 

３ 中学校長が行う手続 

中学校長が行う手続は、前記§１のⅢの４の(1)、(2)のア及び(3)の規定を準用する。 

４ 高等学校長が行う措置 

高等学校長が行う措置は、前記§１のⅢの５の(3)のアの規定を準用する。 
 

Ⅳ 志願変更 

１ 志願変更の範囲 

前記Ⅲの２による志願の手続を完了した者は、志願変更の期間中１回に限り、志願した高等学校の課

程、学科、部にかかわらず、募集期間を同じくする一般募集及び特別募集を実施する他の高等学校の課

程、学科、コース若しくは部又は同一の高等学校の他の課程、学科若しくは部に志願変更することができ

る。ただし、それぞれの募集に係る志願資格を満たしている者に限る。また、前記Ⅲの１の(5)及び(6)に

よる第２希望については、志願時に第２希望の志願をしていない場合であっても、志願変更時に志願す

ることを認める。 

２ 志願変更の期間 

志願変更の期間は、次のとおりとする。 

志 願 変 更 の 期 間 

【志願変更情報申請期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月８日(月)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月９日(火)正午まで 

３ 志願変更の手続 

志願変更の手続については、前記§１のⅣの３の(1)及び(3)から(5)の規定を準用する。 

 

Ⅴ 選抜の方法 

１ 検査の内容 

学力検査及び面接とする。学力検査は、国語、数学及び外国語(英語)とする。 

なお、定時制の課程(昼間部)及び単位制による定時制の課程(多部制及び三部制)にあっては、当該高等

学校長は、18 歳以上(令和９年４月１日現在)の志願者について、作文をもって学力検査に代えることが

できる。 

２ 検査の期日 

検査の期日は、次のとおりとする。 

検 査 の 期 日 

令和９年２月16日(火) 

３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。 

  



 

 

- 33 - 

４ 検査の時間 

学力検査の教科等の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備     考 

 8:50～ 9:10 検査についての注意 20分 

１ 検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前までに

検査会場に集合させること。 

２ 外国語(英語)は、リスニングテストを含む。 

 9:20～10:10 外国語(英語) 50分 

10:25 (予鈴)  

10:30～11:20 国   語 50分 

11:35 (予鈴)  

11:40～12:30 数   学 50分 

12:30～13:15 (昼 食)  

13:15 (予鈴)  

13:20～ 面   接  

なお、定時制の課程(昼間部)及び単位制による定時制の課程(多部制及び三部制)において、作文をも 

って学力検査に代える受検の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備        考 

11:20～11:35 検査についての注意 15分 

検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前までに検査

会場に集合させること。 

11:40～12:30 作   文 50分 

12:30～13:15 (昼 食)  

13:15 (予鈴)  

13:20～ 面   接  

５ 検査を受検しなかった者の取扱い 

前記§１のⅤの５の規定を準用する。 

６ 選考の方法 

(1) 選考にあたって当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為を行 

った者を除き、調査書、学力検査(追検査を含む。)の結果及び面接の結果を資料として総合的に選考 

し、合格者を決定する。また、資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選 

考することとし、合格者を決定する。 

  (2) 県立磯子工業高等学校、県立横浜明朋高等学校及び県立相模向陽館高等学校における第２希望の選考 

第１希望の志願者の選抜の結果、欠員を生じた学科・部においては、他の学科・部を第１希望として 

いながら合格者とならず、かつ、当該学科・部を第２希望とする志願者の中から前記(1)に従って合格 

者を決定する。 

(3) その他 

前記§１のⅤの８及び９の規定を準用する。 

７ 合格者の発表 
合格者の発表の日時・方法及び合格通知書の交付の日時・場所は、次のとおりとする。また、当該高 

  等学校長は、合格者に対して、合格通知書を交付する。 

 

 

 

 
 
 

Ⅵ 県教育長の志願の承認 

前記§１のⅦの規定を準用する。 
 

Ⅶ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの規定を準用する。 
 

Ⅷ その他 

１  前記§１のⅨの１の(1)及び２から４の規定を準用する。 

２  二次募集は実施しない。 

合格者の発表の日時・方法 合格通知書の交付日時 合格通知書の交付場所 

令和９年２月26日(金)午前９時 

インターネット出願システム上で

確認する。 

令和９年２月26日(金) 

志願先(志願変更したときは、その志願

変更先)の高等学校長が指定する時間 

志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その志願変

更先) 
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§６ 特別募集 [インクルーシブ教育実践推進校特別募集](二次募集を除く。) 

 

Ⅰ 志願資格 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集への志願者は、前記§１のⅠの１に該当する知的障害のある者 

であって、かつ、高等学校での学習や生活について理解し、入学の意欲のある者とする。 

 

Ⅱ 募集及び募集期間 

１ 募集 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集を行う高等学校は、次のとおりとする。 

高  等 学 校 名 課 程 ・ 学 科 
県立城郷高等学校 全日制の課程 普通科 

県立横浜南陵高等学校 全日制の課程 普通科 

県立保土ケ谷高等学校 全日制の課程 普通科 

県立霧が丘高等学校 全日制の課程 普通科 

県立白山高等学校 全日制の課程 普通科 

県立上矢部高等学校 全日制の課程 普通科 

県立川崎北高等学校 全日制の課程 普通科 

県立菅高等学校 全日制の課程 普通科 

県立橋本高等学校 全日制の課程 普通科 

県立上鶴間高等学校 全日制の課程 普通科 

県立津久井浜高等学校 全日制の課程 普通科 

県立湘南台高等学校 全日制の課程 普通科 

県立茅ケ崎高等学校 全日制の課程 普通科 

県立厚木西高等学校 全日制の課程 普通科 

県立伊勢原高等学校 全日制の課程 普通科 

県立足柄高等学校 全日制の課程 普通科 

県立綾瀬高等学校 全日制の課程 普通科 

県立二宮高等学校 全日制の課程 普通科 

２ 募集期間 

 募集期間は、次のとおりとする。 

募 集 期 間 

【志願情報申請期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から１月29日(金)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から２月１日(月)正午まで 

 

Ⅲ 志願手続 

１ 志願の範囲 

(1) 志願は、一の高等学校に限る。 

(2) 他の都道府県の公立高等学校の全日制の課程に志願した者又は志願予定の者の志願は認めない。 

(3) 高等学校等に在籍している者の志願は認めない。 

(4) インクルーシブ教育実践推進校特別募集に志願した者は、それ以外の募集に同時に志願することは 

認めない。 

２ 志願の手続 

(1) 志願者は、インクルーシブ教育実践推進校特別募集志願資格確認書(第 34 号様式)に中学校長の職印

の押印を受け、インクルーシブ教育実践推進校特別募集用面接シート(第 33 号様式)と併せて志願先の

高等学校長に提出する。提出方法、期間等は、前記§１のⅢの４の(1)及び(2)のアの規定を準用する。 

(2) その他の手続については、前記§１のⅢの２の(1)、(3)、(5)及び(6)の規定を準用する。 

３ 中学校長が行う手続 

中学校長が行う手続は、前記§１のⅢの４の(1)、(2)のア及び(3)の規定を準用する。 

４ 高等学校長が行う措置 

高等学校長が行う措置は、前記§１のⅢの５の(3)のアの規定を準用する。 
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Ⅳ 志願変更 

１ 志願変更の範囲 

前記Ⅲの２による志願の手続を完了した者は、志願変更の期間中１回に限り、志願した高等学校にか

かわらず、募集期間を同じくする一般募集及び特別募集を実施する他の高等学校の課程、学科、コース若

しくは部又は同一の高等学校の他の課程、学科に志願変更することができる。ただし、それぞれの募集に

係る志願資格を満たしている者に限る。 

２ 志願変更の期間 

志願変更の期間は、次のとおりとする。 

志 願 変 更 の 期 間 

【志願変更情報申請期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月８日(月)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月９日(火)正午まで 

３ 志願変更の手続 

志願変更の手続については、前記§１のⅣの３の(1)及び(3)から(5)の規定を準用する。 
 

Ⅴ 選抜の方法 

１ 検査の内容 

  面接とする。 

２ 検査の期日 

  検査の期日は、次のとおりとする。 

検 査 の 期 日 

令和９年２月 17 日(水)及び２月 18 日(木)のうち、当該高等学校長が指定する期日 

３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。 

 ４ 検査の時間 

検査の時間は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長が定め、別途、志願者に 

指示する。 

５ 検査を受検しなかった者の取扱い 

(1) 追検査 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集を志願する者のうち、インフルエンザ等の感染症に罹患し 

た場合、月経随伴症状等の体調不良等の本人に帰責されない身体・健康上の理由に該当する場合、自 

然災害や検査会場に向かう途中の事故・事件に巻き込まれた場合及び痴漢の被害にあった場合等、や 

むを得ない事情により面接を受検できなかった志願者の中で、追検査の受検を希望する者を対象とし 

て次により実施する。 

ア 受検の手続 

追検査の受検を希望する者の中学校長は、必要事項を記入した追検査受検願(第 28 号様式)に職印 

を押印し、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長に提出する。 

なお、提出期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

提 出 期 間 受 付 時 間 

令和９年２月17日(水)から２月19日(金)まで 

２月17日(水)は、午後１時から午後４時まで 
２月18日(木)は、午前９時から正午及び午後１時から
午後４時まで 
２月19日(金)は、午前９時から正午まで 

イ 追検査の内容 

面接とする。 

ウ 追検査の期日 

追検査の期日は、次のとおりとする。 

追 検 査 の 期 日 

令和９年２月 22 日(月)  

エ 追検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。 

オ 追検査の時間 

検査の時間は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長が定め、別途、追検 
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査受検予定者に指示する。 

(2) その他 

前記(1)以外の対応に係る取扱いについては、県教育委員会が別に定める。 

６ 選考の方法 

(1) 選考にあたって当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為を行 

った者を除き、面接(追検査を含む。)の結果を資料として、総合的に選考し合格者を決定する。 

(2) その他 

前記§１のⅤの７及び８の規定を準用する。 

７ 合格者の発表 

合格者の発表の日時・方法及び合格通知書の交付の日時・場所は、次のとおりとする。また、当該高 

  等学校長は、合格者に対して、合格通知書を交付する。 

 

 

 

 

 

 
Ⅵ 県教育長の志願の承認 

前記§１のⅦの規定を準用する。 

 

Ⅶ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの規定を準用する。 

 

Ⅷ その他 

前記§１のⅨの１の(1)及び２から４の規定を準用する。 

  

合格者の発表の日時・方法 合格通知書の交付日時 合格通知書の交付場所 

令和９年２月26日(金)午前９時 

インターネット出願システム上で

確認する。 

令和９年２月26日(金) 

志願先（志願変更したときは、その志願

変更先）の高等学校長が指定する時間 

志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その志願変

更先) 
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§７ 特別募集 [インクルーシブ教育実践推進校特別募集](二次募集) 

 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集については、県教育長が必要と認める場合、次のとおり、二次募

集を行う。 

 

Ⅰ  志願資格 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集への志願者は、前記§６のⅠに定める志願資格を有する者であ

って、かつ、志願時において、令和９年度入学者選抜における国立、公立及び私立の高等学校等又は特別支

援学校の合格者になっていない者とする。 

 

Ⅱ 募集及び募集期間 

１ 募集 

二次募集を行う高等学校の募集人員については、県教育長が別に定める。 

２ 募集期間 

募集期間及び入学願書(第２号様式の３)の受付時間は、次のとおりとする。 

募 集 期 間 受 付 時 間 

令和９年３月２日(火)及び 

３月３日(水) 

３月２日(火)は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

３月３日(水)は、午前９時から正午まで 

 

Ⅲ 志願手続 

１ 志願の範囲 

(1) インクルーシブ教育実践推進校特別募集に志願した者は、それ以外の募集期間を同じくする募集に

同時に志願することは認めない。 

(2) その他 

前記§６のⅢの１の(1)から(3)の規定を準用する。 

２ 志願の手続 

(1) 志願者は、紙による入学願書(第２号様式の３)及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集志願資 

格確認書(第 34 号様式)に中学校長の職印の押印を受け、インクルーシブ教育実践推進校特別募集用

面接シート(第 33 号様式)と併せて、前記Ⅱの２の期間内に志願先の高等学校長に提出する。 

(2) その他の手続については、前記§１のⅢの２の(2)、(3)、(5)及び(6)の規定を準用する。 

３ 中学校長が行う手続 

(1) 中学校長が行う手続は、前記§２のⅢの４の規定を準用する。 

(2) 調査書の提出期間及び受付時間 

提 出 期 間 受 付 時 間 

令和９年３月２日(火)から３月８日(月)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 
午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

 

４ 高等学校長が行う措置 

高等学校長が行う措置は、前記§２のⅢの５の規定を準用する。 

 

Ⅳ 志願変更 

１ 志願変更の範囲 

前記Ⅲの２による志願の手続を完了した者は、志願変更の期間中１回に限り、募集期間を同じくする 

全日制の課程及び定時制の課程については、一般募集及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集にお 

いて、二次募集を実施する他の高等学校の課程、学科、コース若しくは部又は同一の高等学校の他の課 

程、学科、コース若しくは部に志願変更することができる。ただし、それぞれの募集に係る志願資格を 

満たしている者に限る。 

２ 志願変更の期間 

    志願変更の期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

志 願 変 更 の 期 間 受 付 時 間 

令和９年３月４日(木)及び３月５日(金) 午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

３ 志願変更の手続 

志願変更の手続は、前記§２のⅣの３の規定を準用する。 
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Ⅴ 選抜の方法 

１ 検査の内容 

面接とする。 

２ 検査の期日 

検査の期日は、次のとおりとする。 

検 査 の 期 日 
令和９年３月９日(火) 

３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。 

４ 検査の時間 

検査の時間は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校長が定め、受検票等により、 

志願者に指示する。 

５ 選考の方法 

(1) 選考にあたって当該高等学校長は、不正行為又は妨害行為を行った者を除き、面接の結果を資料 

として、総合的に選考し合格者を決定する。 

(2) その他 

前記§１のⅤの７及び８の規定を準用する。 

６ 合格者の発表 

合格者の発表の日時及び場所は、次のとおりとする。当該高等学校長は、受検票で受検番号等を確認 

し、受検者に対して合否結果通知書の入った封筒を手渡すものとする。さらに、合格者に対しては、合 

格通知書を交付する。 

合 格 者 の 発 表 の 日 時 場 所 

令和９年３月12日(金)午前10時から正午まで 
志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その志願変更先) 

 

Ⅵ 県教育長の志願の承認 

前記§２のⅥの規定を準用する。 

 

Ⅶ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの規定を準用する。 

 

Ⅷ その他 

前記§１のⅨの１の(2)及び２から４の規定を準用する。 
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§８ 中途退学者募集 

 

Ⅰ 志願資格 

  中途退学者募集への志願者は、高等学校等に１年以上在籍した後に中途退学し、当該高等学校等での修

得単位を有する者で、本人及び保護者が県内に住所を有する者とする。ただし、県教育長の志願の承認を

必要とする者であって、その承認を受けた者は、県内に住所を有する者とみなす。 

 

Ⅱ 募集、志願資格確認期間及び募集期間 

１ 募集 

中途退学者募集を行う高等学校は、次のとおりとする。 

高 等 学 校 名 課 程 ・ 学 科 

県立川崎高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

県立厚木清南高等学校 単位制による全日制の課程 普通科 

２ 志願資格確認期間及び募集期間 

(1) 志願資格確認期間、受付時間及び場所は、次のとおりとする。 

確  認  期  間 受 付 時 間 場   所 
令和９年１月６日(水)から15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び各高等学校の

学校閉庁日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 志願予定先の高等学校 

(2) 募集期間は、次のとおりとする。 

募 集 期 間 

【志願情報申請期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から１月29日(金)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から２月１日(月)正午まで 

 

Ⅲ 志願手続 

１ 志願の範囲 

(1) 志願は、一の高等学校に限る。 

(2) 他の都道府県の公立高等学校の全日制の課程に志願した者又は志願予定の者の志願は認めない。 

(3) 高等学校等に在籍している者の志願は認めない。 

(4) 中途退学者募集に志願した者は、それ以外の募集に同時に志願することは認めない。 

２ 志願の手続 

(1) 志願者は、志願資格確認期間内に、過去に在籍した高等学校等の単位修得証明書を志願予定先の高 

等学校長に提出する。また、募集期間中は、志願の取消しはできない。 

(2) 志願予定先の高等学校長は、前記(1)に規定する書類の提出を受け、志願資格を確認した志願者につ 

いて、インターネット出願システムに確認情報を登録する。 

(3) その他の手続については、前記§１のⅢの２の(1)、(3)、(5)、(6)及び§４のⅢの２の(1)のウの規 

定を準用する。 

３ 中学校長が行う手続 

中途退学者募集の志願者に係る調査書は、提出を要しない。 

４ 高等学校長が行う措置 

高等学校長が行う措置は、前記§１のⅢの５の(3)のアの規定を準用する。 

 

Ⅳ 志願変更 

１ 志願変更の範囲 

前記Ⅲの２による志願の手続を完了した者は、志願変更期間中１回に限り、募集期間を同じくする中

途退学者募集を実施する他の高等学校に志願変更することができる。 
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２ 志願変更の期間 

志願変更の期間は、次のとおりとする。 

志 願 変 更 の 期 間 

【志願変更情報申請期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月８日(月)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年２月４日(木)午前０時から２月９日(火)正午まで 

３ 志願変更の手続 

志願変更の手続については、前記§１のⅣの３の(1)の規定を準用する。 

 

Ⅴ 選抜の方法 

１ 検査の内容 

学力検査、作文及び面接とする。学力検査は、国語、数学及び外国語(英語)とする。 

２ 検査の期日 

検査の期日は、次のとおりとする。 

検 査 の 期 日 

令和９年２月 16 日(火) 

３ 検査の会場 

検査の会場は、志願先(志願変更したときは、その志願変更先)の高等学校とする。 

４ 検査の時間 

学力検査の教科等の時間割は、次のとおりとする。 

時 刻 教 科 等 所要時間 備      考 

 8:50～ 9:10 検査についての注意 20分 

１ 検査監督者は、受検者を各検査の開始時刻５分前まで

に検査会場に集合させること。 

２ 外国語(英語)は、リスニングテストを含む。 

 9:20～10:10 外国語(英語) 50分 

10:25 (予鈴)  

10:30～11:20 国   語 50分 

11:35 (予鈴)  

11:40～12:30 数   学 50分 

12:30～13:15 (昼 食)  

13:15 (予鈴)  

13:20～14:10 作   文 50分 

14:20～ 面   接  

５ 検査を受検しなかった者の取扱い 

  前記§１のⅤの５の規定を準用する。 

６ 選考の方法 

(1) 選考にあたって当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、不正行為又は妨害行為を行

った者を除き、学力検査(追検査を含む。)の結果、作文及び面接の結果を資料として、総合的に選考

し、合格者を決定する。また、資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考

することとし、合格者を決定する。 

(2) その他 

前記§１のⅤの７及び８の規定を準用する。 

７ 合格者の発表 

合格者の発表の日時・方法及び合格通知書の交付の日時・場所は、次のとおりとする。また、当該高 

  等学校長は、合格者に対して、合格通知書を交付する。 

 

 

 

 

 

 
 

合格者の発表の日時・方法 合格通知書の交付日時 合格通知書の交付場所 

令和９年２月26日(金)午前９時 

インターネット出願システム上で

確認する。 

令和９年２月26日(金) 

志願先(志願変更したときは、その志願

変更先)の高等学校長が指定する時間 

志願先の高等学校 

(志願変更したときは、その志願変

更先) 
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Ⅵ 県教育長の志願の承認 

前記§１のⅦの規定を準用する。 

 

Ⅶ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの規定を準用する。 

 

Ⅷ その他 

１ 前記§１のⅨの１の(1)及び２から４の規定を準用する。 

２ 二次募集は実施しない。 
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§９ 別 科 
 
Ⅰ 志願資格 

別科への志願者は、平成24年４月１日以前に出生した者で、次の(1)から(7)までのいずれかに該当し、
かつ、①又は②のいずれかに該当する者とする。 

(1) 中学校等を卒業又は修了した者 
(2) 中学校等を令和９年３月 31 日までに卒業する見込み又は修了する見込みの者 
(3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者又は令和９年３月31日までに修了する
見込みの者 

(4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程
を修了した者又は令和９年３月31日までに修了する見込みの者 

(5) 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として文部科学大臣が指定した者 
(6) 就学義務猶予・免除者等に対する中学校卒業程度認定試験により認定証書が授与された者 
(7) 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として高等学校長が認めた者 

 ① 神奈川県内に住所又は勤務地がある者 
 ② 県外から本県に転居予定又は勤務予定の者など志願について県教育長の承認を必要とする者であ

って、その承認を受けた者 

 

Ⅱ 募集期間 

募集期間は、次のとおりとする。 

高 等 学 校 名 募 集 期 間 

横浜市立横浜商業高等学校別科 

(昼間部、理容科・美容科) 

【志願情報申請期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から２月８日(月)正午まで 

【中学校長承認期間】 

令和９年１月25日(月)午前９時から２月９日(火)正午まで 

 
Ⅲ 志願手続 

 １ 志願の範囲 

志願は、一の高等学校の一の学科に限る。ただし、横浜市立横浜商業高等学校別科の理容科及び美

容科においては、一方を志願する者が、他方を第２希望として志願することを認める。 

 ２ 志願の手続 

前記§１のⅢの２の(1)及び(5)から(7)の規定を準用する。ただし、志願に当たって、県教育長の 

志願の承認を必要とするものは後記Ⅵに定める。 

３ 調査書の作成及び提出に関わる手続 

(1) 中学校長は調査書を作成し、横浜市立横浜商業高等学校長に提出する。作成に当たっては、前 

 記§１のⅢの４の(3)の規定を準用し、提出に当たっては、前記§１のⅢの４の(1)の規定を準用す 

る。ただし、18 歳以上(令和９年４月１日現在)の者については調査書の提出を要しない。 

(2) 調査書の提出期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

提 出 期 間 受 付 時 間 

令和９年１月25日(月)から２月10日(水)まで 

(土曜日及び日曜日を除く。) 
午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

 ４ 横浜市立横浜商業高等学校長が行う措置 

横浜市立横浜商業高等学校長が行う措置は、前記§１のⅢの５の(3)のアの規定を準用する。 
 
Ⅳ 志願変更 

  別科を志願した者は、他の高等学校のすべての学科(志願した別科における他の科を含む。)に志願変

更することはできない。 
 
Ⅴ 選抜の方法 
 
 １ 検査の期日 

学 力 検 査 の 期 日 面 接 の 期 日 

令和９年２月16日(火) 令和９年２月17日(水)又は２月18日(木)のうち 

横浜市立横浜商業高等学校長が指定する期日 
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２ 学力検査及び面接の会場 

      横浜市立横浜商業高等学校別科とする。 

 ３ 検査の内容及び検査の時間 

      検査の内容は学力検査及び面接とする。学力検査は国語、数学及び外国語(英語)とする。 

学力検査の時間は前記§１のⅤの４の(1)のアの規定を準用する。 

面接の時間は、横浜市立横浜商業高等学校長が定め、別途、志願者に指示する。 

４ 検査を受検しなかった者の取扱い 

  前記§１のⅤの５の規定を準用する。 

５ 選考の方法 

(1) 選考にあたって当該高等学校長は、事前に公表する選考基準に基づき、学力検査(追検査を含む。) 

の結果及び面接の結果を資料として、総合的に選考し、合格者を決定する。 

(2) 前記§１のⅤの７から９の規定を準用する。 

６ 合格者の発表 

合格者の発表の日時・方法及び合格通知書の交付の日時・場所は、次のとおりとする。また、横浜 

市立横浜商業高等学校長は、合格者に対して、合格通知書を交付する。 

合格者の発表の日時・方法 合格通知書の交付日時 合格通知書の交付場所 

令和９年２月26日(金)午前９時 

インターネット出願システム上で

確認する。 

令和９年２月26日(金) 

横浜市立横浜商業高等学校長が指定す

る時間 

横浜市立横浜商業高等学校別科 

 
Ⅵ 県教育長の志願の承認 

令和９年４月１日までに県外から本県に転居予定の者又は県外在住であって本県内での勤務を予定す 

る者は、神奈川県公立高等学校(定時制・通信制の課程、別科)入学志願資格承認申請書(第18号様式)並び 

に転居予定先の住所を証明する書類(前記§１のⅦの２の(1)の規定に準じる書類)又は勤務予定先の所在

地及び雇用を証明する書類等を、横浜市立横浜商業高等学校長に提示又は提出し、県教育長の志願の承認

を受けなければならない。県教育長の志願の承認に関する事項については、横浜市立横浜商業高等学校長

に委任する。承認申請期間及び受付時間は、次のとおりとする。また、横浜市立横浜商業高等学校長は、

申請の事由が適当であると認めた者に対して、インターネット出願システムに承認情報を登録する。 

 承 認 申 請 期 間 受 付 時 間 
令和９年１月６日(水)から１月15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び横浜市立横浜商業高等学校別科の学

校閉庁日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

 
Ⅶ 入学の許可及び入学手続 

前記§１のⅧの規定を準用する。 

 

Ⅷ その他 

１ 前記§１のⅨの１の(1)及び２から４の規定を準用する。 

２ 二次募集は実施しない。 



貴
校

に
入

学
を

志
願

し
ま

す
。

1
　

志
願

者
は

太
枠

の
中

の
み

記
入

す
る

。
た

だ
し

、
※

印
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

2
　

第
15

号
様

式
に

よ
り

、
県

教
育

長
の

志
願

資
格

承
認

申
請

を
行

っ
た

志
願

者
は

、
承

認
書

を
添

付
す

る
と

と
も

に
、

志
願

資
格

承
認

申
請

書
の

区
分

欄
の

15
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

  
申

請
を

必
要

と
し

な
い

志
願

者
に

つ
い

て
は

、
記

入
を

要
し

な
い

。
3
　

学
力

検
査

に
つ

い
て

は
、

学
校

に
よ

り
受

検
を

要
す

る
教

科
が

異
な

る
場

合
が

あ
る

の
で

、
募

集
案

内
等

で
確

認
し

て
受

検
す

る
教

科
を

○
で

囲
む

こ
と

。
4
　

農
業

(
工

業
、

商
業

、
水

産
)に

関
す

る
専

門
学

科
を

置
く

高
等

学
校

に
志

願
す

る
場

合
、

同
じ

高
等

学
校

の
同

じ
課

程
の

他
の

農
業

(工
業

、
商

業
、

水
産

)に
関

す
る

学
科

を
第

２
希

　
望

と
し

て
記

入
で

き
る

。
5
　

横
浜

市
立

戸
塚

高
等

学
校

に
志

願
す

る
場

合
、

同
じ

高
等

学
校

の
同

じ
課

程
の

他
の

コ
ー

ス
を

第
２

希
望

と
し

て
記

入
で

き
る

。
6
　

県
立

横
浜

国
際

高
等

学
校

に
志

願
す

る
場

合
、

同
じ

高
等

学
校

の
同

じ
学

科
の

他
の

コ
ー

ス
等

を
第

２
希

望
と

し
て

記
入

で
き

る
。

7
　

令
和

９
年

４
月

１
日

現
在

で
18

歳
以

上
の

志
願

者
は

、
保

護
者

欄
へ

の
記

入
を

要
し

な
い

。
8
　

中
学

校
長

は
、

貼
付

さ
れ

た
写

真
に

職
印

又
は

シ
ー

ル
プ

レ
ス

で
割

印
す

る
。

な
お

、
シ

ー
ル

プ
レ

ス
の

場
合

は
位

置
の

指
定

は
な

い
。

9
　

中
学

校
長

の
証

明
・

確
認

欄
の

昭
和

・
平

成
・

令
和

及
び

卒
業

・
卒

業
見

込
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
字

句
を

○
で

囲
む

こ
と

。

 - 44 -

※
　

志
願

変
更

先
受

検
番

号

　
昭

和
 
･
 
平

成
　

　
　

年
　

　
 
　

月
　

　
 
　

日

フ
リ

ガ
ナ

氏 名
　

 令
和
 
９
 年

　
　
　
月
　
　
　
日

志
　

願
　

先
志

願
先

受
検

番
号

 所
 在

 地

※
　
　
　
  

　
  

 　
　
立

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
  
　

　
 高

等
学

校
長

第
１
号
様
式
の
１
　
令
和

９
年
度

　
神

奈
川

県
公

立
高

等
学

校
令
和
９
年
度
　
神
奈
川
県
公
立
高
等
学
校

写
　

　
真

　
正

面
上

半
身

脱
帽

縦
４

㎝
・

横
３

㎝
出

願
前

６
か

月
以

内

に
撮

影
し

た
も

の

 入
 学

 願
 書

(全
日
制
の
課
程
) 

受
 
検

 
票

 
(
全

)

※
　

志 　 　 願 　 　 者

フ
リ

ガ
ナ

　
　
　
　
立
 　

　
　
　
  
 　

  
高
等
学
校

受
検
番
号

受
検
番
号

　
　
　
  

　
  

 　
　
立

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
  
　

　
 高

等
学

校
長

連
絡

先
Ｔ

Ｅ
Ｌ

　
　
　
　
 立

　
 　

　
　
　
　
  
高
等
学
校

現
住

所
　

〒
志 願 変 更 先

英
語

・
国

語
・

数
学

＊
第

２
希

望

※

志
願

変
更

先

中 学 校 長 の 証 明 ・ 確 認

 
 
昭

和
・

平
成

・
令

和
　

　
　

年
　

　
　

月
 
 
卒

業
　

・
　

卒
業

見
込

 校
長

氏
名

保 護 者

受
検

教
科

氏
　

　
名

氏
　

　
名

生
年

月
日

　
　

　
　
  
 立

　
  
 　

　
 　

　
　
　
　
　
  
  
  
  
高
等
学
校

　
　

　
　
　
  
　
  
　
 科

　
　
　
　
　
　
　
  
　
　
　
コ
ー
ス

志 願 先

　
（

転
居

予
定

先
）

（
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
 
 
 
 
 
　

－
志 願 変 更 先

志 願 先
英

語
・

国
語

・
数

学

　
志

　
願

　
資

　
格

　
承

　
認

　
申

　
請

　
書

　
の

　
区

　
分

１
５

号

　
　

　
　
  
 立

　
 　

　
 　

　
　
　
　
　
  
  
  
  
　
高
等
学
校

　
　

　
　
　
　
　
  
  
 科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
ス

受
検

教
科

　
（

備
考

）
※

印
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

　
　

　
　

　
＊

印
欄

は
記

入
上

の
注

意
４

、
５
又

は
６

で
指

定
  

  
  

  
  

  
さ

れ
た

高
等

学
校

の
み

記
入

可
。

＊
第

２
希

望

（
受

検
上

の
注

意
）

１
　

検
査

の
日

時

　
共

通
選

抜
二

次
募

集
(
日

時
が

入
り

ま
す

。
)

　
　

学
力

検
査

　
　

３
月

９
日

（
火

）
 
９

時

 
 
 
 
（

ク
リ

エ
イ

テ
ィ

ブ
ス

ク
ー

ル
を

除
く

。
）

　
　

特
色

検
査

　
［

　
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
］

　
　

ま
で

に
検

査
会

場
に

集
合

す
る

こ
と

。

２
　

検
査

会
場

　
志

願
(
変

更
)
先

の
高

等
学

校

３
　

持
参

す
る

も
の

　
(
1
)
 
受

検
票

 
 
 
 
(
2
)
 
筆

記
用

具

　
(
3
)
 
昼

食
(
必

要
と

し
な

い
学

校
も

あ
り

ま
す

。
)

　
(
4
)
 
上

ば
き

(
必

要
と

し
な

い
学

校
も

あ
り

ま
す

。
)

受
　

検
　

教
　

科
英

語
　

・
　

国
語

　
・

　
数

学

第
２

希
望

(
記

入
上

の
注

意
４

、
５

又
は

６
で

指
定

さ
れ

た
高

等
学

校
の

み
記

入
可

。
)

受
　

検
　

教
　

科
英

語
　

・
　

国
語

　
・

　
数

学

第
２

希
望

(
記

入
上

の
注

意
４

、
５

又
は

６
で

指
定

さ
れ

た
高

等
学

校
の

み
記

入
可

。
)

高
等
学
校
受
付
確
認
印

　
□

募
集

及
び

選
抜

実
施

要
領

§
２

の
Ⅰ

に
規

定
す

る
志

願
資

格
を

有
す

る
こ

と
を

　
　

確
認

し
た

。
　

　
（

令
和

９
年

度
入

学
者

選
抜

に
お

い
て

、
国

立
、

公
立

及
び

私
立

の
高

等
学

校
　

　
等

又
は

特
別

支
援

学
校

に
合

格
し

て
い

な
い

こ
と

の
確

認
を

含
む

。
）

記
入

上
の

注
意

志
　
願
　
先

志
願
変
更
先

現
 
住

 
所

 電
話

番
号

 中
学

校
名

コ
ー
ス

科

科
コ
ー
ス

科

科

科

科

科

科

印
印

印

印

二
次
募
集



貴
校

に
入

学
を

志
願

し
ま

す
。

現
住

所
 
 
〒

1
　

志
願

者
は

太
枠

の
中

の
み

記
入

す
る

。
た

だ
し

、
※

印
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

2
　

勤
務

先
の

欄
は

、
志

願
者

の
勤

務
先

が
県

内
に

あ
る

場
合

、
そ

の
名

称
及

び
所

在
地

を
記

入
す

る
こ

と
。

3
　

第
1
5号

様
式

に
よ

り
、

県
教

育
長

の
志

願
資

格
承

認
申

請
を

行
っ

た
志

願
者

は
、

承
認

書
を

添
付

す
る

と
と

も
に

、
志

願
資

格
承

認
申

請
書

の
区

分
欄

の
15

号
を

○
で

囲
む

こ
と

。
　

第
1
8号

様
式

に
よ

り
志

願
先

の
高

等
学

校
で

県
教

育
長

の
志

願
資

格
承

認
申

請
を

行
っ

た
志

願
者

は
、

志
願

資
格

承
認

申
請

書
の

区
分

欄
の

18
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

　
第

2
2号

様
式

の
２

に
よ

り
学

区
確

認
申

請
を

行
っ

た
志

願
者

は
、

確
認

結
果

通
知

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
申

請
を

必
要

と
し

な
い

志
願

者
に

つ
い

て
は

記
入

を
要

し
な

い
。

4
　

学
力

検
査

に
つ

い
て

は
、

高
等

学
校

に
よ

り
受

検
を

要
す

る
教

科
が

異
な

る
場

合
が

あ
る

の
で

、
募

集
案

内
等

で
確

認
し

て
受

検
す

る
教

科
を

○
で

囲
む

こ
と

。
5
　

令
和

９
年

４
月

１
日

現
在

で
1
8歳

以
上

の
志

願
者

で
、

学
力

検
査

に
代

え
て

、
作

文
に

よ
る

受
検

を
希

望
す

る
場

合
は

、
受

検
教

科
等

欄
の

作
文

の
文

字
を

○
で

囲
む

こ
と

。
6
　

令
和

９
年

４
月

１
日

現
在

で
1
8歳

以
上

の
志

願
者

は
、

保
護

者
欄

へ
の

記
入

を
要

し
な

い
。

7
　

県
立

神
奈

川
工

業
高

等
学

校
の

工
業

に
関

す
る

学
科

に
志

願
す

る
場

合
、

同
じ

高
等

学
校

の
同

じ
課

程
の

他
の

工
業

に
関

す
る

学
科

を
第

２
希

望
と

し
て

記
入

で
き

る
。

8
　

県
立

横
浜

明
朋

高
等

学
校

、
県

立
相

模
向

陽
館

高
等

学
校

及
び

横
浜

市
立

横
浜

総
合

高
等

学
校

に
志

願
す

る
場

合
、

同
じ

高
等

学
校

の
他

の
部

を
第

２
希

望
と

し
て

記
入

で
き

る
。

9
　

中
学

校
長

は
、

貼
付

さ
れ

た
写

真
に

職
印

又
は

シ
ー

ル
プ

レ
ス

で
割

印
す

る
。

な
お

、
シ

ー
ル

プ
レ

ス
の

場
合

は
位

置
の

指
定

は
な

い
。

1
0
　

中
学

校
長

の
証

明
・

同
意

・
確

認
欄

の
昭

和
・

平
成

・
令

和
及

び
卒

業
・

卒
業

見
込

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

字
句

を
○

で
囲

む
こ

と
。

1
1
　

志
願

資
格

を
確

認
の

上
、

共
通

選
抜

二
次

募
集

に
志

願
す

る
場

合
は

１
番

目
の

□
に

、
定

通
分

割
選

抜
に

志
願

す
る

場
合

は
２

番
目

の
□

に
∨

印
を

記
入

す
る

こ
と

。
1
2
　

各
通

学
区

域
規

則
第

４
条

に
よ

る
学

区
外

へ
の

志
願

に
同

意
す

る
場

合
は

、
３

番
目

の
□

に
∨

印
を

記
入

す
る

こ
と

。
1
3
　

各
学

区
確

認
実

施
要

領
に

お
け

る
３
の

(
2
)の

ウ
の

規
定

に
よ

る
学

区
確

認
の

申
請

を
省

略
さ

れ
た

志
願

者
は

、
４

番
目

の
□

に
∨

印
を

記
入

す
る

こ
と

。

フ
リ

ガ
ナ

所
 在

 地

電
話

番
号

志
　
願
　
先

志
願
変
更
先

第
２

希
望

(
記

入
上

の
注

意
７

又
は

８
で

指
定

さ
れ

た
高

等
学

校
の

み
記

入
可

。
)

科
 　

　
　
　
部

（
受

検
上

の
注

意
）

　
１

　
検

査
の

日
時

　
　

共
通

選
抜

二
次

募
集

（
日

時
が

入
り

ま
す

。
）

　
　

　
学

力
検

査
　

　
３

月
９

日
（

火
）

 
 
９

時

　
　

　
特

色
検

査
　

［
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
］

　
　

定
通

分
割

選
抜

（
日

時
が

入
り

ま
す

。
）

　
　

　
学

力
検

査
　

　
３

月
1
5
日

（
月

）
　

1
3
時

 
 
 
 
　

特
色

検
査

　
［

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
］

　
　

ま
で

に
検

査
会

場
に

集
合

す
る

こ
と

。

　
２

　
検

査
会

場

　
　

志
願

(
変

更
)
先

の
高

等
学

校

　
３

　
持

参
す

る
も

の

　
　

(
1
)
 
受

検
票

　
　

(
2
)
 
筆

記
用

具

　
　

(
3
)
 
上

ば
き

(
必

要
と

し
な

い
学

校
も

あ
り

ま
す

。
)

　
　

(
4
)
 
昼

食
(
必

要
と

し
な

い
学

校
も

あ
り

ま
す

。
)

　
昭

和
 
･
 
平

成
　

　
 
 
年

　
 
　

　
月

 
　

　
　

日

記
入
上
の
注
意

現
 
住

 
所

氏
　

　
名

第
２

希
望

*
2

科
　
　
　
　
　
部

受
検
教
科
等
（
受
検
す
る
教
科
等
を
○
で
囲
む
。
作
文
は
記
入
上
の
注
意

５
の
志
願
者
の
み
記
入
可
。
）

中 学 校 長 の 証 明 ･ 同 意 ･ 確 認

 
 
昭

和
・

平
成

・
令

和
　

　
　

年
　

　
　

月
　

 
卒

業
　

・
 
卒

業
見

込

中
学

校
名

校
長

氏
名

高
等
学
校
受
付
確
認
印

受
検

教
科

等

作
　
文

英
語
 ･
 国

語
 ･
 数

学

英
語

･
国

語
･
数

学
：

作
文

*
1

保 　 護 　 者

(
備

考
)
※

印
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

　
　

*
1
 
「

作
文

」
は

記
入

上
の

注
意

５
の

志
願

者
の

み
記

入
可

。
　

　
*
2
 
印

欄
は

記
入

上
の

注
意

７
又

は
８

で
指

定
さ

れ
た

高
等

 
 
 
 
 
 
 
学

校
の

み
記

入
可

。

第
２

希
望

(
記

入
上

の
注

意
７

又
は

８
で

指
定

さ
れ

た
高

等
学

校
の

み
記

入
可

。
)

科
 　

　
　
　
部

志 願 変 更 先

　
　
　
　
立
 　

　
　
　
  
 　

  
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部

勤
務

(
予

定
)
先

志 願 変 更 先

　
　

　
　

　
　
　
　
立
　
　
　
  
  
  
　
　
　
　
　
　
　
高
等
学
校

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部

名
　

　
　

　
称

所
　

 
在

 
　

地

受
検

教
科

等
英

語
･
国

語
･
数

学
：

作
文

*
1

　
（

転
居

予
定

先
）

作
　
文

第
２

希
望

*
2

科
　
　
　
　
　
部

※
志

願
先

受
検

番
号

１
５

号
１

８
号

氏
　

　
名

志 願 先

　
　

　
　

　
　
　
　
立
　
　
　
  
  
  
　
　
　
　
　
　
　
高
等
学
校

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部

志 願 先

英
語
 ･
 国

語
 ･
 数

学

　
　
　
　
立
 　

　
　
　
  
 　

  
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部

受
検
番
号

※
志

願
変

更
先

受
検

番
号

※
　
  
　
  
　
　
　

氏 名
　

令
和
　

９
　
年
　
　
　
月
　
　
　

日

志 　 　 願 　 　 者

フ
リ

ガ
ナ

志
　
願

　
資

　
格

　
承

　
認

　
申

　
請

　
書

　
の

　
区

　
分

生
年

月
日

令
和

９
年
度
　
神
奈
川
県
公
立
高
等
学
校

写
　

　
真

　
正

面
上

半
身

脱
帽

縦
４

㎝
・

横
３

㎝
出

願
前

６
か

月
以

内

に
撮

影
し

た
も

の

 入
 学

 願
 書

(定
時
制
の
課
程
) 

受
 
検

 
票

 
(
定

)
志

　
願

　
先

　
　
　
　

　
立

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
等

学
校

長
受

検
番
号

※
　
　
　
  
  
　
　

志
願

変
更

先

　
□

募
集

及
び

選
抜

実
施

要
領

§
２

の
Ⅰ

の
規

定
に

係
る

確
認

　
　

(
共

通
選

抜
二

次
募

集
の

志
願

資
格

を
有

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

)

　
□

募
集

及
び

選
抜

実
施

要
領

§
１

の
Ⅰ

の
２

及
び

Ⅲ
の

１
の

(
4
)
の

規
定

に
係

る
確

 
 
 
 
認

(
定

通
分

割
選

抜
の

志
願

資
格

を
有

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

)

　
□

各
通

学
区

域
規

則
第

４
条

の
規

定
に

よ
る

志
願

の
同

意
(
市

内
を

学
区

と
す

る
　

　
川

崎
市

立
の

高
等

学
校

に
学

区
外

志
願

を
す

る
こ

と
に

同
意

し
た

。
)

　
□

各
学

区
確

認
実

施
要

領
(
３

の
(
2
)
の

ウ
)
に

よ
る

学
区

確
認

(
こ

れ
ら

の
規

定
に

　
　

基
づ

く
学

区
確

認
を

行
っ

た
。

)
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第
１

号
様
式
の
２
　
令
和
９
年
度

　
神

奈
川

県
公

立
高

等
学

校

　
　
　
　

　
立

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
等

学
校

長

受
検
教
科
等
（
受
検
す
る
教
科
等
を
○
で
囲
む
。
作
文
は
記
入
上
の
注
意
５
の
志
願
者
の
み
記
入
可
。
）

連
絡

先
Ｔ

Ｅ
Ｌ

（
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
 
 
 
 
　

－

印
印

印印

共
通

選
抜
二
次
募
集
・
定
通
分
割
選
抜



貴
校

に
入

学
を

志
願

し
ま

す
。

現
住

所
 
 
〒

（
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
－

1
　

志
願

者
は

太
枠

の
中

の
み

記
入

す
る

。
た

だ
し

、
※

印
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

2
　

勤
務

先
の

欄
は

、
志

願
者

の
勤

務
先

が
県

内
に

あ
る

場
合

、
そ

の
名

称
及

び
所

在
地

を
記

入
す

る
こ

と
。

3
　

第
1
5
号

様
式

に
よ

り
県

教
育

長
の

志
願

資
格

承
認

申
請

を
行

っ
た

志
願

者
は

、
承

認
書

を
添

付
す

る
と

と
も

に
志

願
資

格
承

認
申

請
書

の
区

分
欄

の
1
5
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

　
第

1
8
号

様
式

に
よ

り
志

願
先

の
高

等
学

校
で

県
教

育
長

の
志

願
資

格
承

認
申

請
を

行
っ

た
志

願
者

は
、

志
願

資
格

承
認

申
請

書
の

区
分

欄
の

1
8
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

 
 
申

請
を

必
要

と
し

な
い

志
願

者
に

つ
い

て
は

、
記

入
を

要
し

な
い

。

4
　

令
和

９
年

４
月

１
日

現
在

で
1
8
歳

以
上

の
志

願
者

は
、

保
護

者
欄

へ
の

記
入

を
要

し
な

い
。

5
　

中
学

校
長

は
、

貼
付

さ
れ

た
写

真
に

職
印

又
は

シ
ー

ル
プ

レ
ス

で
割

印
す

る
。

な
お

、
シ

ー
ル

プ
レ

ス
の

場
合

は
位

置
の

指
定

は
な

い
。

6
　

中
学

校
長

の
証

明
・

確
認

欄
の

昭
和

・
平

成
・

令
和

及
び

卒
業

・
卒

業
見

込
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
字

句
を

○
で

囲
む

こ
と

。

１
５

号

　
昭

和
 
･
 
平

成
　

　
 
 
年

　
 
　

　
月

 
　

　
　

日

フ
リ

ガ
ナ

　
 
令

和
 
９
 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

志 　 　 願 　 　 者

フ
リ

ガ
ナ

所
　

在
　

地

受
 
検

 
票

 
(
通

)

志
願

資
格

承
認

申
請

書
の

区
分

神
奈
川
県
立
　
 　

　
　
　
　
 高

等
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科

志
　

願
　

先
　
神
奈
川
県
立

志
願

先
受

検
番

号
※
　
　
　
　
  
  
　
　

高
等

学
校

長

志
願

変
更

先
　
神
奈
川
県
立

志
願

変
更

先
受

検
番

号

- 46 -

第
１
号
様
式
の
３
　
令
和

９
年
度
　

神
奈

川
県

公
立

高
等

学
校

令
和
９
年
度
　
神
奈
川
県
公
立
高
等
学
校

写
　

　
真

　
正

面
上

半
身

脱
帽

縦
４

㎝
・

横
３

㎝
出

願
前

６
か

月
以

内

に
撮

影
し

た
も

の

 入
 学

 願
 書

(通
信
制
の
課
程
) 

※
　
  
 　

　
 　

　
　

氏 　 名

志
　
願
　
先

氏
　

　
名

　 　
　
神
奈
川
県
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科

生
年

月
日

　
（

転
居

予
定

先
）

神
奈
川
県
立
　
 　

　
　
　
　
 高

等
学
校

　
 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　

科

連
絡

先
Ｔ

Ｅ
Ｌ

勤
務

(
予

定
)
先

志 願 変 更 先  校
長

氏
名

保 　 護 　 者

氏
　

　
名

現
 
住

 
所

中 学 校 長 の 証 明 ･ 確 認

 
 
昭

和
・

平
成

・
令

和
　

　
　

年
　

　
　

月
　

 
卒

業
　

・
 
卒

業
見

込

　
　
神
奈
川
県
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科

名
　

　
　

称

志 願 先  電
話

番
号

記
入

上
の
注
意

高
等
学
校
受
付
確
認
印

志 願 先

志
願
変
更
先

 中
学

校
名

　
□

募
集

及
び

選
抜

実
施

要
領

§
１

の
Ⅰ

の
２

及
び

Ⅲ
の

１
の

(
4
)
に

規
定

 
 
 
 
す

る
志

願
資

格
を

有
す

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
　

　
（

令
和

９
年

度
入

学
者

選
抜

に
お

い
て

、
国

立
、

公
立

及
び

私
立

の
高

 
 
 
 
等

学
校

等
又

は
特

別
支

援
学

校
に

合
格

し
て

い
な

い
こ

と
の

確
認

を
含

 
 
 
 
む

。
）

高
等

学
校

長

受
検

番
号

受
検

番
号

※ ※

（
備

考
）

※
印

欄
に

は
記

入
し

な
い

こ
と

。

（
受

検
上

の
注

意
）

１
　

検
査

の
日

時

　
定

通
分

割
選

抜
（

日
時

が
入

り
ま

す
。

）

　
　

作
文

　
　

　
［

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
　

］

　
　

特
色

検
査

　
［

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
　

］

　
ま

で
に

検
査

会
場

に
集

合
す

る
こ

と
。

２
　

検
査

会
場

　
志

願
(
変

更
)
先

の
高

等
学

校

３
　

持
参

す
る

も
の

　
(
1
)
 
受

検
票

　
　

(
2
)
 
筆

記
用

具

 所
 在

 地

志 願 変 更 先

１
８

号

印
印

印 印

定
通
分
割
選
抜



貴
校

に
入

学
を

志
願

し
ま

す
。

現
住

所
　

〒

　
（

転
居

予
定

先
）

※
　

志
願

先
高
等
学
校
長
の
志
願
資
格
確
認

欄

1
　

志
願

者
は

太
枠

の
中

の
み

記
入

す
る

。
た

だ
し

、
※

印
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

2
　

令
和

９
年

４
月

１
日

現
在

で
1
8
歳

以
上

の
志

願
者

は
、

保
護

者
欄

へ
の

記
入

を
要

し
な

い
。

3
　

中
学

校
長

は
、

貼
付

さ
れ

た
写

真
に

職
印

又
は

シ
ー

ル
プ

レ
ス

で
割

印
す

る
。

な
お

、
シ

ー
ル

プ
レ

ス
の

場
合

は
位

置
の

指
定

は
な

い
。

4
　

中
学

校
長

の
証

明
・

確
認

欄
の

昭
和

・
平

成
・

令
和

及
び

卒
業

・
卒

業
見

込
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
字

句
を

○
で

囲
む

こ
と

。

5
　

志
願

先
の

高
等

学
校

長
は

、
海

外
帰

国
生

徒
特

別
募

集
の

志
願

資
格

を
有

す
る

志
願

者
に

は
、

志
願

先
高

等
学

校
長

の
志

願
資

格
確

認
欄

の
□

に
∨

印
を

記
入

す
る

こ
と

。

氏 名

生
年

月
日

　
 
令

和
 ９

 年
　
　
　
月
　
　
　
日

志 願 先

神
奈

川
県

立
神

奈
川

総
合

高
等

学
校

　
　

単
位

制
普

通
科

　
国

際
文

化
コ

ー
ス

志 　 願 　 先

記
入

上
の
注
意

連
絡

先
Ｔ

Ｅ
Ｌ

（
備

考
）

※
印

欄
に

は
記

入
し

な
い

こ
と

。

　 （
受

検
上

の
注

意
）

１
　

検
査

の
日

時

　
学

力
検

査
・

作
文

（
日

時
が

入
り

ま
す

。
）

 
　

７
月

2
9
日

（
木

）
［

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

　
　

ま
で

に
検

査
会

場
に

集
合

す
る

こ
と

。

　
面

　
　

接
 
 
　

　
学

力
検

査
・

作
文

終
了

後

　
特

色
検

査
　

［
　

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
］

２
　

検
査

会
場

　
　

神
奈

川
県

立
神

奈
川

総
合

高
等

学
校

３
　

持
参

す
る

も
の

 
(
1
)
 
受

検
票

 
 
　

(
2
)
 
筆

記
用

具
 
 
 
 
(
3
)
 
昼

食

高
等
学
校
受
付
確
認
印

志
　
願
　
先

 校
長

氏
名

 電
話

番
号

氏
　

　
名

　
□

募
集

及
び

選
抜

実
施

要
領

§
４

の
Ⅰ

に
規

定
す

る
志

願
資

格
を

有
す

る
こ

と
を

　
　

確
認

し
た

。
　

　
(
令

和
９

年
度

入
学

者
選

抜
(
後

期
募

集
を

除
く

。
)
に

志
願

し
て

い
な

い
こ

と
　

　
の

確
認

を
含

む
。

)

神
奈

川
県

立
神

奈
川

総
合

高
等

学
校

令
和
９
年
度
　
神
奈
川
県
公
立
高
等
学
校

写
　

　
真

　
正

面
上

半
身

脱
帽

縦
４

㎝
・

横
３

㎝
出

願
前

６
か

月
以

内

に
撮

影
し

た
も

の

 入
 学

 願
 書

(海
外
帰
国
生
徒
特
別
募
集
)

 
受

 
検

 
票

（
海

外
）

単
位

制
普

通
科

国
際

文
化

コ
ー

ス

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

　
名

※
　
　
　
  
  
　
　

 所
 在

 地

フ
リ

ガ
ナ

志
　
願
　
先

受
 検

 番
 号

神
奈

川
県

立
神

奈
川

総
合

高
等

学
校

長

現
 
住

 
所

受
検

番
号

※

 中
学

校
名
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第
２

号
様
式
の
１
　
令
和

９
年
度
　

神
奈

川
県

公
立

高
等

学
校

　
□

海
外

帰
国

生
徒

特
別

募
集

の
志

願
資

格
の

確
認
を
行
っ
た
。

（
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

－

　
昭

和
 
･
 
平

成
　

　
　

年
　

　
 
　

月
　

　
 
　

日

志 　 願 　 者 中 学 校 長 の 証 明 ・ 確 認

　
昭

和
・
平
成
・
令
和
　
　
　
年
　
　

　
月

　
　

卒
業

 ・
 卒

業
見

込
  
 

志
　

願
　

先

保 護 者

印

印 印

後
期
募
集



貴
校

に
入

学
を

志
願

し
ま

す
。

現
住

所
　

〒

　
（

転
居

予
定

先
）

  
 

※
　
志
願
先
高
等
学
校
長
の
志
願
資
格

確
認

欄

1
　

志
願

者
は

太
枠

の
中

の
み

記
入

す
る

。
た

だ
し

、
※

印
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

2
　

第
1
5
号

様
式

に
よ

り
県

教
育

長
の

志
願

資
格

承
認

申
請

を
行

っ
た

志
願

者
は

、
承

認
書

を
添

付
す

る
と

と
も

に
志

願
資

格
承

認
申

請
書

の
区

分
欄

の
1
5
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

 
 申

請
を

必
要

と
し

な
い

志
願

者
に

つ
い

て
は

、
記

入
を

要
し

な
い

。

3
　

令
和

９
年

４
月

１
日

現
在

で
1
8
歳

以
上

の
志

願
者

は
、

保
護

者
欄

へ
の

記
入

を
要

し
な

い
。

4
　

中
学

校
長

は
、

貼
付

さ
れ

た
写

真
に

職
印

又
は

シ
ー

ル
プ

レ
ス

で
割

印
す

る
。

な
お

、
シ

ー
ル

プ
レ

ス
の

場
合

は
位

置
の

指
定

は
な

い
。

5
　

中
学

校
長

の
証

明
・

確
認

欄
の

昭
和

・
平

成
・

令
和

及
び

卒
業

・
卒

業
見

込
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
字

句
を

○
で

囲
む

こ
と

。

6
　

志
願

先
の

高
等

学
校

長
は

、
イ

ン
ク

ル
ー

シ
ブ

教
育

実
践

推
進

校
特

別
募

集
の

志
願

資
格

を
有

す
る

志
願

者
に

は
、

志
願

先
高

等
学

校
長

の
志

願
資

格
確

認
欄

の
□

に
∨

印
を

　
記

入
す

る
こ

と
。

記
入
上
の
注
意

連
絡

先
Ｔ

Ｅ
Ｌ

（
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

－

志 願 変 更 先

中 学 校 長 の 証 明 ・ 確 認

昭
和

・
平

成
・

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

卒
業

・
卒

業
見

込
 中

学
校

名

 校
長

氏
名

 電
話

番
号

保 護 者

　
□

募
集

及
び

選
抜

実
施

要
領

§
７

の
Ⅰ

に
規

定
す

る
志

願
資

格
を

有
す

る
 
 
 
 
こ

と
を

確
認

し
た

。
　

　
（

令
和

９
年

度
入

学
者

選
抜

に
お

い
て

、
国

立
、

公
立

及
び

私
立

の
高

 
 
 
 
等

学
校

等
又

は
特

別
支

援
学

校
に

合
格

し
て

い
な

い
こ

と
の

確
認

を
含

 
 
 
 
む

。
）

志 願 変 更 先

生
年

月
日

　
昭

和
・

平
成

　
　

　
年

　
　

 
　

月
　

　
 
　

日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普

通
科

神
奈

川
県

立
　

　
　

 
　

　
　

 
 
　

高
等

学
校

 所
 在

 地

志
　
願
　
先

志
願
変
更
先

氏
　

　
名

高
等
学
校
受
付
確
認
印

　
　

神
奈

川
県

立
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
等

学
校

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
普

通
科

（
備

考
）

※
印

欄
に

は
記

入
し

な
い

こ
と

。

（
受

検
上

の
注

意
）

１
　

検
査

の
日

時

　
　

面
　

　
接

　
　

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

］

２
　

検
査

会
場

　
　

志
願

(
変

更
)
先

の
高

等
学

校

３
　

持
参

す
る

も
の

 
(
1
)
 
受

検
票

 
 
　

(
2
)
 
筆

記
用

具

 
(
3
)
 
上

ば
き

（
必

要
と

し
な

い
学

校
も

あ
り

ま
す

。
）

現
 
住

 
所

　
□

イ
ン

ク
ル

ー
シ

ブ
教

育
実

践
推

進
校

特
別
募
集
の
志
願
資
格
の
確
認
を
行
っ
た
。

志 願 先

神
奈

川
県

立
　

　
 
　

　
 
 
　

　
　

高
等

学
校

　
　
神
奈
川
県
立

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
高

等
学

校
長

受
検

番
号

※

　
　

神
奈

川
県

立
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
等

学
校

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
普

通
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普

通
科

志
願

先
受

検
番

号

氏 名

志 　 願 　 者

フ
リ

ガ
ナ

志
願

資
格

承
認

申
請

書
の

区
分

１
５

号

氏
　

　
名

志 願 先

※
　
　
　
  
  
　
　

志
願

変
更

先
　
　
神
奈
川
県
立

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
高

等
学

校
長

受
検

番
号

※
志

願
変

更
先

受
検

番
号

※
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第
２
号
様
式
の
３
　
令
和

９
年
度

　
神

奈
川

県
公

立
高

等
学

校

令
和

９
年
度
　
神
奈
川
県
公
立
高
等
学
校

写
　

　
真

　
正

面
上

半
身

脱
帽

縦
４

㎝
・

横
３

㎝
出

願
前

６
か

月
以

内

に
撮

影
し

た
も

の

入
 
学

 
願

 
書

(
イ

ン
ク

ル
ー

シ
ブ

教
育

実
践

推
進

校
特

別
募

集
)

 
受

 
検

 
票

（
ｲ
ﾝ
ｸ
ﾙ
ｰ
ｼ
ﾌ
ﾞ
）

志
　

願
　

先

フ
リ

ガ
ナ

　
 令

和
 
９
 年

　
　
　
月
　
　
　

日

印
印

印 印

二
次
募
集
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第５号様式 

海外からの移住者等を保護者とする志願者の受検方法等申請書 

 

令和   年   月   日  

 神奈川県教育委員会教育長 

 

志願者氏名
フ リ ガ ナ

                               
 

                                                保護者氏名                                
 

                                                住   所                                
 

 神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領§１のⅢの２の(5)に規定する志願者の受検方

法等について次のとおり申請します。 

 

１ 選抜の区分等（いずれか一つを○で囲んでください。） 

共通選抜 連携募集 特別募集(在県外国人等特別募集を除く。) 中途退学者募集 定通分割選抜 二次募集      

２ 志願する高等学校 

            立       高等学校 
 

の課程 
科 

       コース(部) 

３ 帰国（入国）後の状況（具体的に記入してください。） 

帰 国 （ 入 国 ） 年 月 日              令和  年  月  日 帰国（入国）前の国名  

帰国（入国）後の編入学校名  

帰国（入国）後の編入学年               

４ 面接及び学力検査等に関する方法（該当するものの□にはレ点を記入し、その他の方法については、
箇条書で記入してください。） 

<学力検査における問題冊子・解答用紙> 
 □ルビ振り問題冊子   □ルビ振り解答用紙 
<その他> 

 
 

５ 申請の理由（具体的に記入してください。） 

 
 
 

６ 中学校長の所見 

上記の受検上の方法等が必要であると考えます。 

なお、検査時間に係る申請をした場合、帰国後６年以内の者が、継続して３年以上海外に在住している

ことを確認しています。 

（申請内容について追加することがあれば記入してください。） 

 

 

 令和  年  月  日                     中 学 校 名      

                                             電 話 番 号      

                                             校 長 氏 名                                     印 

 ※ この申請書は、志願する選抜ごとに提出すること。 
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第６号様式 

受検方法等申請書 

 

令和   年   月   日  

 神奈川県教育委員会教育長 
 

                                                志願者氏名
フ リ ガ ナ

                                   

 

                                                保護者氏名                                   

 

                                                住   所                                   
 

 神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領§１のⅢの２の(6)に規定する志願者の受検方

法等について次のとおり申請します。 

 

１ 選抜の区分等（いずれか一つを○で囲んでください。） 

共通選抜  連携募集   特別募集   中途退学者募集  定通分割選抜  二次募集    

２ 志願する高等学校 

            立       高等学校 
 

 
の課程 

科 

           コース(部) 

３ 面接及び学力検査等に関する方法 

（該当するものの□にはレ点を記入し、用紙サイズを〇で囲んでください。その他の方法については、 

箇条書で記入してください。） 

<学力検査における問題冊子・解答用紙> 
 □拡大問題冊子(B4・A3)  □ルビ振り問題冊子(B4(標準)・A3)  
□ルビ振りマークシート解答用紙（※）  □記述式解答用紙(B4・A3)   
※ 二次募集では、「ルビ振り記述式解答用紙」となります。 

<その他> 
 
 
 

 

４ 申請の理由（具体的に記入してください。） 

 

車椅子使用の有無（該当する方を○で囲んでください。）       有 ・ 無 

５ 中学校長の所見 

上記の受検上の方法等が必要であると考えます。 

（申請内容について追加することがあれば記入してください。） 

 

 

 

 

 令和  年  月  日                     中 学 校 名      

                                             電 話 番 号      

                                             校 長 氏 名                                     印 

 ※ この申請書は、志願する選抜ごとに提出すること。 
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第７号様式 

 

長期の欠席を理由とする選抜方法申請書 

 

令和   年   月   日  

 

      立         高等学校長 

 

                                                志願者氏名
フ リ ガ ナ

                                   

 

                                                保護者氏名                                   

 

 

 私は、                                      のため長期の欠席をしましたので、神奈川県公立高等学

校の入学者の募集及び選抜実施要領に規定する取扱いについて、長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い

申請書（第９号様式）及び欠席状況証明書（第８号様式）を添えて申請します。 

 

※ 長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い申請書（第９号様式）及び欠席状況証明書（第８号様式）

とともに、志願先の高等学校に提出すること。 

 

………………………………… キ ………… リ ………… ト ………… リ ………………………… 
 

第８号様式 

欠 席 状 況 証 明 書 

 

                                                  生徒氏名
フ リ ガ ナ

                                     

 

                                                  生年月日    平成    年    月    日 

 

 上記の本校在学（出身）の者の欠席の状況は、次のとおりであることを証明します。 

学年 
出席しなければ 

ならない日数 
欠席日数 

２ 
  

３ 
  

  

令和   年   月   日 

                                               中 学 校 名      

                                               電 話 番 号      

                                               校 長 氏 名                                   印 

 

（注）１ 第３学年の欠席の状況については、12 月末までの日数を記入すること。ただし、過年度卒業者

については生徒指導要録の転記とする。 

 ２ 厳封のうえ、長期の欠席を理由とする選抜方法申請書（第７号様式）及び長期の欠席を理由と

する選抜方法の取扱い申請書（第９号様式）とともに、志願先の高等学校に提出すること。 
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第９号様式 

 

長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い申請書 
 

令和   年   月   日  

 

       立         高等学校長 

 

志願者氏名
フ リ ガ ナ

               

 

保護者氏名               

 

 

  長期の欠席を理由とする選抜方法申請書を提出するにあたり、次の取扱いを希望します。 

 

長期欠席の状況（該当する番号に○） 希望する取扱い（希望する項目の番号に○） 

１ ２年生で長期の欠席をしました 

① ２年次の学習の記録は参考とせず、３年

次の学習の記録を参考にしてください 

② ２､３年次ともに参考としないでくださ

い 

２ ３年生で長期の欠席をしました 

① ２年次の学習の記録を参考にし、３年次

の学習の記録は参考にしないでください 

② ２､３年次ともに参考としないでくださ

い 

３ ２年生､３年生で長期の欠席をしま

した 

① ２年次の学習の記録を参考にし、３年次

の学習の記録は参考にしないでください 

② ２年次の学習の記録は参考とせず、３年

次の学習の記録を参考にしてください 

③ ２､３年次ともに参考としないでくださ

い 

 

 

※ この申請書は、長期の欠席を理由とする選抜方法申請書（第７号様式）及び欠席状況証明書（第８号

様式）とともに、志願先の高等学校に提出すること。 
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第 10号様式（連携型中高一貫教育校連携募集用） 

 

推  薦  書 

 

令和  年  月  日 

 

 神奈川県立    高等学校長  

 

中 学 校 名               

校 長 氏 名             印              

 

 

   下記の者は、貴校普通科への入学が適当と認められるので推薦します。 

 

 

記 

 

   １ 氏 名
フ リ ガ ナ

   

 

   ２ 生年月日  平成   年   月   日 生 

 

   ３ 令和   年   月 卒業見込 

 

 〔中学校長記入欄〕 

所  見 

 



第11号様式

年 月

第 学年

年 月

年 月 日生

第 学年 転入学

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

２年

評価評価 評定

令和

観点別学習状況

各教科の学習の記録

教科
３年

学習活動の内容

現住所

数
学

２
　
年

社
会

立

氏  名

フリガナ 中学校

生年月日

入学・編入学

平成・令和

平成

高等学校
志願先
高等学校

学
籍
の
記
録

同 中学校３月

平成・令和

国
語

３
　
年

※ 受検番号

入学年月

転入学年月

卒業年月

学年 活動状況及び所見

総合的な学習の時間の記録

調    査    書

卒業見込・卒業年

評定

性別

中学校

科 　(コース・部)

令和

中学校名

特別活動等の記録

年 月 日

行動の記録及び所見

理
科

総合所見及び諸活動の記録

技
術
･

　
家
庭

保
健
体
育

美
術

外
国
語

（
英
語

）

音
楽

※

計 ※

（×2.0)

本書の記載事項に誤りのないことを証明する。

印記載者氏名

小計
印校長氏名
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別記 

令和９年度調査書作成上の注意 

１ 作成にあたって 

(1) 作成にあたっては、所定の様式に基づき、必要事項を記入した調査書原本を１部作成する。ただし、

志願先高等学校名欄には記入しない。 

(2) 志願先高等学校に提出する調査書については、前記(1)で作成した調査書原本の複写により作成し、

志願先高等学校名を記入するとともに、中学校長の職印及び記載者の印を押印すること。 

(3) 誤記訂正の場合は、訂正箇所に記載者の印を押し、訂正すること。 

(4) ※印の付してある欄は、中学校において記入しないこと。 

(5) 記入する必要のない欄又は記入事項のない欄については、斜線（右下がり）を引くこと。 

(6) 記載事項は、令和８年 12 月末現在の内容とすること。 

(7) この「令和９年度調査書作成上の注意」に示すもののほか、必要に応じて県教育委員会教育長から示

される作成上の注意点に基づき作成すること。 

 

２ 各欄への記載にあたって 

(1) 志願先高等学校名欄 

志願先高等学校名、学科名等を記入する。 

(2) 学籍の記録欄 

ア 氏名については、生徒指導要録の氏名を記入する。 

また、性別の欄には、男女いずれかの字句を記入する。 

イ 平成、令和、入学、編入学、卒業見込及び卒業の字句は、それぞれ該当するものを○印で囲む。た

だし、編入学の場合は、欄外に編入学前の学歴（海外で在籍していた学校名、期間等）を略記する。 

また、２回以上にわたって転学した者については、転入学の欄を分割して使用する。 

(3) 各教科の学習の記録欄 

各教科とも、中学校学習指導要領に示す目標に照らして、その実現状況を総括的に評価し、３段階に

よる観点別の評価（A、B、C）及び５段階による評定を記入する。ただし、第３学年の観点別の評価及

び５段階による評定は、第２学期までの評価・評定とする。 

なお、二学期制の学校にあっては、第３学年の評価・評定は、三学期制の学校に準じて、同時期まで

の学習状況に基づく評価・評定とする。 

各教科の学習の記録について、中学校学習指導要領に示す目標に準拠した評価でない場合は、小計※

欄の左余白にその旨を記載する。 

(4) 総合的な学習の時間の記録 

ア  学習活動の内容欄 

総合的な学習の時間に当該生徒が行った学習活動の具体的な内容を記入する。 

イ 活動状況及び所見欄 

総合的な学習の時間の指導の目標や内容に基づいた評価の観点において、学習状況等に顕著な事項

がある場合の特徴や、活動によって生徒が身に付けた技能や能力についての特徴及び所見について記

入する。 

(5) 総合所見及び諸活動の記録欄 

ア 特別活動等の記録欄 

中学校３年間を通じて、特別活動等における所属について、生徒指導要録の特別活動の記録等に基
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づいて、活動学年とともに記入する。具体的な記入にあたっては、次の例を参考に簡潔に記載する。 

   (ｱ) 学級活動 

学級活動については、生徒の活動の実態に応じて、主な係活動を記載する。 

(例) 〇〇係など（１年）、▽▽係（２年）、□□係・△△係（３年） 

(ｲ) 生徒会活動 

委員会の所属については、委員会の名称と活動学年を記載する。生徒会本部役員については、「生

徒会本部役員」と記載し、併せて活動学年を記載する。役職等の記載は、必要に応じて行動の記録

及び所見欄に記載する。 

(例) △△△委員（１年）、○○○委員（２年）、□□□委員（３年） 

生徒会本部役員（２年） 

(ｳ) 学校行事等  

学校行事等における活動に関する委員や係などの名称と活動学年を記載する。 

(例) ○○祭実行委員（３年） 

修学旅行学習係（２年） 

(ｴ) 部活動 

部活動の所属については、部活動の名称と活動学年を記載する。部長等の役職及び活動の実績の

記載は、必要に応じて行動の記録及び所見欄に記載する。 

(例) ○○○部（１～３年） △△△部（３年） 

イ 行動の記録及び所見欄 

中学校３年間を通じて、学校生活全般にわたる具体的な事実をもとにするなどして、生徒の特性や

長所等についての所見を記入する。 

 

３ その他 

 (1) 他の都道府県の中学校を卒業した者又は卒業見込みの者等についても、本調査書の様式により作成す 

ること。 

(2) 過年度卒業者については、学籍の記録、各教科の学習の記録及び総合的な学習の時間の記録について 

は生徒指導要録を転記し、総合所見及び諸活動の記録については生徒指導要録を参考として作成するこ 

と。 



 

 

- 57 - 

第 12 号様式               二次募集・定通分割選抜・後期募集に限る 
 

 

 

志 願 取 消 届 

 

                                                                           

令和   年   月   日    

 

               立          高等学校長 

 

                                            受検番 号                                         番 

   

                                            志願者氏名
フ リ ガ ナ

                                      

   

                                        保護者氏名（署名）                           

 

 

 

   次のとおり（ 志願 、 第２希望の志願 ）を取り消します。 

志願先 

          立                     高等学校                      の課程 

 

                                 科                            コース 

 

                                               （部） 

 

中 学 校 長 の 確 認 

 上記のことを了承しております。 

 

 令和  年  月  日 

 

                                    中学校 名      

 

                                    校長氏 名                                       印 

  ※ 志願又は第２希望の志願のどちらかを○で囲むこと。 

※ 第２希望の志願を取り消す場合、志願先欄には第２希望の志願先を書くこと。 

※ 志願先の高等学校に提出すること。 
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第 13 号様式                      二次募集・定通分割選抜に限る 
 

 

志 願 変 更 願 
 
 

令和   年   月   日     

 

            立       高等学校長 

 

                                          受 検 番 号                                        番 

志願者氏名
フ リ ガ ナ

                                     

                     保護者氏名（署名）                           

次のとおり志願変更をしますので、入学願書等必要書類を返還してください。 

 
志 願 先 

         立            高等学校       の課程      科           コース 

      ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ                                       （部） 

(第２希望       科、コース(部)) 

 

志    願 

変 更 先 

         立            高等学校       の課程      科           コース 

   ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ                                       （部） 

(第２希望       科、コース(部)) 

  川崎市立の高等学校における志願変更先の高等学校の各通学区域規則上の区分 
 

学区内 学   区   外  

第３条 第４条 第５条 二次募集 
 

中学校長の確認 

令和  年  月  日 

 

                         中 学 校 名      

 

                         校 長 氏 名                                      印 

 

受 領 書 

１ 入 学 願 書       

２ 受 検 票       

３ その他の書類 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

上記の書類を受領しました。 

 令和  年  月  日 

                                         受領者氏名（署名）                         

 （注）１ 志願変更先の高等学校の各通学区域規則上の区分は、該当する項目を○印で囲むこと。 
２  インクルーシブ教育実践推進校特別募集に係る志願変更の場合は、ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞの字句を○印で囲
むこと。 

３ 第２希望とは、神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領§１のⅢの１の(1)に
規定する第２希望をいう。 
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 ※受 検 

番 号 

第 14号様式 

 

 

 

 

 

 

 
◎ 面接の質問内容の参考とするため、次のことについて記入してください。 
◎ このシートは面接の際の参考資料で、直接に選考資料にはしません。 

   

１ なぜこの学校に入学したいのですか。 

 

 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                

 

 

２ 教科等の学習活動や教科等以外の活動に対して、これまでに意欲的に取り組んだことや高校で意欲的

に取り組みたいこと、また、自分自身のよいところなどを書いてください。 

 

 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                
 
                                                

 

 
【記入上の注意】１ ※の欄は記入しないこと。 
        ２ 枠内に自筆で記入すること。鉛筆書きも可。写真等は貼り付けないこと。 

志願者

氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

中学校名 

 

      立       中学校 

 
 

 

志願先 
 

（県・市）立         高等学校        科 

面 接 シ ー ト 

コース 

 部 
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第 15 号様式 

神奈川県公立高等学校入学志願資格承認申請書（個人申請用） 

 

 神奈川県教育委員会教育長 

令和  年  月  日 

 

志願者氏名              

保護者氏名              

 下記事情により、全日制、定時制及び通信制の課程の志願資格承認申請をします。 

 

１ 志願者及び保護者の氏名・現住所（転居予定先）等 

 氏名 現住所・連絡先電話番号 転居予定住所（転居予定期日） 

志願者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            （令和  年  月  日） 

 

生年月日 

昭和・平成  年  月  日 

保
護
者 

父 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            （令和  年  月  日） 

 

母 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            （令和  年  月  日） 

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            （令和  年  月  日） 

 

 

２ 登録番号【12 桁】         －        －           

(注)インターネット出願システムへの志願者登録をしていない場合は、未記入可。 

 

３ 在学（出身）中学校名         立          中学校 

 

４ 申請に関する事由（具体的に記入すること。欄が足りない場合は別紙添付可。） 

 

 

                                                     

 

[中学校長意見及び副申欄] 

 本校在学（又は出身）の生徒          の神奈川県公立高等学校への入学志願に際し、上記申請内容に

間違いがないことを証明します。また、当該生徒が神奈川県以外の公立高等学校に志願しないことを証明します。 

（特別な事情がある場合には以下に具体的に記入すること。欄が足りない場合は別紙添付可。） 

 

 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

中 学 校 名      

校 長 氏 名      

所 在 地      

電 話 番 号      

※[神奈川県教育委員会使用欄] 

提示及び   １ 住所が確認できる書類又は転居に関する証明書等  ２ 念書（第 19号様式） 

添付書類   ３ 同居同意書（第 20 号様式）  ４ その他（               ） 

※印の欄は、申請者は記入しないこと。 

印 

受付番号 

※ 
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第 17号様式の１ 

 

                                令和   年   月   日 

 

様 

 

                                 神奈川県教育委員会教育長 

 

神奈川県公立高等学校入学志願資格承認書  

 

令和９年度神奈川県公立高等学校（全日制、定時制及び通信制の課程）に入学志願することを承認します。 

 

 

 

 （注）この承認書を、入学願書を提出する際に添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

第 17号様式の２ 

 

                                令和   年   月   日 

 

様 

 

                                 神奈川県教育委員会教育長 

 

神奈川県立海洋科学高等学校入学志願資格承認書  

 

令和９年度神奈川県立海洋科学高等学校に入学志願することを承認します。 

 

 

 

 （注）この承認書を、入学願書を提出する際に添付すること。 
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第 18 号様式 

（※）転居予定先の住所又は勤務予定先の所在地及び雇用を証明する書類を添付すること。  

 

神奈川県公立高等学校（定時制・通信制の課程、別科）  
入学志願資格承認申請書  

令和    年    月    日  

 

      立        高等学校 長  

志願者氏名
フ リ ガ ナ

                

 
 次のとおり神奈川県公立高等学校（定時制・通信制の課程、別科）に入学を志願
したいので志願資格を承認されるよう申請します。  
 

１ 志願者及び保護者の氏名、現住所（転居予定先）等 

 氏名 現住所・連絡先電話番号 転居予定期日 

志願者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            

転居予定先住所（※） 

 

令和  年  月  日 

勤務予定先所在地（※） 

生年月日 

昭和・平成  年  月  日 

令和  年  月  日 

保
護
者 

＊ 

歳
以

上
は
不

要 

父 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            令和  年  月  日 

 

母 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            令和  年  月  日 

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

電話番号：            令和  年  月  日 

 

 
２ 登録番号【12 桁】         －        －           

(注)インターネット出願システムへの志願者登録をしていない場合は、未記入可。 

[中学校長意見欄]  

 本校在学（又は出身）の生徒                  の神奈川県公立高等学校への入学志願に際し、上記申請内容

に間違いがないことを証明します。 

 

 

 

 
 令和  年  月  日 

 

中 学 校 名       

校 長 氏 名      

所 在 地      

電 話 番 号      
 
 

 上記の者が神奈川県公立高等学校（定時制・通信制の課程、別科）に入学志願
することを承認します。  

令和   年   月   日  
 

高等学校長氏名                印  

18 

印 
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 第 19号様式【県志願資格用】 

 

念   書 

 

令和  年  月  日 

 

 神奈川県教育委員会教育長 

 

                志願者氏名                

                保護者氏名（署名）             

 

 令和  年  月  日までに次の場所に転居します。 

 なお、転居を取りやめる場合は、神奈川県公立高等学校への入学を辞退します。 

 

転居先住所                             

 

 

 

 第 20号様式【県志願資格用】 

 

同 居 同 意 書 

 

令和  年  月  日 

 神奈川県教育委員会教育長 

 

 

 私、         は、令和  年  月  日より、志願者        

及びその保護者               と同居することに同意しています。 

 

住所                       

氏名 （署名）                 
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第 21 号様式 

 

 

 

入 学 辞 退 届 

 

 

令和   年   月   日   

 

 

               立         高等学校長 

 

                                         受検番号                                 番 

   

志願者氏名
フ リ ガ ナ

                 

   

                                          保護者氏名（署名）                  
 

 

   入学を辞退します。 

志願先 

          立                      高等学校                     の課程 

 

                                  科                               コース  

 

                                                   （部） 

 

中 学 校 長 の 確 認 

上記のことを了承しております。 

 

令和   年   月   日 

 

                               中学校名      

 

                               校長氏名                                        印 

  ※ 合格した高等学校に提出すること。 
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特
別
な
事
情
を
証
明
で
き
る
も
の

（
例
)保

護
者
で
あ
る
父
母
双
方
が
い
な
い
場
合
に
、

(例
)中

学
校
長
に
よ
る
申
立
て
(第

15
号
様
式
の
中
学
校
長
意
見
及
び
副
申
欄
に
記
載
) 
を
提
出

未
成
年
後
見
人
が
い
ま
だ
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
者

 

5
令
和
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
県
外
か
ら
本
県
に
転
居
予
定
の

者
志

願
者

第
1
8
号

様
式

志
願

先
高

等
学

校
長

第
2
2
号

様
式

の
2

志
願

先
高

等
学

校
長

申
請
事
由
番
号
１
に
同
じ

6
県
外
居
住
で
あ
っ
て
、
令
和
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
本
県
で

の
勤
務
を
予
定
す
る
者
(た

だ
し
、
横
浜
市
立
横
浜
総
合
高
等

学
校
又
は
川
崎
市
立
高
等
学
校
の
普
通
科
を
志
願
す
る
場
合

は
、
当
該
市
内
に
勤
務
を
予
定
す
る
者
)

志
願

者
第

1
8
号

様
式

志
願

先
高

等
学

校
長

第
2
2
号

様
式

の
2

志
願

先
高

等
学

校
長

勤
務
予
定
先
の
所
在
地
及
び
雇
用
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付

7
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
者

志
願

者
第

1
8
号

様
式

志
願

先
高

等
学

校
長

第
2
2
号

様
式

の
2

志
願

先
高

等
学

校
長

特
別
な
事
情
を
証
明
で
き
る
も
の

     － 65 －

第
1
5
号

様
式

第
1
5
号

様
式

区
分

事
由

番
号

申
請

事
由

申
請

者

県 教 育 長 の 志 願 資 格 の 承 認 を 必 要 と す る 者 ※
　
横
浜
市
立
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
、
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
、
単
位
制
に
よ
る
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
(音

楽
コ
ー
ス
を
除
く
。
)及

び
総
合
学
科
に
お
い
て
は
学
区
確
認
申
請
を
必
要
と
す
る
。

※
　
横
浜
市
立
横
浜
商
業
高
等
学
校
(別

科
を
含
む
。
)、

横
浜
市
立
戸
塚
高
等
学
校
(単

位
制
に
よ
る
全
日
制
の
普
通

科
音
楽
コ
ー
ス
及
び
定
時
制
の
課
程
)及

び
横
浜
市
立
横
浜
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
高
等
学
校
並
び
に
横
浜
市
立

高
等
学
校
の
各
学
科
に
お
け
る
特
別
募
集
に
お
い
て
は
学
区
確
認
申
請
を
必
要
と
し
な
い
。

1
志

願
者

及
び

保
護

者

全 課 程 の 志 願 資 格 定 時 制 ・ 通 信 制 ・ 別 科 の 志 願 資 格

県
外
か
ら
本
県
に
転
居
予
定
の
者
(保

護
者
の
転
勤
等
に
伴

い
、
志
願
者
及
び
保
護
者
が
令
和
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
県

内
に
居
住
す
る
予
定
の
者
)

2
山
梨
、
静
岡
両
県
の
本
県
に
隣
接
す
る
特
定
の
地
域
に
居
住

し
て
お
り
、
通
学
の
便
宜
上
本
県
の
最
寄
り
の
高
等
学
校
へ

志
願
す
る
こ
と
が
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
者

志
願

者
及

び
保

護
者

第
1
5
号

様
式

第
1
5
号

様
式

提
示

又
は

申
請

書
に

添
付

す
る

書
類

申
請

様
式

第
2
2
号

様
式

の
1

横
浜

市
･
川

崎
市

各
教

育
委

員
会

教
育

長
(
以

下
｢
市

教
育

長
｣

と
い

う
。

)

申
請

先
申

請
様

式

志
願

資
格

　
　

 
学

区
確

認
横

浜
市

立
及

び
川

崎
市

立
の

高
等

学
校

に
お

い
て

必
要

な
場

合
 ※

申
請

先

※
　
川
崎
市
立
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
、
全
日
制
の
課
程
及
び
定
時
制
の
課
程
に
お
け
る
普
通
科
に
お
い
て
は
学
区
確
認
を

必
要
と
す
る
。
(川

崎
市
立
川
崎
高
等
学
校
、
川
崎
市
立
幸
高
等
学
校
、
川
崎
市
立
川
崎
総
合
科
学
高
等
学
校
及
び
川
崎
市
立

橘
高
等
学
校
に
お
け
る
専
門
学
科
並
び
に
川
崎
市
立
川
崎
高
等
学
校
定
時
制
昼
間
部
在
県
外
国
人
等
特
別
募
集
に
お
い
て
は

学
区
確
認
申
請
を
必
要
と
し
な
い
。
)

志
願
者
本
人
が
船
舶
職
員
養
成
施
設
に
指
定
さ
れ
た
水
産
に
関
す
る
学
科
を
置
く
公
立
高
等
学
校
の

な
い
都
道
府
県
に
居
住
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
(住

民
票
の
写
し
等
)を

提
示

3
県
外
か
ら
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校
を
志
願
す
る
者
で
、
船

舶
職
員
養
成
施
設
に
指
定
さ
れ
た
水
産
に
関
す
る
学
科
を
置

く
公
立
高
等
学
校
の
な
い
都
道
府
県
に
居
住
す
る
者

志
願

者
及

び
保

護
者

第
2
2
号

様
式

の
1

4
志

願
者

及
び

保
護

者



8
住
民
票
の
写
し
等
(本

人
・
同
居
し
て
い
る
保
護
者
)を

中
学
校
長
に
提
示

9
な

し

10
市

教
育

長
申
請
事
由
番
号
１
に
同
じ

11
な

し

12
市

教
育

長
ア
　
住
民
票
の
写
し
等
(本

人
・
同
居
親
族
等
)を

提
示

イ
　
　
　
　
〃
　
　
　
(父

母
)を

提
示

ウ
　
特
別
な
事
情
を
証
明
で
き
る
も
の
を
添
付

13
市

教
育

長
ア
　
住
民
票
の
写
し
等
(本

人
・
同
居
親
族
等
)を

提
示

イ
　
　
　
　
〃
　
　
  
(未

成
年
後
見
人
)を

提
示

14
申
請
事
由
８
～
13
に
該
当
し
な
い
特
別
な
事
情
が
あ
る
者

市
教

育
長

特
別
な
事
情
を
証
明
で
き
る
も
の

15
県
内
に
居
住
し
、
中
学
校
等
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者

志
願

者
住
民
票
の
写
し
等
(本

人
)を

中
学
校
長
に
提
示

(外
国
人
学
校
等
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者
も
含
む
。
)

16
志

願
者

な
し

17
志

願
者

申
請
事
由
番
号
１
に
同
じ

た
だ
し
、
書
類
イ
の
念
書
は
市
学
区
確
認
用
第
23
号
様
式
を
使
用
の
こ
と
。

18
志

願
者

勤
務
予
定
先
の
所
在
地
及
び
雇
用
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付

（
注
１
）
学
区
確
認
に
つ
い
て
は
、
横
浜
市
立
又
は
川
崎
市
立
の
高
等
学
校
の
う
ち
、
当
該
の
市
内
全
域
を
学
区
と
す
る
高
等
学
校
へ
志
願
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
で
、
か
つ
、
申
請
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

（
注
２
）
学
区
確
認
の
欄
に
お
い
て
、
「
な
し
　
中
学
校
長
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
シ
ス
テ
ム
上
の
中
学
校
の
証
明
・
同
意
・
確
認
の
該
当
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
又
は
入
学
願
書
に
レ
点
を
記
入
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
シ
ス
テ
ム
上
で
中
学
校
長
が
証
明
・
同
意
・
確
認
の
該
当
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
か
、
入
学
願
書
に
中
学
校
長
が
レ
点
を
記
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
区
確
認
申
請
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

区
分

事
由

番
号

申
請

事
由

申
請

者
志

願
資

格
学

区
確

認
提

示
又

は
申

請
書

に
添

付
す

る
書

類
申

請
様

式
申

請
先

申
請

様
式

申
請

先

市 教 育 長 等 の 学 区 確 認 の み を 必 要 と す る 者

横 浜 市 立 ・ 川 崎 市 立 高 等 学 校 （ 全 日 制 の う ち 全 県 学 区 の も の を 除 く 。 ） の 学 区 確 認

県
内
に
居
住
し
志
願
資
格
を
有
す
る
者
で
、
中
学
校
等
を
卒

業
又
は
修
了
し
た
者
(外

国
人
学
校
等
を
卒
業
又
は
修
了
し
た

者
も
含
む
。
)

志
願

者
及

び
保

護
者

な
し

中
学

校
長

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

出
願

シ
ス

テ
ム

上
の

中
学

校
の

証
明

・
同

意
・

確
認

の
該

当
項

目
に

チ
ェ

ッ
ク

志
願
者
及
び
保
護
者
で
あ
る
父
母
の
住
所
と
、
志
願
者
の
在

学
中
学
校
等
の
所
在
地
が
異
な
る
地
域
(
横
浜
市
の
内
外
又
は

川
崎
市
の
内
外
)に

あ
る
、
公
立
中
学
校
等
の
在
学
者

志
願

者
及

び
保

護
者

保
護
者
の
一
方
と
県
内
に
居
住
す
る
志
願
者
で
あ
っ
て
、
保

護
者
の
他
の
一
方
が
勤
務
の
関
係
等
に
よ
り
志
願
者
と
異
な

る
地
域
(
横
浜
市
の
内
外
又
は
川
崎
市
の
内
外
)に

居
住
し
て

い
る
者

中
学

校
長

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

出
願

シ
ス

テ
ム

上
の

中
学

校
の

証
明

・
同

意
・

確
認

の
該

当
項

目
に

チ
ェ

ッ
ク

志
願

者
及

び
保

護
者

第
2
2
号

様
式

の
1

た
だ
し
、
書
類
イ
の
念
書
は
第
23
号
様
式
【
市
学
区
確
認
用
】
を
、
書
類
ウ
の
同
居
同
意
書
は
第
24

号
様
式
【
市
学
区
確
認
用
】
を
そ
れ
ぞ
れ
使
用
の
こ
と
。

県
内
で
の
転
居
予
定
者
(保

護
者
の
転
勤
等
に
伴
い
、
志
願
者

及
び
保
護
者
が
令
和
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
転
居
す
る
予
定

の
者
(た

だ
し
､当

該
市
内
及
び
当
該
市
外
で
の
転
居
予
定
で

あ
る
場
合
を
除
く
。
))

志
願

者
及

び
保

護
者

中
学

校
長

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

出
願

シ
ス

テ
ム

上
の

中
学

校
の

証
明

・
同

意
・

確
認

の
該

当
項

目
に

チ
ェ

ッ
ク

特
別
な
事
情
に
よ
り
、
保
護
者
で
あ
る
父
母
双
方
と
県
内
で

別
居
し
て
い
る
者
、
又
は
保
護
者
で
あ
る
父
母
い
ず
れ
か
 一

方
が
い
な
い
場
合
に
、
保
護
者
と
県
内
で
別
居
し
て
い
る
者

(当
該
市
内
又
は
当
該
市
外
に
お
け
る
別
居
を
除
く
。
)

志
願

者
及

び
保

護
者

第
2
2
号

様
式

の
1

第
2
2
号

様
式

の
1

横 浜 市 立 ・ 川 崎 市 立 高 等 学 校 （ 定 時 制 の う ち 全 県 学 区

の も の を 除 く 。 ） の 学 区 確 認

な
し

中
学

校
長

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

出
願

シ
ス

テ
ム

上
の

中
学

校
の

証
明

・
同

意
・

確
認

の
該

当
項

目
に

チ
ェ

ッ
ク

又
は

入
学

願
書

に
レ

点
を

記
入

[
定

時
制

願
書

]
４

番
目

の
□

志
願
者
の
住
所
と
在
学
中
学
校
等
の
所
在
地
が
異
な
る
地
域

(当
該
市
の
内
外
)に

あ
る
、
公
立
中
学
校
等
の
在
学
者

県
内
の
当
該
市
外
に
居
住
又
は
令
和
９
年
４
月
１
日
ま
で
に

当
該
市
内
か
ら
市
外
(県

内
)へ

転
居
予
定
の
者
の
う
ち
、
令

和
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
当
該
市
内
に
勤
務
を
予
定
す
る
者

第
2
2
号

様
式

の
2

志
願

先
高

等
学

校
長

 － 66 －

中
学

校
長

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

出
願

シ
ス

テ
ム

上
の

中
学

校
の

証
明

・
同

意
・

確
認

の
該

当
項

目
に

チ
ェ

ッ
ク

又
は

入
学

願
書

に
レ

点
を

記
入

[
定

時
制

願
書

]
４

番
目

の
□

令
和
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
当
該
市
内
か
ら
市
外
(
県
内
)

へ
、
又
は
当
該
市
外
(県

内
)か

ら
市
内
へ
転
居
す
る
予
定
の

者

第
2
2
号

様
式

の
2

志
願

先
高

等
学

校
長

志
願
者
の
未
成
年
後
見
人
が
、
志
願
者
と
は
異
な
る
県
内
の

地
域
(横

浜
市
の
内
外
又
は
川
崎
市
の
内
外
)に

居
住
し
て
い

る
者

志
願

者
及

び
保

護
者

第
2
2
号

様
式

の
1

志
願

者
及

び
保

護
者
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横浜市立高等学校通学区域規則（抜粋） 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、横浜市立高等学校(以下「高等学校」という。) の通学区域 (以下「学区」

という。) に関し必要な事項を定めるものとする。 

(学区) 

第 2 条 全日制の課程(単位制による全日制の課程を除く。以下同じ。) のうち普通科、単位制に

よる全日制の課程（理数科及び普通科音楽コースを除く。）及び単位制による定時制の課程に係

る高等学校の学区は、横浜市内全域とする。 

2 全日制の課程（普通科を除く。）、単位制による全日制の課程のうち理数科及び普通科音楽コー

ス、定時制の課程(単位制による定時制の課程を除く。以下同じ。) 並びに別科に係る高等学

校の学区は、神奈川県内全域とする。 

(就学の規制) 

第 3 条 全日制の課程のうち普通科及び単位制による全日制の課程（理数科及び普通科音楽コー

スを除く。）へ就学しようとする者は、本人及びその保護者(本人に対して親権を行う者をいう。

ただし、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。次項において同じ。) が横浜市内

に住所を有する場合に高等学校を志願することができる。 

2 全日制の課程（普通科を除く。）並びに単位制による全日制の課程のうち理数科及び普通科音

楽コースへ就学しようとする者は、本人及びその保護者が神奈川県内に住所を有する場合に高

等学校を志願することができる。 

3 単位制による定時制の課程へ就学しようとする者は、横浜市内に住所又は勤務地を有する場合

に高等学校を志願することができる。 

4 定時制の課程及び別科へ就学しようとする者は、神奈川県内に住所又は勤務地を有する場合に

高等学校を志願することができる。 

(就学の特例) 

第 4 条 前条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、現に在学し、又は在学していた中学校又は

義務教育学校の同意を得た者で、神奈川県内に住所を有するものは、毎年度の高等学校第 1 学

年入学者選抜(第 6 条の入学者選抜を除く。以下「第 1 学年入学者選抜」という。) の場合に

限り、学区外の高等学校へ志願することができる。この場合において、入学を許可される者の

数は、別に定める当該高等学校第 1学年生徒の募集定員(第 6条の入学者選抜に係るものを除く。

以下「第 1 学年生徒の募集定員」という。) の別表※１に定める割合の範囲内とする。 

第 5 条 前条に定めるもののほか、身体の状況により、学区内の高等学校に就学するよりも学区

外の高等学校に就学するほうが適当と認められる者は、第 3 条第 1 項及び第 3 項の規定にかか

わらず、志願しようとする学区外の高等学校の校長の許可を受けて当該高等学校を志願するこ

とができる。 

第 6 条 前 2 条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者で、神奈川県内に住所を

有するものは、第 3 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、学区外の高等学校を志願するこ

とができる。 

(1) 海外からの帰国者を対象とする入学者選抜を行う高等学校の当該入学者選抜を受けよう

とする者 

(2) 外国の国籍を有する者(難民として認定された者を含む。) で入国後の在留期間が別に定

める期間内であるものを対象とする入学者選抜を行う高等学校の当該入学者選抜を受けよ

うとする者 

第 7 条 前 3 条に定めるもののほか、全日制の課程のうち普通科、単位制による全日制の課程（理

数科及び普通科音楽コースを除く。）及び単位制による定時制の課程へ就学しようとする者であ

って、次の各号のいずれかに該当するものは、第 3 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、

別に定める学区外からも志願することができる。 

(1) 第 1 学年入学者選抜により選抜された入学予定者の数が、第 1 学年生徒の募集定員に満た

なかった高等学校について、特に必要があると認める場合において、再度実施する第 1 学年

入学者選抜を受けようとする者 

(2) 編入学又は転入学に係る入学者選抜を受けようとする者 

(入学許可の取消し) 

第 8 条  高等学校の校長は、この規則に違反し、事実をいつわって入学の許可を受けた者に対し  

ては、入学の許可を取り消し、又は退学を命ずることができる。  

※１ 別表省略  

http://reiki.office.ycan/reiki/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss00011D18/reiki&SYSID=4975&FNM=g2021167041510031.html&NAMETAG=J3_K1#J3_K1
http://reiki.office.ycan/reiki/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss00011D18/reiki&SYSID=4975&FNM=g2021167041510031.html&NAMETAG=J3_K3#J3_K3
http://reiki.office.ycan/reiki/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss00011D18/reiki&SYSID=4975&FNM=g2021167041510031.html&NAMETAG=J3_K1#J3_K1
http://reiki.office.ycan/reiki/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss00011D18/reiki&SYSID=4975&FNM=g2021167041510031.html&NAMETAG=J3_K3#J3_K3
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川崎市立高等学校の通学区域に関する規則（抜粋） 
 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市立高等学校（以下「高等学校」という。）の通学区域（以下「学区」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（学区） 

第２条 全日制の課程及び定時制の課程のうち普通科に係る高等学校の学区は、川崎市内（以下「市内」

という。）全域とする。 

２ 全日制の課程及び定時制の課程のうち普通科を除く学科に係る高等学校の学区は、神奈川県内（以下

「県内」という。）全域とする。 

（就学の規制） 

第３条 全日制の課程のうち普通科へ就学しようとする者は、本人及びその保護者（本人に対して親権を

行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。次項において同じ。）が市内に住所を有する

場合に高等学校を志願することができる。 

２ 全日制の課程のうち普通科を除く学科へ就学しようとする者は、本人及びその保護者が県内に住所を

有する場合に高等学校を志願することができる。 

３ 定時制の課程のうち普通科へ就学しようとする者は、市内に住所又は勤務地を有する場合に高等学校

を志願することができる。 

４ 定時制の課程のうち普通科を除く学科へ就学しようとする者は、県内に住所又は勤務地を有する場合

に高等学校を志願することができる。 

（就学の特例） 

第４条 前条第１項及び第３項の規定にかかわらず、県内（市内を除く。以下同じ。）に住所を有する者の

うち、現に在学し、又は在学していた中学校の校長の同意を得たものは、毎年度の高等学校第１学年入

学者選抜（第６条及び第７条の入学者選抜を除く。以下「第１学年入学者選抜」という。）の場合に限り、

志願することができる。この場合において、入学を許可される者の数は、別に定める当該高等学校第１

学年生徒の募集定員（第６条及び第７条の入学者選抜に係るものを除く。以下「第１学年生徒の募集定

員」という。）の８パーセント以内とする。 

第５条 前条に定めるもののほか、県内に住所を有する者のうち、身体の状況により、高等学校に就学す

ることが適当と認められるものは、第３条第１項及び第３項の規定にかかわらず、志願しようとする高

等学校の校長の許可を受けて当該高等学校を志願することができる。 

第６条 前２条に定めるもののほか、県内に住所を有する者のうち、外国の国籍を有するもの（出入国管

理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第６１条の２第１項に規定する難民の認定を受けたも

のを含む。）で入国後の在留期間が別に定める期間内であるものは、第３条第３項の規定にかかわらず、

第２条第１項に定める学区以外からも志願することができる。 

第７条 前３条に定めるもののほか、全日制の課程及び定時制の課程のうち普通科へ就学しようとする者

であって、第１学年入学者選抜により選抜された入学予定者の数が、第１学年生徒の募集定員に満たな

かった高等学校について、特に必要があると認める場合において、再度実施する第１学年入学者選抜を

受けようとするものは、第３条第１項及び第３項の規定にかかわらず、第２条第１項に定める学区以外

からも志願することができる。 

（入学許可の取消し） 

第８条 高等学校の校長は、この規則に違反し、事実を偽って入学の許可を受けた者に対しては、入学の

許可を取消し、又は退学を命ずることができる。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、学区に関し必要な事項は教育長が定める。 
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令和９年度横浜市立高等学校入学志願者に係る学区確認実施要領 

  

 横浜市立高等学校通学区域規則（平成 12 年横浜市教育委員会規則第３号）の第２条第１項に規定する学区について、

横浜市立の高等学校の全日制の課程及び単位制による全日制の課程の普通科（戸塚高等学校普通科音楽コースを除く。）

並びに単位制による全日制の課程及び単位制による定時制の課程の総合学科への志願が適正に行われるよう、入学志願

者に係る学区確認を次のとおり実施する。 

 

１ 入学志願者のうち、学区確認申請を必要としない者 

 （1） 全日制の課程の普通科、単位制による全日制の課程の普通科（音楽コースを除く。）及び総合学科への入学志願

者のうち、学区確認申請を必要としない者 

  ア  志願者及び保護者（親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。）の住所並びに在学中学校等（中学校若しくは

これに準ずる学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程。以下同じ｡）の所在地のすべてが横浜市

内にある、公立中学校等の在学者 

    イ 志願者及び保護者の住所並びに在学中学校等の所在地のすべてが県内の横浜市外にある、公立中学校等の在学

者 

    ウ 志願者及び保護者の住所がともに横浜市内にある、公立以外の中学校等の在学者（学校教育法施行規則第 95

条第２号でいう在外教育施設と同等の日本国内にある外国の教育施設（以下「外国人学校等」という。）に在学す

る者も含む。以下同じ。） 

  エ 志願者及び保護者の住所がともに県内の横浜市外にある、公立以外の中学校等の在学者 

 （2） 単位制による定時制の課程の総合学科（以下「横浜総合高等学校」という。）への入学志願者のうち、学区確認

申請を必要としない者 

    ア 志願者の住所及び在学中学校等の所在地がともに横浜市内にある、公立中学校等の在学者 

イ 志願者の住所及び在学中学校等の所在地がともに県内の横浜市外にある、公立中学校等の在学者 

  ウ 志願者の住所が横浜市内にある、公立以外の中学校等の在学者 

  エ 志願者の住所が県内の横浜市外にある、公立以外の中学校等の在学者 

 

２ 入学志願者のうち、学区確認申請を必要とする者 

 （1） 全日制の課程の普通科、単位制による全日制の課程の普通科（音楽コースを除く。）及び総合学科に係る学区確

認申請 

全日制の課程の普通科、単位制による全日制の課程の普通科（音楽コースを除く。）及び総合学科へ志願しようと

する者のうち、次のいずれかに該当する者は学区確認申請をしなければならない。 

ア  神奈川県教育委員会教育長（以下「県教育長」という。）の志願の承認（全日制の課程）を必要とする者 

イ  県内に居住し志願資格を有する者で、中学校等を卒業又は修了した者（外国人学校等を卒業又は修了した者も

含む。） 

ウ  志願者及び保護者である父母の住所と、志願者の在学中学校等の所在地が異なる地域（横浜市の内外）にある、

公立中学校等の在学者 

エ  県内での転居予定者（保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和９年４月１日までに転居する予定の者。

ただし、横浜市内での転居予定及び横浜市外（県内）での転居予定である場合を除く。） 

オ 保護者の一方と県内に居住する志願者であって、保護者の他の一方が勤務の関係等により志願者と異なる地域

（横浜市の内外）に居住している者  

カ  特別な事情により、保護者である父母双方と県内で別居している者、又は保護者である父母いずれか一方がい

ない場合に、保護者と県内で別居している者（横浜市内又は横浜市外（県内）における別居を除く。） 

キ  志願者の未成年後見人が、志願者とは異なる県内の地域（横浜市の内外）に居住している者 

ク  上記ア～キに該当しない特別な事情がある者 

 （2） 横浜総合高等学校に係る学区確認申請 

    横浜総合高等学校に志願しようとする者のうち、次のいずれかに該当する者は学区確認申請をしなければならな

い。 

ア  県教育長の志願の承認（定時制の課程）を必要とする者 

  イ  県内に居住し、中学校等を卒業又は修了した者（外国人学校等を卒業又は修了した者も含む。） 

   ウ 志願者の住所と在学中学校等の所在地が異なる地域（横浜市の内外）にある、公立中学校等の在学者 

  エ 令和９年４月１日までに横浜市内から市外（県内）へ、又は横浜市外（県内）から市内へ転居する予定の者    

オ 県内の横浜市外に居住又は令和９年４月１日までに横浜市内から市外（県内）へ転居予定の者のうち、令和９

年４月１日までに横浜市内に勤務を予定する者 

 

３ 申請の手続 

  （1） 横浜市立の全日制の課程の普通科、単位制による全日制の課程の普通科（音楽コースを除く。）及び総合学科に

係る申請の手続 

ア 学区確認申請を必要とする者は、市立高等学校（全日制の課程）に係る学区確認申請書（第 22 号様式の１）に

中学校長の職印の押印を受け、必要な書類（別表「神奈川県公立高等学校の志願資格承認申請及び横浜市立・川

崎市立高等学校に係る学区確認申請の事務手続について」（以下「別表」という。）参照）を添えて、横浜市教育

委員会事務局学校教育部高校教育課へ提出しなければならない。 
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イ 学区確認申請を必要とする志願者のうち、申請事由が前記２の(1)のイ、ウ及びオ（別表の事由番号８、９及び

11）の場合については、中学校長がインターネット出願システム上の中学校の証明・同意・確認の該当項目にチ

ェックを行うことにより、学区確認申請を省略することができる。 

   ウ 申請期間、受付時間、受付場所及び申請先は、次のとおりとする。 

   (ｱ) 窓口での申請 

    ※ 令和８年 11 月 28 日(土)の受付時間及び受付場所は、別途案内する。ただし、令和９年度神奈川県公立高

等学校の入学者の募集及び選抜実施要領の§１のⅠの１の(3)に該当する者に限る。 

 ※ 上記期日の翌日以降、必要があると認められる場合は、横浜市教育委員会事務局学校教育部高校教育課に

おいて、学区確認申請を受け付けることとする。（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

(ｲ) 電子申請による申請 

なお、前記アの必要書類については、電子データをアップロードすることにより提出する。 

（2） 横浜総合高等学校に係る申請の手続 

ア 横浜市教育委員会が行う学区の確認に関する事項については、横浜総合高等学校長に委任する。 

イ 学区確認申請を必要とする者は、横浜総合高等学校に係る学区確認申請書（第 22 号様式の２）に中学校長の職

印の押印を受け、必要な書類（別表参照）を添えて、横浜総合高等学校長へ提出しなければならない。 

なお、入学志願資格承認申請書（第 18 号様式）を横浜総合高等学校長へ提出する者は、同時に学区確認申請の

手続も行わなくてはならない。 

ウ 学区確認申請を必要とする志願者のうち、申請事由が前記２の(2)のイ及びウ（別表の事由番号 15 及び 16）の

場合については、中学校長がインターネット出願システム上の中学校の証明・同意・確認の該当項目にチェック

を行うことにより、学区確認申請を省略することができる。 

エ 学区確認申請を必要とする者は、インターネット出願システム上で志願手続を行う以前に、次のとおり申請の

手続を行わなければならない。 

申請期間 受付時間 受付場所 

令和８年11月30日(月)から令和９年１月15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び令和８年12月29日(火)から

令和９年１月３日(日)までを除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 
横浜総合高等学校 

    ※ 上記期日の翌日以降、必要があると認められる場合は、横浜総合高等学校において、学区確認申請を受け

付けることとする。（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

オ 前記３の(1)において、第 22 号様式の１によって学区確認申請を行った者については、第 22 号様式の２によ 

る学区確認申請を省略することができる。 

（3） 郵送による提出は、認めない。 

 

４ 横浜市教育委員会等の措置 

（1） 横浜市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、市立高等学校（全日制の課程）に係る学区確認申請書及 

び添付書類の提出があったときは、速やかに必要とする書類の有無を確認の上、受領書を交付するものとする。 

（2） 教育委員会又は横浜総合高等学校長は、提出書類に記載漏れ等の不備があったときは、速やかに申請者及び在

学（出身）中学校等の校長に連絡し、訂正を依頼することができる。 

（3） 教育委員会又は横浜総合高等学校長は、学区の確認に関する決定をインターネット出願システムにより、申請

者に通知するものとする。 

申請期間 受付時間 受付場所 

令和８年11月28日(土)及び 

令和８年11月30日(月)から令和９年１月15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び令和８年12月29日(火)から

令和９年１月３日(日)までを除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

横浜市教育委員会 

事務局学校教育部 

高校教育課 

申請期間 申請先 

令和８年11月28日(土)午前０時から令和８年12月28日(月)午後４時まで 
県教育委員会ホームページに掲載

し、別途案内 
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令和９年度川崎市立高等学校入学志願者に係る学区確認実施要領 

 

 川崎市立高等学校の通学区域に関する規則（平成 12年川崎市教育委員会規則第７号）の第２条第１項に規定する学区につ

いて、川崎市立の全日制の課程及び定時制の課程の普通科（川崎高等学校定時制昼間部在県外国人等特別募集を除く。）へ

の志願が適正に行われるよう、入学志願者に係る学区確認を次のとおり実施する。 

  

１ 入学志願者のうち、学区確認申請を必要としない者 

   (1)  全日制の課程の普通科への入学志願者のうち、学区確認申請を必要としない者 

  ア 志願者及び保護者（親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。）の住所並びに在学中学校の所在地のすべてが 

   川崎市内にある、公立中学校の在学者 

   イ 志願者及び保護者の住所並びに在学中学校の所在地のすべてが県内の川崎市外にある、公立中学校の在学者 

   ウ 志願者及び保護者の住所がともに川崎市内にある、公立以外の中学校の在学者 （学校教育法施行規則第 95条第

２号でいう在外教育施設と同等の日本国内にある外国の教育施設（以下「外国人学校等」という。）に在学する者

も含む。以下同じ。） 

   エ  志願者及び保護者の住所がともに県内の川崎市外にある、公立以外の中学校の在学者 

  (2)   定時制の課程の普通科（川崎高等学校定時制昼間部在県外国人等特別募集を除く。）への入学志願者のうち、学

区確認申請を必要としない者 

  ア 志願者の住所及び在学中学校の所在地がともに川崎市内にある、公立中学校の在学者 

  イ 志願者の住所及び在学中学校の所在地がともに県内の川崎市外にある、公立中学校の在学者 

  ウ 志願者の住所が川崎市内にある、公立以外の中学校の在学者 

  エ  志願者の住所が県内の川崎市外にある、公立以外の中学校の在学者 

 

２ 入学志願者のうち、学区確認申請を必要とする者 

    (1)   全日制の課程の普通科に係る学区確認申請 

      全日制の課程の普通科へ志願しようとする者のうち、次のいずれかに該当する者は学区確認申請をしなければな 

     らない。 

   ア 神奈川県教育委員会教育長（以下「県教育長」という。）の志願の承認（全日制の課程）を必要とする者 

    イ 県内に居住し志願資格を有する者で、中学校を卒業又は修了した者（外国人学校等を卒業又は修了した者も含む。） 

   ウ 志願者及び保護者である父母の住所と、志願者の在学中学校の所在地が異なる地域（川崎市の内外）にある、公

立中学校の在学者 

   エ 県内での転居予定者（保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和９年４月１日までに転居する予定の者。 

     ただし、川崎市内での転居予定及び川崎市外（県内）での転居予定である場合を除く。）  

   オ 保護者の一方と県内に居住する志願者であって、保護者の他の一方が勤務の関係等により志願者と異なる地域（川

崎市の内外）に居住している者 

   カ 特別な事情により、保護者である父母双方と県内で別居している者、又は保護者である父母いずれか一方がいな 

    い場合に、保護者と県内で別居している者（川崎市内又は川崎市外（県内）における別居を除く。）  

   キ 志願者の未成年後見人が、志願者とは異なる県内の地域（川崎市の内外）に居住している者 

   ク 上記ア～キに該当しない特別な事情がある者 

   (2)  定時制の課程の普通科に係る学区確認申請  

       定時制の課程の普通科（川崎高等学校定時制昼間部在県外国人等特別募集を除く。）へ志願しようとする者のう

ち、次のいずれかに該当する者は学区確認申請をしなければならない。 

   ア 県教育長の志願の承認（定時制の課程）を必要とする者 

   イ 県内に居住し、中学校を卒業又は修了した者（外国人学校等を卒業又は修了した者も含む。） 

   ウ 志願者の住所と在学中学校の所在地が異なる地域（川崎市の内外）にある、公立中学校の在学者 

   エ 令和９年 4月 1日までに川崎市内から市外（県内）へ、又は川崎市外（県内）から市内へ転居する予定の者 

   オ 県内の川崎市外に居住又は令和９年４月１日までに川崎市内から市外（県内）へ転居予定の者のうち、令和９ 

    年４月１日までに川崎市内に勤務を予定する者  

 

３ 申請の手続き 

    (1)  全日制の課程の普通科に係る申請の手続き  

   ア 学区確認申請を必要とする者は、市立高等学校（全日制の課程）に係る学区確認申請書（第 22 号様式の１）に

中学校長の職印の押印を受け、必要な書類（別表「神奈川県公立高等学校の志願資格承認申請及び横浜市立・川崎

市立高等学校に係る学区確認申請の事務手続について」（以下「別表」という。）参照）を添えて、川崎市教育委

員会事務局学校教育部指導課へ提出しなければならない。 

   イ 学区確認申請を必要とする志願者のうち、申請事由が前記２の(1)のイ、ウ及びオ（別表の事由番号８、９及び

11）の場合については、中学校長がインターネット出願システム上の中学校の証明・同意・確認の該当項目にチェ

ックを行うことにより、学区確認申請を省略することができる。 
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    ウ 申請期間、受付時間、受付場所及び申請先は、次のとおりとする。 

    (ｱ) 窓口での申請 

申請期間 受付時間 受付場所 

令和８年11月28日(土)及び 

令和８年11月30日(月)から令和９年１月15日(金)まで 

(土曜日、日曜日、休日及び令和８年12月29日(火)から

令和９年１月３日(日)までを除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 
川崎市教育委員会 

事務局学校教育部指導課 

    ※ 令和８年 11月 28日(土)の受付時間及び受付場所は、別途案内する。ただし、令和９年度神奈川県公立高等学

校の入学者の募集及び選抜実施要領の§１のⅠの１の(3)に該当する者に限る。 

※ 上記期日の翌日以降、必要があると認められる場合は、川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課において、

学区確認申請を受け付けることとする。（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

 (ｲ) 電子申請による申請 

申請期間 申請先 

令和８年11月28日(土)午前０時から令和８年12月28日(月)午後４時まで 
県教育委員会ホームページに掲載

し、別途案内 
なお、前記アの必要書類については、電子データをアップロードすることにより提出する。 

    (2)  定時制の課程の普通科に係る申請の手続 

   ア 川崎市教育委員会が行う学区の確認に関する事項については、志願先の高等学校長に委任する。 

   イ 学区確認申請を必要とする者は、市立高等学校（定時制の課程）に係る学区確認申請書（第 22 号様式の２）に

中学校長の職印の押印を受け、必要な書類（別表参照）を添えて、志願先の高等学校長へ提出しなければならない。 

          なお、入学志願資格承認申請書（第 18号様式）を志願先の高等学校長へ提出する者は、同時に学区確認申請の手

続も行わなくてはならない。 

   ウ 学区確認申請を必要とする志願者のうち、申請事由が前記２の(2)のイ及びウ（別表の事由番号 15及び 16）の場

合については、中学校長がインターネット出願システム上の中学校の証明・同意・確認の該当項目にチェックを行

うこと又は入学願書の学区確認欄にレ点を記入することにより、学区確認申請を省略することができる。 

    エ 学区確認申請を必要とする者は、インターネット出願システム上で志願手続を行う以前又は入学願書を提出する

以前に、次のとおり、申請の手続を行わなければならない。 

申請期間 受付時間 受付場所 

令和８年11月30日(月)から募集期間の前日まで 

(土曜日、日曜日、休日及び令和８年12月29日(火)から

令和９年１月３日(日)までを除く。) 

午後２時から 

午後７時まで 
志願予定先の高等学校 

   ※ 上記期日の翌日以降、必要があると認められる場合は、志願予定先の高等学校において、学区確認申請を受け付 

けることとする。（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

オ 前記３の(1)において、第 22号様式の１によって学区確認申請を行った者については、第 22号様式の２によ 

    る学区確認申請を省略することができる。   

    (3)  郵送による提出は、認めない。 

 

４ 川崎市教育委員会の措置 

    (1)   川崎市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、市立高等学校（全日制の課程）に係る学区確認申請書及

び添付書類の提出があったときは、速やかに必要とする書類の有無を確認の上、受領書を交付するものとする。 

    (2)   教育委員会又は市立高等学校長は、提出書類に記載漏れ等の不備があったときは、速やかに申請者及び在学（出

身）中学校の校長に連絡し、訂正を依頼することができる。 

    (3)   教育委員会又は市立高等学校長は、学区の確認に関する決定をインターネット出願システム上又は学区確認結果

通知書（全日制の課程の普通科については第 25号様式の１、定時制の課程の普通科については第 25様式の２）に

より、申請者に通知するものとする。 

       なお、前記３の(2)のオに該当する者については、第 25号様式の１を第 25号様式の２に代えることができるもの 

     とする。 

     学区確認結果通知書の交付期間、受付期間及び交付場所は、次のとおりとする。 

交付期間 受付時間 交付場所 

令和９年２月26日(金)から３月５日(金) 

(土曜日及び日曜日を除く。) 

午前９時から正午まで及び 

午後１時から午後４時まで 

川崎市教育委員会 

事務局学校教育部指導課 

又は志願先の高等学校 
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第 22号様式の１ 
学区確認受付番号 ※ 

市立高等学校（全日制の課程）に係る学区確認申請書 

 
                                                           令和   年   月   日  

   横 浜 
   ・   市教育委員会教育長 
    川 崎 

                                                志願者氏名                   
                                                

保護者氏名                   
 
 下記事情により、[ 横浜・川崎 ]市立高等学校（全日制の課程）のうち、当該の市内全域を学区とする高等学校
の学科への志願について、学区確認申請をします。 
 
１ 志願者及び保護者の氏名・現住所（転居予定住所）等 
 
 

志 
願 
者 

 

氏
名 

ﾌﾘｶﾞﾅ               現住所 

 

電話番号：                

 

 生年月日 

昭和 

平成  年  月  日 

 転居予定住所（予定期日 令和  年  月  日） 

保
  
護
  
者
  

父 氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ               現住所 

電話番号：                

 転居予定住所（予定期日 令和  年  月  日） 

母 
氏
名 

ﾌﾘｶﾞﾅ               現住所 

電話番号：                

 転居予定住所（予定期日 令和  年  月  日） 

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ               現住所 

電話番号：                

 転居予定住所（予定期日 令和  年  月  日） 

 

２ 登録番号【12桁】            －           －                
(注)インターネット出願システムへの志願者登録をしていない場合は、未記入可。 

              
３ 在学（出身）中学校名           立                中学校 

 
４ 申請事由 

  （事由番号） 
 
 （中学校長の記入欄） 
     
  本校在学（又は出身）の志願者             の、[ 横浜・川崎 ]市立高等学校（全日制の課程）の
うち当該の市内全域を学区とする高等学校の学科への志願について、上記の記載事項に相違ありません。 
 
   令和  年  月  日 
                           中学校名 
                            校長氏名                       印 
                            所 在 地     
                            電話番号 
※ 提示又は 
   添付書類 

1. 住所が確認できる書類又は転居に関する証明書等   2. 念書（第23号様式） 
3. 同居同意書（第24号様式）   4. その他（            ） 

（注１）この申請書は、横浜市立高等学校（全日制の課程）のうち横浜市内全域を学区とする高等学校又は川崎市立    
高等学校（全日制の課程）のうち川崎市内全域を学区とする高等学校の学科へ志願しようとする者で、かつ、
申請事由に該当する場合に提出すること。 

（注２）[ ]内については、該当するいずれかの字句を○で囲むこと。 
（注３）４の申請事由については、「令和９年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」に記載さ

れている別表（神奈川県公立高等学校の志願資格承認申請及び横浜市立・川崎市立高等学校に係る学区確認申
請の事務手続について）における事由番号を     の中に記入すること。ただし、事由番号が４又は 14 の場合
は、右の（   ）内にもその事由を簡潔に記入すること。 

（注４）※印の欄は、申請者が記入しないこと。  
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第 22号様式の２ 
学区確認受付番号 ※ 

市立高等学校（定時制の課程）に係る学区確認申請書 
 

                                                           令和   年   月   日 

 
      市立        高等学校長 
 

                                               志願者氏名                 

 
 下記事情により、横浜市立横浜総合高等学校又は川崎市立高等学校（定時制の課程）のうち川崎市内全域を学区と
する高等学校の学科への志願について、学区確認申請をします。 
 
１ 志願者及び保護者の氏名・現住所（転居予定住所）等 
 

 

志 
  
願 

  
者 

氏
名 

ﾌﾘｶﾞﾅ              現住所 

 

電話番号：                

 

  転居予定住所（予定期日 令和  年  月  日）  

  生年月日 
昭和 
平成  年  月  日 

 勤務予定先所在地（予定期日 令和  年  月  日）  

 

保 
  
護 

  
者 

氏
名 

ﾌﾘｶﾞﾅ              現住所 

 

 

電話番号：                

 

転居予定住所（予定期日 令和  年  月  日） 

 

２ 登録番号【12桁】            －           －                
(注)インターネット出願システムへの志願者登録をしていない場合は、未記入可。 

 

３ 在学（出身）中学校名              立               中学校 
 
４ 申請事由 
 （事由番号）         
 

  

（中学校長の記入欄） 
     
  本校在学（又は出身）の志願者             の、    市立       高等学校への志願に
ついて、上記の記載事項に相違ありません。 

 
   令和  年  月  日 
                           中学校名 
                            校長氏名                                                   印 
                            所 在 地     
                            電話番号 

※ 提示又は 
   添付書類 

1. 住所が確認できる書類又は転居等に関する証明書等  2. 念書（第23号様式） 
3. 同居同意書（第24号様式） 4. その他（                ） 

 

（注１）この申請書は、横浜市立横浜総合高等学校又は川崎市立高等学校（定時制の課程）のうち川崎市内全域を学
区とする高等学校の学科へ志願しようとする者で、かつ、申請事由に該当する場合に提出すること。 

（注２）４の申請事由については、「令和９年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」に記載さ
れている別表（神奈川県公立高等学校の志願資格承認申請及び横浜市立・川崎市立高等学校に係る学区確認申
請の事務手続について）における事由番号を     の中に記入すること。ただし、事由番号が７の場合は、右の
（   ）内にもその事由を簡潔に記入すること。 

（注３）※印の欄は、申請者が記入しないこと。 
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 第 23号様式【市学区確認用】 

 

念   書 

 

令和  年  月  日 

 （  ）横浜市教育委員会教育長 

 （  ）川崎市教育委員会教育長 

 （  ）    市立       高等学校長 

                志願者氏名              

                保護者氏名（署名）          

 

 令和  年  月  日までに次の場所に転居します。 

 なお、転居を取りやめる場合は、 

（  ）横浜市立高等学校のうち横浜市内全域を学区とする高等学校 

（  ）川崎市立高等学校のうち川崎市内全域を学区とする高等学校  への入学を辞退します。 

（  ）    市立       高等学校 

 

転居先住所                                         

 

注 [ ]内については、該当するいずれかの（ ）の中に○を記入すること。 

 

 

 第 24号様式【市学区確認用】 

 

同 居 同 意 書 

令和  年  月  日 

 （  ）横浜市教育委員会教育長 

 （  ）川崎市教育委員会教育長 

 （  ）    市立       高等学校長 

 

 

 私、         は、令和  年  月  日より、志願者       およびその保護

者               と同居することに同意しています。 

 

 

住所                  

氏名 （署名）             

 

 

注 [ ]内については、該当するいずれかの（ ）の中に○を記入すること。 
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第 25号様式の１ 

市立高等学校（全日制の課程）に係る学区確認結果通知書 

 

申請書受付番号   

 

                                                      令和   年   月   日 

 

 （志願者氏名）                  様 

 

                              市教育委員会教育長   印 

 

         市立高等学校（全日制の課程）の当該学科への志願について、学区内・学区外 

の扱いとすることを通知します。 

 

 申請の事由番号  

 （注）この通知書は、入学願書を提出する際に添付すること。 

 

 

第 25号様式の２ 

市立高等学校（定時制の課程）に係る学区確認結果通知書 

 

申請書受付番号   

 

                                                      令和   年   月   日 

 

 （志願者氏名）                  様 

 

                          市立       高等学校長  印 

 

本校の当該学科への志願について、学区内・学区外の扱いとすることを通知します。 

 

 申請の事由番号  

 （注）この通知書は、入学願書を提出する際に添付すること。 
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第 26号様式の１ 

令和  年  月  日 

       市立           高等学校長  

志願者氏名               

保護者氏名               

他学区志願（第５条）許可申請書 

        市立高等学校に係る通学区域規則第５条による他学区志願について、次のとおり申請します。 

志 

願 

者 

フリガナ  

生年月日 
昭和 

平成 氏 名 
 

現 住 所 

電話番号 

〒 

電話番号                  

登録番号 

【12桁】 

※インターネット出願システムへの志願者登録をしていない場合は、未記入可。 

中学校名        立       中学校（平成・令和  年  月  卒業・卒業見込 ） 

保
護
者 

フリガナ  

氏 名  

現 住 所 

電話番号 

〒 

電話番号                  

医師の診断書等 有 ・ 無  （該当する方を○で囲む。） 

志願を希望する事由（具

体的に記入すること。） 

 

（注意）平成・令和、卒業・卒業見込の字句は、該当する字句を○印で囲む。 

第 26号様式の２ 

他学区志願（第５条）許可申請に関する副申書 

       市立        高等学校長  

中 学 校 名 

校 長 氏 名                印 

 本校出身（又は在学）の生徒          の当該市立高等学校に係る通学区域規則第５条による他学区

志願許可申請に対して、次のとおり副申します。 

（副申） 

 

 年   月   日 
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第 27 号様式 

 

 

 

 

他学区志願（第５条）許可（不許可）通知書 

 

 

 

                                                           令和   年   月   日 

 

 

                                      様 

 

 

 

               市  立         高等学校長（氏名）                             印 

 

 

 

 

 

 

 

本校 
全日制 

定時制 
の課程 科に入学志願することを許可しました（許可できません）ので通知します。 

 

   （注）許可された場合は、入学願書を提出する際にこの通知書を添付すること。 
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第 28号様式 

 

 

追 検 査 受 検 願 

 

 

                                                              令和  年  月  日 

 

               立          高等学校長 

 

 

中学校名                
   

   

校 長 名               印 
 

 

 受検にあたって、貴校を志願する次の者が追検査の対象となる検査を受検しなかったことについて、

次の事由により、追検査を受検させていただくようお願いします。 

 

志願者 

受 検 番 号                                       番 

志願者氏名

フ リ ガ ナ

                                       

保護者氏名                                      

志願先 

            立                     高等学校                    の課程 

                                   科                          コース 

                                                （部） 

事由  

経過等の詳細  

 

受付番号 

※ 記入しない 
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※ 受検番号  

 

インクルーシブ教
きょう

育
いく

実
じっ

践
せん

推
すい

進
しん

校
こう

特
とく

別
べつ

募
ぼ

集
しゅう

用
よう

面
めん

接
せつ

シート 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎面接
めんせつ

で質問
しつもん

をするときの参考
さんこう

とするため、次
つぎ

のことについて記
き

入
にゅう

してください。 

◎このシートは面接
めんせつ

の際
さい

の参
さん

考
こう

資
し

料
りょう

で、 直
ちょく

接
せつ

に選
せん

考
こう

資
し

料
りょう

にはしません。 

１ なぜこの高校
こうこう

に入
にゅう

学
がく

したいのですか。理
り

由
ゆう

を書
か

いてください。 

 

２ 中
ちゅう

学
がっ

校
こう

でがんばったことについて書
か

いてください。 

【記
き

入
にゅう

上
じょう

の 注
ちゅう

意
い

】  

１ ※の欄
らん

は記
き

入
にゅう

しないでください。  

２ 枠
わく

の中
なか

に自
じ

分
ぶん

で書
か

いてください。鉛筆
えんぴつ

で書
か

いてもかまいません。 

３ 裏
うら

も記
き

入
にゅう

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志
し

願
がん

者
しゃ

氏
し

名
めい

 

ﾌﾘｶﾞﾅ      

 

学
がっ

校
こう

名
めい

               立
りつ

                 学校
がっこう

 

志
し

願
がん

先
さき

 神
か

奈
な

川
がわ

県
けん

立
りつ

            高等
こうとう

学校
がっこう

 普
ふ

通
つう

科
か

 

 

第 33号様式 
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３ この高校
こうこう

でがんばりたいことについて書
か

いてください。 

４ 自
じ

分
ぶん

自
じ

身
しん

のよいところや得
とく

意
い

なこと、好
す

きなことなどを書
か

いてください。 

 

【記
き

入
にゅう

上
じょう

の 注
ちゅう

意
い

】  

１ ※の欄
らん

は記
き

入
にゅう

しないでください。  

２ 枠
わく

の中
なか

に自
じ

分
ぶん

で書
か

いてください。鉛筆
えんぴつ

で書
か

いてもかまいません。 

３ 表
おもて

も記
き

入
にゅう

してください。  

※ 受検番号  

（教
きょう

科
か

等
とう

の学
がく

習
しゅう

活
かつ

動
どう

について） 

 

 

 

 

 

 

（教
きょう

科
か

等
とう

以
い

外
がい

の活動
かつどう

について） 
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第 34号様式（インクルーシブ教育実践推進校特別募集用） 

 

 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集 志願資格確認書 

 

令和   年   月   日 

 

神奈川県立       高等学校長 

 

       志願者氏名
フ リ ガ ナ

                

 

       保護者氏名                

 

 

 

神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領§６のⅠの志願資格について、

確認しました。 

 

 

 

 

【中学校長の確認】 

 

上記のことについて、志願者及び保護者と確認しました。 

 

令和  年  月  日 

 

中学校名 

 

電話番号 

 

               校長氏名              印 

 

 

 

 

 

※この確認書は、志願先の高等学校に提出すること。 
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令和９年度神奈川県立の高等学校の入学者の募集及び選抜要綱 

 令和９年度の神奈川県立の高等学校の入学者の募集及び選抜(専攻科に係る募集及び選抜を除く｡)は、この要

綱の定めるところによる。 

１ 募集の区分 

  神奈川県立の高等学校の募集の区分は、次表のとおりとする。 

募 集 の 区 分 課    程 

一般募集(共通選抜) 

全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

一般募集(共通選抜・定通分割選抜) 

定時制の課程(夜間) 

単位制による定時制の課程(夜間) 

単位制による通信制の課程 

連携型中高一貫教育校連携募集 全日制の課程 

特 

別 

募 

集 

海外帰国生徒特別募集 
全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

在県外国人等特別募集 

全日制の課程 

単位制による全日制の課程 

単位制による定時制の課程(特別の時間) 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集 全日制の課程 

中途退学者募集 単位制による全日制の課程 

２ 志願資格 

(1) 一般募集(共通選抜・定通分割選抜) 

   入学を志願しようとする者(以下「志願者」という｡)は、平成24年４月１日以前に出生した者で、次のア

の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する者であって、かつ、次のイの要件を満たす者とする。 

  ア 高等学校への志願資格 

(ｱ) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下「中学校

等」という｡)を卒業又は修了した者 

(ｲ) 中学校等を令和９年３月31日までに卒業する見込み又は修了する見込みの者 

(ｳ) 学校教育法施行規則(以下「施行規則」という｡)第95条各号のいずれかに該当する者 

(ｴ) 施行規則第95条第１号又は第２号に規定する課程を令和９年３月31日までに修了する見込みの者 

  イ 神奈川県立の高等学校への志願資格 

(ｱ) 全日制の課程及び単位制による全日制の課程への志願者については、志願者本人及びその保護者

(親権者又は未成年後見人をいう｡)が県内に住所を有すること。ただし、神奈川県教育委員会教育

長(以下「教育長」という｡)が別に定める教育長の志願の承認を必要とする者であって、その承認

を受けた者は、県内に住所を有する者とみなす。 

(ｲ) 定時制の課程、単位制による定時制の課程及び単位制による通信制の課程への志願者については、

県内に住所又は勤務地を有すること。ただし、教育長が別に定める教育長の志願の承認を必要とする

者であって、その承認を受けた者は、県内に住所又は勤務地を有する者とみなす。 

(2) 連携型中高一貫教育校連携募集 

連携型中高一貫教育校連携募集に係る志願者は、前記(1)に該当する者であって、かつ、在籍する連携型
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学校長の推薦を得た者とする。 

(3) 特別募集 

ア 海外帰国生徒特別募集 

海外帰国生徒特別募集に係る志願者は、前記(1)に該当する者であって、かつ、日本国籍を有し、保護

者に伴って、継続して２年以上外国に在住して帰国した日が令和６年３月１日以降の者とする。また、後

記４の後期募集に係る志願者については、前記(1)に該当する者(施行規則第95条第１号に規定する課程を

令和９年９月30日までに修了する見込みの者を含む。)であって、かつ、日本国籍を有し、継続して２年

以上外国に在住して帰国した日が令和６年９月１日以降の者とする。 

イ 在県外国人等特別募集 

在県外国人等特別募集に係る志願者は、前記(1)に該当する者であって、かつ、外国の国籍を有する者

(難民として認定された者を含む｡)で、入国後の在留期間が通算で６年以内の者(令和９年２月１日現在)

とする。 

なお、日本国籍を取得して６年以内の者(令和９年２月１日現在)は、外国の国籍を有する者とみなす。 

ウ インクルーシブ教育実践推進校特別募集 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集に係る志願者は、前記(1)に該当する知的障害のある者であっ

て、かつ、高等学校での学習や生活について理解し、入学意欲のある者とする。 

(4) 中途退学者募集 

中途退学者募集に係る志願者は、前記(1)に該当する者であって、かつ、高等学校、中等教育学校の後期

課程又は高等専門学校(以下「高等学校等」という｡)に１年以上在籍した後に中途退学し、当該高等学校等

での修得単位がある者とする。 

３ 募集の方法 

 (1) 一般募集(共通選抜・定通分割選抜) 

一般募集は、各高等学校の各課程における学科、コース又は部ごとに行う。ただし、小田原北高等学校

の定時制の課程における機械科及び電気科に係る募集は、二の学科を一括して行う。 

 (2) 連携型中高一貫教育校連携募集 

連携型中高一貫教育校連携募集は、次の高等学校の課程における学科において行う。 

光陵高等学校(全日制の課程普通科) 

愛川高等学校(全日制の課程普通科) 

 (3) 特別募集 

  ア 海外帰国生徒特別募集 

    海外帰国生徒特別募集は、次の高等学校の課程における学科又はコースにおいて行う。 

神奈川総合高等学校(単位制による全日制の課程普通科国際文化コース) 

横浜国際高等学校(単位制による全日制の課程国際科(国際バカロレアコースを含む。)) 

新城高等学校(全日制の課程普通科) 

相模原弥栄高等学校(単位制による全日制の課程普通科) 

西湘高等学校(全日制の課程普通科) 

鶴嶺高等学校(全日制の課程普通科) 

伊志田高等学校(全日制の課程普通科) 

イ 在県外国人等特別募集 

    在県外国人等特別募集は、次の高等学校の課程における学科又は部において行う。 

鶴見総合高等学校(単位制による全日制の課程総合学科) 

横浜清陵高等学校(単位制による全日制の課程普通科) 
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磯子工業高等学校(全日制の課程機械科・電気科・建設科・化学科) 

新栄高等学校(全日制の課程普通科) 

川崎高等学校(単位制による全日制の課程普通科) 

大師高等学校(単位制による全日制の課程普通科) 

橋本高等学校(全日制の課程普通科) 

相模原弥栄高等学校(単位制による全日制の課程普通科) 

高浜高等学校(全日制の課程普通科) 

藤沢総合高等学校(単位制による全日制の課程総合学科) 

大和南高等学校(全日制の課程普通科) 

伊勢原高等学校(全日制の課程普通科) 

座間総合高等学校(単位制による全日制の課程総合学科) 

愛川高等学校(全日制の課程普通科) 

横浜明朋高等学校(単位制による定時制の課程普通科午前部・午後部) 

相模向陽館高等学校(単位制による定時制の課程普通科午前部・午後部) 

  ウ インクルーシブ教育実践推進校特別募集 

インクルーシブ教育実践推進校特別募集は、次の高等学校の課程における学科において行う。 

城郷高等学校(全日制の課程普通科) 

横浜南陵高等学校(全日制の課程普通科) 

保土ケ谷高等学校(全日制の課程普通科) 

霧が丘高等学校(全日制の課程普通科) 

白山高等学校(全日制の課程普通科) 

上矢部高等学校(全日制の課程普通科) 

川崎北高等学校(全日制の課程普通科) 

菅高等学校(全日制の課程普通科) 

橋本高等学校(全日制の課程普通科) 

上鶴間高等学校(全日制の課程普通科) 

津久井浜高等学校(全日制の課程普通科) 

湘南台高等学校(全日制の課程普通科) 

茅ケ崎高等学校(全日制の課程普通科) 

厚木西高等学校(全日制の課程普通科) 

伊勢原高等学校(全日制の課程普通科) 

足柄高等学校(全日制の課程普通科) 

綾瀬高等学校(全日制の課程普通科) 

二宮高等学校(全日制の課程普通科) 

 (4) 中途退学者募集 

   中途退学者募集は、次の高等学校の課程における学科において行う。 

川崎高等学校(単位制による全日制の課程普通科) 

厚木清南高等学校(単位制による全日制の課程普通科) 
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４ 募集期間 

  募集期間は、次表のとおりとする。 

募集の区分 課  程 募 集 期 間 

一般募集 

全日制の課程 (共通選抜) 
インターネットを活用した出
願(以下「インターネット出
願」という。) 
【志願情報申請期間】 
令和９年 
１月25日(月)から同月29日
(金)まで 
【中学校長承認期間】 
令和９年 
１月25日(月)から２月１日
(月)まで 

 
単位制による全日制の
課程 

単位制による定時制の
課程(特別の時間) 

定時制の課程(夜間) 
(定通分割選抜) 
紙による入学願書提出期間 
令和９年３月４日(木)及び同
月５日(金) 

単位制による定時制の
課程(夜間) 

単位制による通信制の
課程 

連携型中高一貫教育
校連携募集 

全日制の課程 

インターネット出願 
【志願情報申請期間】 
令和９年 
１月25日(月)から同月29日
(金)まで 
【中学校長承認期間】 
令和９年 
１月25日(月)から２月１日
(月)まで 

 

特 
別 
募 
集 

海外帰国生徒
特別募集 

全日制の課程 インターネット出願 
【志願情報申請期間】 
令和９年 
１月25日(月)から同月29日
(金)まで 
【中学校長承認期間】 
令和９年 
１月25日(月)から２月１日
(月)まで 
 
志願資格確認期間 
令和９年 
１月６日(水)から同月15日
(金)まで(土曜日、日曜日、
休日及び各高等学校の学校閉
庁日を除く。) 

単位制による全日制の
課程 

在県外国人等
特別募集 

全日制の課程 

単位制による全日制の
課程 

単位制による定時制の
課程(特別の時間) 

インクルーシ
ブ教育実践推
進校特別募集 

全日制の課程 

インターネット出願 
【志願情報申請期間】 
令和９年 
１月25日(月)から同月29日
(金)まで 
【中学校長承認期間】 
令和９年 
１月25日(月)から２月１日
(月)まで 
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中途退学者募集 
単位制による全日制の
課程 

インターネット出願 
【志願情報申請期間】 
令和９年 
１月25日(月)から同月29日
(金)まで 
【中学校長承認期間】 
令和９年 
１月25日(月)から２月１日
(月)まで 
 
志願資格確認期間 
令和９年 
１月６日(水)から同月15日
(金)まで(土曜日、日曜日、
休日及び各高等学校の学校閉
庁日を除く。) 

  なお、神奈川総合高等学校における海外帰国生徒特別募集の後期募集は、次表のとおりとする。 

募集の区分 課  程 募 集 期 間 

特別 
募集 

海外帰国生徒
特別募集 

単位制による全日制の課程 
紙による入学願書提出期間 
令和９年７月23日(金)から同月27日(火)まで 

５ 志願 

 (1) 志願手続及び入学検定料の納付 

ア 一般募集(共通選抜(二次募集を除く。))、連携型中高一貫教育校連携募集、特別募集(インクルーシブ

教育実践推進校特別募集(二次募集)及び後期募集を除く。)及び中途退学者募集の志願者は、志願情報申

請期間にインターネット出願システムにより出願に必要な情報を入力し、入学検定料(単位制による通信

制の課程を除く。)を納付した上、中学校長承認期間に中学校等の校長の承認を受けるものとする。 

イ 一般募集(定通分割選抜)及び後期募集の志願者は、入学検定料(単位制による通信制の課程を除く｡)を

納付した上、志願先の高等学校の校長に紙により入学願書等を提出するものとする。 

 (2) 志願の範囲 

  ア 志願は、募集期間を同じくするものについては、一の募集の区分の一の高等学校の一の課程の一の学科、

コース又は部に限る。ただし、次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げるものについては、この限りでない。 

(ｱ) 前記３の(1)により、二の学科を一括して募集するものは、それを一の学科とみなす。 

(ｲ) 農業に関する学科の志願者が同じ高等学校の他の農業に関する学科に対し、工業に関する学科の志願者が

同じ高等学校の同じ課程における他の工業に関する学科に対し、水産に関する学科の志願者が他の水産に関

する学科に対し、第２希望として志願することを認める。 

(ｳ) 横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースの志願者が同校の国際科(国際バカロレアコースを除く。)

に対し、第２希望として志願することを認める。また、横浜国際高等学校国際科(国際バカロレアコースを

除く。)の志願者が同校の国際科国際バカロレアコースに対し、第２希望として志願することを認める。 

(ｴ) 横浜明朋高等学校及び相模向陽館高等学校の志願者が、同じ高等学校における他の部に対し、第２希望と

して志願することを認める。 

  イ 令和９年度入学者選抜における国公私立の高等学校(高等専門学校を含む｡)又は特別支援学校の合格者

は、定通分割選抜に志願することは認めない。 
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６ 志願変更 

(1) 志願変更の対象 

  ア 志願の手続を完了した者は、募集期間を同じくする他の高等学校が行う一般募集若しくは特別募集(前

記１の各募集の区分における前記２の志願資格を満たす者に限る｡)又は同じ高等学校の他の一般募集若し

くは特別募集(前記１の各募集の区分における前記２の志願資格を満たす者に限る｡)に志願変更すること

を認める。 

    なお、前記５の(2)による第２希望については、志願時に第２希望の志願をしていない場合であっても、

志願変更時に志願することを認める。 

  イ 中途退学者募集に係る志願の手続を完了した者は、募集期間を同じくする他の高等学校が行う中途退学 

者募集に志願変更することを認める。 

(2) 志願変更の期間 

  ア 一般募集(共通選抜)、特別募集及び中途退学者募集にあっては、志願変更の期間は、令和９年２月４日

(木)から同月９日(火)までとする。 

なお、志願変更の期間における志願変更情報申請期間は令和９年２月４日(木)から同月８日(月)まで、

中学校長承認期間は令和９年２月４日(木)から同月９日(火)までとする。 

  イ 定通分割選抜にあっては、令和９年３月８日(月)とする。 

７ 選抜の方法 

 (1) 中学校等の校長は、志願者の調査書を志願先の高等学校の校長に提出するものとする。 

 (2) 高等学校の校長は、中学校等の校長から提出された志願者に係る書類及び後記８の選抜のための検査の結

果に基づいて、教育長が別に定める方法により選抜を行う。 

 (3) 長期の欠席について特別な事情を有する志願者の選抜の方法に関して必要な事項は、教育長が別に定める。 

８ 選抜のための検査 

(1) 一般募集(共通選抜・定通分割選抜) 

  ア 全日制の課程、単位制による全日制の課程、定時制の課程及び単位制による定時制の課程においては、

学力検査(原則として全日制は国語、社会、数学、理科及び外国語(英語)の５教科、定時制は国語、数学

及び外国語(英語)の３教科)を実施する。 

なお、各高等学校の必要に応じて、特色検査(実技検査、自己表現検査及び面接のうち、高等学校長が

定めるものをいう。以下同じ。)を実施する場合がある。 

(ｱ) 釜利谷高等学校、横須賀南高等学校、小田原北高等学校及び大和東高等学校の普通科並びに青葉総合

高等学校の単位制総合学科(以下「クリエイティブスクール」という｡)においては、学力検査は行わず、

特色検査(面接)を実施する。 

(ｲ) 定時制の課程及び単位制による定時制の課程の志願者のうち、18歳以上(令和９年４月１日現在)の 

者については、作文をもって学力検査に代えることができる。 

(ｳ) 特色検査を実施するに当たって、全日制の課程及び単位制による全日制の課程においては、学力検 

査を３教科にまで減じることができるものとする。 

  イ 単位制による通信制の課程においては、作文を実施する。 

なお、各高等学校の必要に応じて、特色検査を実施する場合がある。 

 (2) 連携型中高一貫教育校連携募集 

   光陵高等学校においては面接及びプレゼンテーション、愛川高等学校においては面接とする。 

 (3) 特別募集及び中途退学者募集 

  ア 海外帰国生徒特別募集及び中途退学者募集 

学力検査(国語、数学及び外国語(英語)の３教科)、作文及び面接とする。ただし、横浜国際高等学校国
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際科国際バカロレアコースは、これに加えて特色検査を行う。 

  イ 在県外国人等特別募集 

    学力検査(国語、数学及び外国語(英語)の３教科)及び面接とする。 

ウ インクルーシブ教育実践推進校特別募集 

  面接とする。 

 (4) 後期募集 

   神奈川総合高等学校における海外帰国生徒特別募集の後期募集の検査は、前記(3)のアの検査内容とする。 

 (5) インフルエンザ等の感染症に罹患した場合、月経随伴症状等の体調不良等の本人に帰責されない身体・健

康上の理由に該当する場合、自然災害や検査会場に向かう途中の事故・事件に巻き込まれた場合及び痴漢

の被害にあった場合等、やむを得ない事情により検査を受検できなかった者について、次のとおり追検査を

実施する。ただし、追検査の方法等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

ア 一般募集(共通選抜(相模向陽館高等学校及びクリエイティブスクールを除く。))、特別募集(インクル

ーシブ教育実践推進校特別募集及び後期募集を除く。)及び中途退学者募集を志願する者のうち、学力検

査又は作文(定時制の課程において、作文をもって学力検査に代える場合に限る。)の全てを受検できな

かった志願者の中で、追検査の受検を希望する者を対象として実施する。 

イ 一般募集(共通選抜(相模向陽館高等学校))を志願する者のうち、学力検査若しくは作文(作文をもって

学力検査に代える場合に限る。)の全て又は特色検査を受検できなかった志願者の中で、追検査の受検を

希望する者を対象として実施する。 

ウ 一般募集(共通選抜(クリエイティブスクール))を志願する者のうち、特色検査(面接)を受検できなか

った志願者の中で、追検査の受検を希望する者を対象として実施する。 

エ 連携型中高一貫教育校連携募集(光陵高等学校を除く。)及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集

を志願する者のうち、面接を受検できなかった志願者の中で、追検査の受検を希望する者を対象として

実施する。 

(6) 海外から移住してきた者及び帰国してきた者を保護者とする日本語指導が必要な志願者の選抜のための検

査の方法に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 (7) 障害等のある志願者の選抜のための検査の方法に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

９ 検査等の期日 

  選抜のための検査の期日及び合格者の発表の期日は、次のとおりとする。 

(1) 共通選抜 

   検査の期日は、全日制の課程、単位制による全日制の課程、定時制の課程及び単位制による定時制の課程

については、学力検査は令和９年２月16日(火)とする。各高等学校において特色検査を実施する場合は、

同月16日(火)、同月17日(水)及び同月18日(木)のうち当該高等学校の校長が定めた期日とする。ただし、

学力検査を５教科実施する場合は、同月16日(火)に特色検査は実施しない。クリエイティブスクール及び

単位制による通信制の課程については、同月16日(火)、同月17日(水)及び同月18日(木)のうち当該高等学

校の校長が定めた期日とする。 

   追検査の期日は、令和９年２月22日(月)とする。 

   合格発表の期日は、令和９年２月26日(金)とする。 

(2) 定通分割選抜 

   検査の期日は、定時制の課程(夜間)及び単位制による定時制の課程(夜間)については、学力検査は令和９

年３月15日(月)とする。各高等学校において特色検査を実施する場合は、同月15日(月)及び同月16日(火)

のうち当該高等学校の校長が定めた期日とする。単位制による通信制の課程については、同月15日(月)及

び同月16日(火)のうち当該高等学校の校長が定めた期日とする。 
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   合格発表の期日は、令和９年３月19日(金)とする。 

(3) 連携型中高一貫教育校連携募集 

   検査の期日は、令和９年２月17日(水)とする。 

 追検査の期日は、令和９年２月22日(月)とする。ただし、光陵高等学校においては実施しない。 

合格発表の期日は、令和９年２月26日(金)とする。 

(4) 特別募集及び中途退学者募集 

 ア 海外帰国生徒特別募集、在県外国人等特別募集及び中途退学者募集における学力検査、面接並びに海外

帰国生徒特別募集及び中途退学者募集における作文の検査の期日は、令和９年２月16日(火)とする。た

だし、横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースの海外帰国生徒特別募集における特色検査の期日

は、同月17日(水)とする。 

    追検査の期日は、令和９年２月22日(月)とする。 

合格発表の期日は、令和９年２月26日(金)とする。 

イ インクルーシブ教育実践推進校特別募集における面接の期日は、令和９年２月17日(水)及び同月18日

(木)のうち当該高等学校の校長が定めた期日とする。 

追検査の期日は、令和９年２月22日(月)とする。 

合格発表の期日は、令和９年２月26日(金)とする。 

(5) 後期募集 

   神奈川総合高等学校における海外帰国生徒特別募集の後期募集の検査の期日は、令和９年７月29日(木)と

し、合格発表の期日は、同年８月３日(火)とする。 

10 二次募集 

  教育長が必要と認める場合に、一般募集(共通選抜)及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集について、

次のとおり二次募集を行う。 

(1) 志願資格 

   前記２の志願資格を有する者であって、かつ、志願時において令和９年度入学者選抜における国公私立の

高等学校(高等専門学校を含む。)又は特別支援学校の合格者になっていない者とする。 

(2) 募集期間 

全日制の課程、単位制による全日制の課程及び単位制による定時制の課程(特別の時間)にあっては、募

集期間は、令和９年３月２日(火)及び同月３日(水)とする。 

 (3) 志願 

  ア 入学検定料の納付及び入学願書等の提出 

    志願者は、入学検定料を納付した上、志願先の高等学校の校長に紙により入学願書等を提出するものと

する。                                                                              

  イ 志願の範囲 

    志願は、募集期間を同じくするものについては、一の募集の区分の一の高等学校の一の課程の一の学科、

コース又は部に限る。ただし、次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げるものについては、この限りでない。 

(ｱ) 前記３の(1)により、二の学科を一括して募集するものは、それを一の学科とみなす。 

(ｲ) 農業に関する学科の志願者が同じ高等学校の他の農業に関する学科に対し、工業に関する学科の志願

者が同じ高等学校の同じ課程における他の工業に関する学科に対し、水産に関する学科の志願者が他の

水産に関する学科に対し、第２希望として志願することを認める。ただし、それぞれの学科において募

集を行う場合に限る。 

(ｳ) 横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースの志願者が同校の国際科(国際バカロレアコースを除

く。)に対し、第２希望として志願することを認める。また、横浜国際高等学校国際科(国際バカロレア
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コースを除く。)の志願者が同校の国際科国際バカロレアコースに対し、第２希望として志願すること

を認める。ただし、国際科(国際バカロレアコースを除く。)及び国際科国際バカロレアコースにおいて

募集を行う場合に限る。 

(ｴ) 横浜明朋高等学校及び相模向陽館高等学校の志願者が、同じ高等学校における他の部に対し、第２希

望として志願することを認める。ただし、それぞれの部において募集を行う場合に限る。 

 (4) 志願変更 

  ア 志願変更の対象 

    二次募集に係る志願の手続を完了した者は、募集期間を同じくする他の高等学校が行う一般募集若しく

はインクルーシブ教育実践推進校特別募集(前記１の各募集の区分における前記10の(1)の志願資格を満た

す者に限る｡)の二次募集又は同じ高等学校が行う他の一般募集若しくはインクルーシブ教育実践推進校特

別募集(前記１の各募集の区分における前記10の(1)の志願資格を満たす者に限る｡)の二次募集に志願変更

することを認める。 

    なお、前記(3)のイによる第２希望については、志願時に第２希望の志願をしていない場合であっても、

志願変更時に志願することを認める。 

  イ 志願変更の期間 

全日制の課程、単位制による全日制の課程及び単位制による定時制の課程(特別の時間)にあっては、志

願変更の期間は、令和９年３月４日(木)及び同月５日(金)とする。 

 (5) 検査の内容 

ア 全日制の課程(クリエイティブスクール及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集を除く｡)、単位制

による全日制の課程(クリエイティブスクールを除く｡)及び単位制による定時制の課程(特別の時間)につ

いては、国語、数学及び外国語(英語)の３教科の学力検査を実施する。また、当該高等学校の校長が必

要と認めるときは、特色検査(面接)を実施する場合がある。 

なお、単位制による定時制の課程(特別の時間)の志願者のうち、18歳以上(令和９年４月１日現在)の者

については、作文をもって学力検査に代えることができる。 

イ 全日制の課程(クリエイティブスクール)及び単位制による全日制の課程(クリエイティブスクール)に

ついては、特色検査(面接)を実施する。 

ウ 全日制の課程(インクルーシブ教育実践推進校特別募集)については、面接を実施する。 

(6) 検査等の期日 

検査の期日は、令和９年３月９日(火)とする。 

合格発表の期日は、令和９年３月12日(金)とする。 

11 入学の許可 

 (1) 入学の許可は、合格者に高等学校の校長が合格通知書を交付することによって行う。 

 (2) 高等学校の校長は、志願又は選抜のための検査等の際に不正行為又は妨害行為のあった者に対しては、入

学を許可しないものとし、入学の許可後に不正行為又は妨害行為が判明した者に対しては、入学の許可を

取り消すものとする。 

12 入学手続 

 (1) 合格通知書の交付を受けた合格者は、指定された期日までに教育長が別に定める手続をしなければならな

い。 

 (2) 高等学校の校長は、前記(1)に定める手続を行わない者に対しては、入学の許可を取り消すことができる。 

13 教育長への委任 

  この要綱に定めるもののほか、神奈川県立の高等学校の入学者の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育長

が別に定める。 
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第１号様式の１   入学願書（全日制の課程） 二次募集 

第１号様式の２   入学願書（定時制の課程） 共通選抜二次募集・定通分割選抜 

第１号様式の３   入学願書（通信制の課程） 定通分割選抜 

第２号様式の１   入学願書（海外帰国生徒特別募集（後期募集））  

第２号様式の２   令和６年度入学者選抜から廃止 

第２号様式の３   入学願書（インクルーシブ教育実践推進校特別募集）二次募集 

第３号様式     令和６年度入学者選抜から廃止 

第４号様式     令和６年度入学者選抜から廃止 

第５号様式     海外からの移住者等を保護者とする志願者の受検方法等申請書 

第６号様式     受検方法等申請書 

第７号様式     長期の欠席を理由とする選抜方法申請書 

第８号様式     欠席状況証明書 

第９号様式     長期の欠席を理由とする選抜方法の取扱い申請書 

第10号様式     推薦書(連携型中高一貫教育校連携募集用) 

第11号様式     調査書 

第12号様式     志願取消届 

第13号様式     志願変更願 

第14号様式     面接シート 

第15号様式     神奈川県公立高等学校入学志願資格承認申請書(個人申請用) 

第16号様式     令和２年度入学者選抜から廃止 

第17号様式の１   神奈川県公立高等学校入学志願資格承認書 

第17号様式の２   神奈川県立海洋科学高等学校入学志願資格承認書 

第18号様式     神奈川県公立高等学校(定時制・通信制の課程、別科)入学志願資格承認申請書 

第19号様式     念書【県志願資格用】 

第20号様式     同居同意書【県志願資格用】 

第21号様式     入学辞退届 

第22号様式の１   市立高等学校(全日制の課程)に係る学区確認申請書 

第22号様式の２   市立高等学校(定時制の課程)に係る学区確認申請書 

第23号様式     念書【市学区確認用】 

第24号様式     同居同意書【市学区確認用】 

第25号様式の１   市立高等学校(全日制の課程)に係る学区確認結果通知書 

第25号様式の２   市立高等学校(定時制の課程)に係る学区確認結果通知書 

第26号様式の１   他学区志願(第５条)許可申請書 

第26号様式の２   他学区志願(第５条)許可申請に関する副申書 

第27号様式     他学区志願(第５条)許可(不許可)通知書 

第28号様式     追検査受検願 

第29号様式     令和５年度入学者選抜から廃止 

第30号様式     令和５年度入学者選抜から廃止 

第31号様式     令和５年度入学者選抜から廃止 

第32号様式     令和５年度入学者選抜から廃止 

第33号様式     インクルーシブ教育実践推進校特別募集用面接シート 

第34号様式     インクルーシブ教育実践推進校特別募集志願資格確認書 



 

 - 93 - 

(注１) 定時制の課程等の別による学校名 

 定時制の課程(夜間)……………………………＜県立＞ 

希望ケ丘高等学校、横須賀高等学校、追浜高等学校、 

津久井高等学校、小田原北高等学校 

＜横浜市立＞ 

戸塚高等学校 

＜川崎市立＞ 

橘高等学校、高津高等学校、川崎総合科学高等学校  

定時制の課程(昼間部)…………………………＜川崎市立＞ 

川崎高等学校 

 単位制による定時制の課程(夜間)……………＜県立＞ 

神奈川工業高等学校、湘南高等学校、高浜高等学校、 

小田原高等学校、神奈川総合産業高等学校 

＜横須賀市立＞ 

  横須賀総合高等学校 

 単位制による定時制の課程(特別の時間)……＜県立＞ 

川崎高等学校、厚木清南高等学校 

 単位制による定時制の課程(多部制)…………＜県立＞ 

横浜明朋高等学校、相模向陽館高等学校 

単位制による定時制の課程(三部制)…………＜横浜市立＞ 

横浜総合高等学校 

 
 

(注２) 全日制の課程のクリエイティブスクール 

 ＜県立＞ 

釜利谷高等学校、横須賀南高等学校の普通科、小田原北高等学校の普通科、大和東高等学校、青葉総合高等学校 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神奈川県教育委員会 横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 電話(045)210-1111(代表) 

 

 横浜市教育委員会          横浜市中区本町6-50-10 〒231-0005 電話(045)671-2121(代表) 

 

 川崎市教育委員会          川崎市川崎区宮本町１  〒210-0004  電話(044)200-2111(代表) 

 

 横須賀市教育委員会 横須賀市小川町11      〒238-8550 電話(046)822-4000(代表) 

 

 


